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令和４年第３回（６月）大潟村議会定例会会議録

１．開議日時 令和４年６月９日（木）午前１０時００分～午後３時５１分

２．会 場 大潟村議会議事堂「本会議場」

３．出席した議員の氏名（敬称略）

１番 山 田 照 雄 ２番 工 藤 勝 ３番 三 村 敏 子

４番 菅原アキ子 ５番 松 本 正 明 ６番 黒 瀬 友 基

７番 菅 原 史 夫 ８番 戸 部 誉 ９番 齊 藤 知 視

10番 川 渕 文 雄 11番 石 井 雅 樹 12番 丹 野 敏 彦

計 １２名

４．欠席した議員の氏名（敬称略） なし

５．説明のため出席した者の氏名（敬称略）

村 長 髙橋浩人 副村長 工藤敏行

教育長 北林 强

総務企画課長 薄井伯征 税務会計課長 伊東 寛

生活環境課長 近藤比成 福祉保健課長 北嶋 学

産業振興課長 石川歳男 教 育 次 長 宮田雅人

農業委員会事務局長 澤井公子

６．議会事務局の職員 事務局長 近藤綾子 書記 藤村明美

７．議事日程 別紙のとおり〔議事日程第１号を参照〕

８．本日の会議に付した事件

議案第49号 大潟村国民健康保険税条例の一部を改正する条例案

議案第50号 普通財産の貸付について

議案第51号 令和４年度大潟村一般会計補正予算案

議案第52号 令和４年度大潟村診療所特別会計補正予算案

議案第53号 令和４年度大潟村介護サービス事業特別会計補正予算案

議案第54号 令和４年度大潟村水道事業特別会計補正予算案

議案第55号 令和４年度大潟村公共下水道事業特別会計補正予算案

報告第１号 工事請負変更契約専決処分報告

報告第２号 大潟村村税条例の一部を改正する条例の専決処分報告

報告第３号 村道路線の認定の専決処分報告

報告第４号 令和３年度大潟村一般会計繰越明許費繰越計算書報告

報告第５号 令和３年度大潟村水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書報告
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報告第６号 令和３年度大潟村公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書報告

報告第７号 令和３年度大潟村一般会計事故繰越し繰越計算書報告

報告第８号 令和３年度大潟村介護サービス事業特別会計事故繰越し繰越計算書報告

９．議案の提出撤回及び訂正に関する事項 該当なし

10．議員の異動に関する事項 該当なし

【議長：丹野敏彦】

おはようございます。

ただいまの出席議員数は、１２名で定足数に達しております。

これより、令和４年第３回大潟村議会定例会を開会いたします。

日程第１、『会議録署名議員』の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、５番、松本正明さんと、６番、

黒瀬友基さんを指名いたします。

次に、日程第２、『会期の決定』を議題といたします。

本定例会の会期日程等について、議会運営委員長より発言を求められておりますので、

これを許します。

議会運営委員長、１１番、石井雅樹さん。

【議会運営委員長：石井雅樹】

１１番、石井雅樹です。

私から、議会運営委員会の経過と結果についてご報告いたします。

去る６月１日、午前９時より、委員会室において、村当局より薄井総務企画課長、進藤

総務企画課主査出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。

今定例会の一般質問は５名で、提出議案は１５件であります。提出議案の内訳は、条例

関係１件、財産関係１件、補正予算５件、報告が８件でありました。

委員会では、総務企画課長及び議会事務局長より各議案について概要説明を受けた後、

それぞれの内容等について質疑を行っております。その後、一般質問、陳情等の内容を確

認し、会期や議事日程について協議を行ったところであります。

その結果、会期は、本日６月９日から６月１４日までの６日間といたしました。

なお、付託案件、会期日程、一般質問等については、皆さんに配付した資料のとおりで

あります。

以上、議会運営委員会の経過と結果についてご報告いたします。

【議長：丹野敏彦】

お諮りいたします。

ただ今の議会運営委員長の報告のとおり、本定例会の会期は、本日から６月１４日まで
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の６日間にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。【異議なしの声】

異議なしと認めます。

よって、会期は、６月９日から６月１４日までの６日間と決定いたしました。

次に、日程第３、『諸般の報告』をいたします。

はじめに、議会に対して提出された報告書について報告いたします。

監査委員より、地方自治法第２３５条の２の規定に基づき、令和４年２月分から令和４

年４月分までの例月出納検査の結果報告が提出されております。

次に、南秋田郡町村議会議長連絡協議会について報告いたします。

去る４月２６日、井川町役場において同協議会の定期総会が開催され、令和３年度の事

業報告及び決算認定並びに令和４年度の事業計画及び予算について審議を行い、全会一致

で承認されました。

次に、全国町村議会議長会について報告いたします。

去る５月３０日、町村議会議長・副議長研修会が東京国際フォーラムで開催され、参加

して参りました。研修では、東京大学名誉教授、大森彌氏による「町村議会のあるべき

姿」と題しての講義のほか、大正大学教授、江藤俊昭氏、上智大学教授、三浦まり氏によ

る講義が行われました。

私からの報告は、以上であります。

なお、関係資料は事務局で保管しておりますので、後ほどご高覧いただければと思いま

す。

次に、男鹿地区消防一部事務組合議会について報告があります。

７番、菅原史夫さん。

【７番：菅原史夫議員】

７番、菅原史夫です。

私から、令和４年３月２８日に開催された、男鹿地区消防一部事務組合議会第１回定例

会の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。

審査の前に、本年２月に潟上市議会が改選されたことに伴う議席の指定と、副議長の選

挙が行われ、潟上市議会の堀井克見氏が副議長に選出されました。

次に管理者より諸般の報告がありました。

内容については次の通りです。

１．常備消防力適正配置調査について

３月末までに一般財団法人消防防災科学センターから最終の調査報告が出される予

定である。内容を十分精査し、今後の広域化については慎重に対応していく。

２．火災状況について

昨年１月から１２月までの火災状況は発生件数が３１件、前年と比較して１６件の

増。火災による死者はおらず、損害額は１，４９８万１千円であり、前年比１，００
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３万２千円の増であった。

３．救急出場について

出場件数は２，２０７件で前年比９７件の増であり、搬送人数は２，０１２人で６

２人の増となった。

そのうち、心肺停止状態の傷病者を８１人搬送しているが、救急現場に居合わせた

「バイスタンダー」により、心臓マッサージなど救命手当が実施されたのは５０名で

あった。

ドクターヘリは１２８件の出動要請を行った。

とのことです。

次に議案の審査に入り、議案第１号「令和３年度男鹿地区消防一部事務組合一般会計補

正予算（第３号）」が上程され、管理者より提案理由の説明、消防長より補足説明があり

ました。

本補正予算は、歳入では市村負担金を措置し、歳出では人事院勧告による給与改定で人

件費を措置したもので、歳入歳出それぞれ５４５万６千円を減額し補正後の予算総額は１

３億８，６３９万２千円であります。

採決の結果、議案第１号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第２号「令和４年度男鹿地区消防一部事務組合一般会計予算について」が上

程され、管理者から提案理由、消防長から補足説明がなされました。

本予算は複雑多様化、大規模化している様々な災害や、高齢化の進展等に伴い増加して

いる救急需要に対応するため、人件費及び資機材の維持管理経費等を計上したほか、投資

的経費として、天王南分署庁舎外部改修工事、天王南分署配置の高規格救急自動車の更新

等を措置したもので歳入歳出予算の総額はそれぞれ１４億２，６７３万１千円とするもの

であります。質疑については、更新する高規格救急自動車の装備、職員研修の内容につい

てがありました。

討論はなく、採決に入り、議案第２号は全会一致にて原案のとおり可決されました。

以上で報告を終わります。

【議長：丹野敏彦】

次に、八郎湖周辺清掃事務組合議会について、報告があります。

６番、黒瀬友基さん。

【６番：黒瀬友基議員】

６番、黒瀬友基です。

私から、八郎湖周辺清掃事務組合議会の報告をさせていただきます。

令和４年３月２４日、八郎湖周辺クリーンセンター研修室において、令和４年第１回八

郎湖周辺清掃事務組合議会定例会が開催されました。

議案は「令和４年度八郎湖周辺清掃事務組合一般会計予算」についてです。
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「令和４年度八郎湖周辺清掃事務組合一般会計予算」に関する説明に先立ち、管理者よ

り諸般の報告がありました。令和３年度のごみ搬入量の実績見込みについては、家庭系ご

みは、前年比６．８％減の約１万７８０トンであり、主な要因は、男鹿市におけるごみ袋

の有料化に伴う施策の成果とのこと。また、事業系ごみは、前年比１．６％増の約３，７

６０トンであり、主な要因は新型コロナウイルスの影響が緩和されたことで事業活動が一

部再開したことによるとのことでした。

また、将来的なごみ処理の方向性については、県が昨年９月に、ごみ処理広域化・集約

化計画を策定し、秋田市及び潟上市と合わせて、施設の集約化を検討するとの方向性が示

されたところであり、県のリーダーシップの元に、今後、関係市町村と連携を図りながら

集約化について検討を進めていくとの報告がありました。

以上の報告ののち、管理者より「令和４年度八郎湖周辺清掃事務組合一般会計予算」の

提案理由の説明、及び事務局長より補足説明を受け、審議に入りました。

令和４年度歳入歳出予算は、前年度に比較して５，８５５万４千円、１０．３パーセン

ト増の総額６億２，８２０万円。増加した要因の主なものは、修繕料の増となっています。

その後、議員より今後の修繕計画、ごみ処理の広域化とクリーンセンターの稼働計画など

に関する質疑があり、審議の結果、原案のとおり全員一致で可決されました。

以上、八郎湖周辺清掃事務組合議会の報告と致します。

【議長：丹野敏彦】

これで諸般の報告を終わります。

次に、日程第４、「村政報告」を行います。

村長より、村政報告について発言を求められておりますので、これを許します。

村長。

【村長：髙橋浩人】

それでは、令和４年６月定例会の開会にあたり、諸般の報告を申し上げます。

はじめに、村内における新型コロナウイルスの感染状況について申し上げます。

高校生以上の一般の感染者については、３月に９名の感染があり、うち２名は子供から

の家庭内感染によるものでした。４月には１０名の感染があり、ひだまり苑においてはク

ラスターが発生しました。５月には４名の感染があり、今年の感染者の合計は４４名とな

りました。また、こども園及び小中学校においても、４月以降感染者が発生しており、こ

れまでこども園では園児１名と教職員１名、小学校では児童９名、中学校では生徒３名と

なりました。この間、秋田中央保健所の指導により、こども園では５月１０日から１３日

まで、小学校では５月７日から１３日まで、及び６月４日から９日まで、それぞれ学年閉

鎖としたところです。学年閉鎖及び感染により欠席した児童生徒に対しては、オンライン

授業を行うことで、影響を最小限にするよう努めております。また、６月４日に予定して

いた運動会は、１４日に延期して実施することといたしました。
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なお、こども園及び小中学校では、感染者が発生の都度、関係者に対し日々の健康観察

と予防対策の徹底、及び感染者に対する誹謗中傷等を行わないよう呼びかけるとともに、

教室等の消毒を実施したところであります。

村民の皆様におかれましても、基本的な感染防止対策でもあるマスクの着用や手指の消

毒など、「感染しない・させない」を徹底されますよう、ご協力をよろしくお願いいたし

ます。

次に、新型コロナウイルスワクチン接種事業について申し上げます。

３回目の追加接種につきましては、２回目の接種から６ヶ月を経過した対象者２，５１

６人のうち、４月４日までに２，２１７人に対し接種を実施し、接種率は８８．２％とな

りました。３月下旬からは、南秋田郡４町村の合同により湖東厚生病院で５歳から１１歳

までの幼児・児童を対象とした集団接種が行われており、村内対象１７０人のうち、昨日

まで予約を含め６８名が１回または２回の接種を終えており、接種率は４０％となってお

ります。

４回目の接種につきましては、４月２７日に厚生労働省の分科会において、６０歳以上

の方、及び基礎疾患を有する１８歳以上６０歳未満の方を対象に接種を行うことが決定さ

れ、５月２５日付けで省令が公布されました。村においては、４回目の接種対象者は約１，

２００人を見込んでおります。ワクチン接種のクーポン券を６月下旬に発送し、接種事業

をひだまり苑入所者は７月４日から、ほかの対象者は７月１３日から実施したいと考え、

現在準備を進めているところであり、今定例会において関連する補正予算を計上している

ところです。

これまで同様、今後日時を指定し、希望者全員がワクチン接種できるよう進めてまいり

ますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

次に、４月の水不足について申し上げます。

例年４月は種まき作業において多くの水道水が使用される時期となっておりますが、今

年はそれに加え、村内事業所における事業拡大等の影響により、大量の水道水が必要とな

り、水不足が懸念されることとなりました。村民や村内各事業所の皆様にはご心配をおか

けし、また時短営業や休業要請にご協力いただき、深く感謝申し上げます。お陰様で水道

水の供給が滞るような事態は回避することができました。

今後はこのようなことがないよう、現在新たな取水源の確保に向け、関係機関と協議を

進めているところであり、村民や村内各事業所の皆様が安心して水道水を使用できる体制

を構築してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

次に、脱炭素先行地域の選定について申し上げます。

３月議会において、脱炭素先行地域への応募の報告をしたところですが、その結果につ

いて４月２６日に環境省から発表があり、本村は初回応募７９地域のうち２６地域の１つ

として選定をいただきました。その後、５月１１日に交付金の内示額が示され、６月１日
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に選定授与式が行われました。授与式は、東京都の有楽町よみうりホールにおいて、環境

省の山口壯大臣をはじめ副大臣、政務官、各選定地域の首長・関係者が一堂に会して行わ

れ、翌日には、政務官、審議官と今後の進め方について意見交換を行ってまいりました。

この選定が、国全体の脱炭素化に向け大きな弾みになり、また、村で取り組む「自然エ

ネルギー１００％の村づくりへの挑戦！」の実現につながると考えております。

今回、関連する補正予算を計上しておりますので、ご審議につきましてよろしくお願い

いたします。

次に、株式会社大潟共生自然エネルギーからの剰余金配当について申し上げます。

昨年度も発電は順調で、計画値から１１４％増となっており、先般行われました株式会

社大潟共生自然エネルギーの定時取締役会において、令和３年度の決算報告の承認案等と

ともに、剰余金配当案が決定されました。今月２２日に開催される定時株主総会において

承認いただければ、その後、村も含め各株主に配当される見込みです。

配当金額は昨年同様１株あたり１万５千円となり、村の所有株数が８０株であり合計で

１２０万円が村への入金予定額となっております。

次に、八郎湖クリーンアップについて申し上げます。

今年で４１回目となるクリーンアップは、昨年同様、感染防止対策を行い、燃やせるご

みと燃やせないごみの二分別による回収を行う形で６月５日に開催し、各自治会などから

８９１名の参加がありました。

このクリーンアップには、例年日にちをずらして役場職員も参加していますが、今年は

株式会社カントリーエレベーター公社職員（後日「公社社員」に訂正。６５ページ参照）

も参加してくださいました。秋田県立大学の学生寮入寮生については、コロナ禍で寮の運

営に万全を期す必要があるとのことから昨年に引き続き不参加となっております。

回収したごみの量は合わせて約１．６トンとなり、昨年に比べて１．２トンほど少なく

なったところです。目分量の報告ですので誤差のある数字にはなりますが、全般的に燃や

せないごみの量が少なめで、特に家電等の粗大ごみが少なかったようです。昨年は燃やす

ごみだけをクリーンセンターに搬入していましたが、今回はクリーンセンターに確認し不

燃ごみについても搬入することとしました。これにより処分場に埋めるごみの量はさらに

削減できたものと考えております。ご参加いただきました皆様のご協力に感謝申し上げま

す。

次に、農作物の生育状況について申し上げます。

はじめに水稲ですが、春先から好天が続き、育苗期間に一時低温があったものの春作業

全体をとおし順調でありました。田植えは５月中旬から始まり、田植期間の強風で一部圃

場に代枯れがみられたほか、降雨日が少ないことで表層剥離が早く発現し、水管理等に苦

慮しているところでありますが、生育は順調に推移しております。

次にたまねぎですが、融雪が遅かった影響で春先の生育量はやや乏しい圃場が見受けら
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れましたが、３月以降気温が平年を上回り、平年並みまで回復しております。肥大期に入

っている現在、降雨日が少ないことから球の小玉傾向が懸念されるところでありますが、

目立った病害虫の発生は見られておらず、生育は概ね順調に推移しております。

次に小麦ですが、融雪後、気温が高めで推移したことで幼穂形成が早まりましたが、出

穂はほぼ平年並みとなりました。播種時の湿害の影響で出芽率が低くなり、茎数がやや不

足傾向にある以外は、出穂後の生育も目立った病害等は見られておらず、概ね順調に推移

しております。

次に、生産調整等の取り組み状況について申し上げます。

令和４年の生産調整は、転作の目標面積を４，１４６ｈａとして、２月に営農計画の受

付を行いました。その後の変更も含め集計を行った結果、農家戸数４８２戸のうち、これ

までに３９４戸の農家が計画書を提出しております。主食用米の作付面積は４，６５９ｈ

ａとなり、前年比マイナス４２２ｈａ、約８％減となっております。加工用米・飼料用米

などコメによる転作は３，９１８ｈａで前年比４４１ｈａの増、麦や大豆などの実転作は

４０４ｈａで前年並みとなっております。

令和４年の特徴としては、いわゆるコメ転作への取り組みが前年比で４４１ｈａ増加し、

うち飼料用米が前年比で４０２ｈａ、約１２倍と大幅に増加したことが挙げられます。こ

れは米価下落の影響により、水田リノベーション事業への取り組みが増え、加工用米の一

部実需が飽和状態にあり飼料用米へ転換が進んだものと考えられます。

また、転作作物の作付面積は、６月中旬から行う経営所得安定対策等の交付申請受付に

より固まる予定となっております。

次に、チャレンジデーの結果について申し上げます。

今年のチャレンジデーは、全国６８の自治体が参加し、５月２５日に実施されました。

大潟村は北海道の苫前町と対戦し、参加率は大潟村が３３．５％、苫前町が４１．６％と

いう結果となりました。

チャレンジデー当日は、農繁期にも関わらず、多くの村民や事業所の職員の皆様にご参

加いただきました。ご協力に対し、厚くお礼申し上げます。

次に、令和３年度一般会計の決算見込みについて申し上げます。

現在、計数整理中でありますが、歳入面では、村税や地方交付税等が当初見込みより増

収となっております。歳出面では、新型コロナ感染対策を講じつつ、経費の節減と効率的

執行に努めたところ、令和３年度の剰余金は、合計で約２億２千万円程度となる見込みで

あります。

以上、諸般の報告といたします。

【議長：丹野敏彦】

次に、日程第５、議案第４９号「大潟村国民健康保険税条例の一部を改正する条例案」

から、日程第１９、報告第８号「令和３年度大潟村介護サービス事業特別会計事故繰越し
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繰越計算書報告」までを、会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。

それでは、村長より提出議案の説明を求めます。

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

それでは、提出しております議案について、順次申し上げます。

議案第４９号「大潟村国民健康保険税条例の一部を改正する条例案」については、地方

税法施行令等の一部を改正する政令等の公布に伴い、所要の規定を整備するとともに、令

和４年度の国民健康保険税を賦課するため、税率を改正するものであります。

次に、議案第５０号「普通財産の貸付について」は、普通財産の無償貸付について、地

方自治法第９６条第１項第６号及び同法第２３７条第２項の規定により、議会の議決を求

めるものであります。

次に、議案第５１号「令和４年度大潟村一般会計補正予算案」について、主な内容を申

し上げます。

はじめに歳出についてですが、生活環境課関係では、環境エネルギー費において、自然

エネルギー１００％の村づくり推進事業に８億９，７９６万円を計上するとともに、水道

費において、大潟村水道事業特別会計繰出金を５８万１千円減額しております。

福祉保健課関係では、社会福祉総務費において、大潟村住民税非課税世帯に対する臨時

特別給付金給付事業に１９５万６千円、児童福祉総務費において、子育て世帯生活支援特

別給付金給付事業に５２万４千円、大潟村子育て世帯生活支援特別給付金給付事業として

１，０７３万４千円、保健センター費において、新型コロナワクチン接種事業に３８１万

８千円を計上しております。

農業委員会関係では、農業委員会費において、農地情報収集等業務効率化支援事業に２

５万６千円を計上しております。

産業振興課関係では、農業振興費において、低コスト技術等導入支援事業に９，９０４

万８千円、商工振興費において、新型コロナウイルス感染症対策雇用維持・事業持続化支

援事業に１，８００万円を計上しております。

教育委員会関係では、事務局費において、英語教育推進事業に１０５万７千円、学校管

理費において、小学校の施設管理費に１７万５千円、中学校の施設管理費に１７万２千円

を計上しております。

さらに、全般的事項として、人事異動に伴う人件費関連での増減額分を計上しておりま

す。

これにより、補正総額は１０億３，２４９万２千円となり、補正後の予算現額は４６億

５，２４９万２千円となっております。

なお、補正の財源は、国庫支出金、県支出金、繰入金等に求めたところであります。

次に、特別会計の補正予算案について順次申し上げます。
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議案第５２号「令和４年度大潟村診療所特別会計補正予算案」については、人件費の調

整により１４５万８千円を増額しております。

次に、議案第５３号「令和４年度大潟村介護サービス事業特別会計補正予算案」につい

ては、令和３年度の介護サービス収入及び指定管理料の確定に伴い、指定管理者である正

和会に収益還付する過年度分収益還付金として１，０９０万４千円、ひだまり苑等管理運

営事業に５１万７千円を計上しております。

次に、議案第５４号「令和４年度大潟村水道事業特別会計補正予算案」については、人

件費の調整により５８万１千円を減額しております。

次に、議案第５５号「令和４年度公共下水道事業特別会計補正予算案」については、人

件費の調整により６９０万９千円を計上するとともに、下水道ポンプ場設備整備事業に９

０万円を増額しております。

次に、報告第１号「工事請負変更契約専決処分報告」については、大潟村公共下水道管

渠改築工事の工事請負変更契約の締結について専決処分したもので、議会に報告し、その

承認を求めるものであります。

次に、報告第２号「大潟村村税条例の一部を改正する条例の専決処分報告」については、

地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、緊急に大潟村村税条例の一部を改正す

る必要が生じたため専決処分したので、議会に報告し、その承認を求めるものであります。

次に、報告第３号「村道路線の認定の専決処分報告」については、村道北１丁目５号線、

中央住区９号線、中央住区１０号線の３路線の認定について専決処分したので、議会に報

告し、その承認を求めるものであります。

次に、報告第４号「令和３年度大潟村一般会計繰越明許費繰越計算書報告」、報告第５

号「令和３年度大潟村水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書報告」、報告第６号「令和

３年度大潟村公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書報告」、報告第７号「令和３

年度大潟村一般会計事故繰越し繰越計算書報告」及び報告第８号「令和３年度大潟村介護

サービス事業特別会計事故繰越し繰越計算書報告」については、令和３年度予算のうち、

令和４年度に繰り越した事業費について議会に報告するものであります。

以上、提出案件の概要についてご説明申し上げたところでありますが、詳細につきまし

ては、提出しております議案書、補正予算書、その他関係書類に記載されておりますので、

ご高覧いただき、ご審議のうえ可決、承認を賜りますようお願い申し上げます。

【議長：丹野敏彦】

ただ今の村政報告並びに提出議案の説明に対する質疑は、明日、１０日を予定しており

ますので、よろしくお願いします。

次に、日程第２０、「一般質問」を行います。

会議規則第６１条の規定に基づき、通告のあった順に質問を許します。

４番、菅原アキ子さん。



- 11 -

【４番：菅原アキ子議員】

４番、菅原アキ子です。

先に通告してあります２点について、村のお考えを伺いたいと思います。

１点目ですが、安定した水量の確保についてでございます。

今、村は１８００㎥の取水がある中で、日常的に使っているのが１２００から１３００

㎥くらいで、パックライス工場も最大で３００㎥くらいあれば十分であり、普段は余裕が

ある状況であるということを伺っております。ただ、種まきの時期はぎりぎりの状態にな

るので、そうしたことを考慮すると少し水源の余裕を持っておく必要があり、しっかり水

源を確保し、新たな水需要にも耐えうる体制を整えていくという姿勢を示しており、今後

もその思いはゆるぎないものと理解しております。例年は堤防に取水能力があり、節水の

協力などで水不足には至らず乗り切れていたようですが、今年の４月には残念ながら温泉

の休館、更には米販売事業所やパックライス工場が３日間製造を中止せざるを得ない事態

に追い込まれました。村から潟の湯を休館するという周知がなされた種まきの頃には、断

水するのではと心配する村民の声が多く寄せられました。

大潟村は農業の村ですので、春の種まきの時期には大量の水を使わざるを得ません。パ

ックライス工場でも大量に水を使用しますし、時期が重なることは想定しておりましたが、

それでも不安はないという説明がなされておりましたので、安心しておりました。

今の水源地は、水量は豊富にあるという調査の元に、井戸の深さによって流れている水

の状況が違ってくるとか、水を吸い上げたことで地盤沈下や近隣の水位が下がることのな

いようしっかり調査し、確認もされて、浄水場の能力を最大限に活かせる取水事業として

取り組んでおられたと理解しております。これまでの取水では、地下浸透していたと推測

され、既存の集水管では集水できていないと考えられるため、新たに暗渠管を入れての集

水に取り組んでいたはずですが、思うような取水につながらなかったのは、どのような要

因があったからでしょうか。伺いたいと思います。

また、例年ですと八郎湖の水位は春先にだんだん上がってきて、種まきの頃は水位が高

い中で取水もできるが、今年は雨が少なかったことと、春先の雪どけが一気に進んで４月

半ばには山の雪どけ水がほとんどなく、八郎湖は山からしみ出す保水だけの状況で、雨が

降ると堤防に降った雨が取水につながってくるということが、今回は一切閉ざされ、全然

機能しなかったという説明は先日伺っております。雨が降らなかったということがどれほ

ど大きな要因だったかということは理解しておりますが、気象条件はその年ごとに変わる

ものですし、今年は雨が降らなかったためというのも現実的ではありません。取水量を増

やすために行った村の事業が思うようにならなかったことなどの要因が重なったことも大

きいのではと思っております。

この春先はこれまで伺っていた状況ではなく、一転して水不足に陥ったわけですが、村

が想定していた水道水の使用量が想定以上に増え、見込みに大幅な違いが出たのはなぜで
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しょうか。予測できなかった一番の要因も含めて伺いたいと思います。

また、八郎湖の水位は、「秋田県八郎潟防潮水門管理条例」や、「秋田県八郎潟防潮水

門管理条例施行規則」及び「水利使用規則」により規定されております。施行規則では調

整池の水位は洪水の時を除き、月ごとに制限水位が定められております。灌漑用水等の供

給のため確保すべき確保水位も３月や５月、８月、９月など月ごとに定められております。

４月頃の八郎湖の水位は、おそらく規則に定められている最低水位ではなかったのかなと

推測しておりますが、県はどのような対応をされていたのでしょうか。安定した水量を保

つには、県が規定している八郎湖の水位をさらに増やしていただくことが当面必要ではな

いかと思っておりますが、いかがでしょうか。村長のお考えを伺いたいと思います。

今年のような不測の事態を防ぐためには、喫緊に水源を増やすことが必要だと思います

が、県にお願いする以外にも今後どういう対策・備えをしていくのか、お考えを伺いたい

と思います。

また、今後の更新計画の策定に必須とされる「水道施設台帳」は９月末までの整備が義

務づけられております。併せて、公営企業法の適用に必要な「固定資産台帳」も進められ

ていると思いますが、それらの進捗状況を伺いたいと思います。

水道事業は市町村運営が多く、独立採算制で特別会計を設け水道料金で賄うのが基本と

されていますが、本村でも料金収入だけでは運営費を賄えず、年度によって金額は違いま

すが、別の会計から費用を繰り入れ、大幅な料金の値上げにつながらないように運営して

いる年度が多くなっていることは理解しております。

人口減少で水道料金の収入が減る中、老朽化した水道施設をどう維持するかが全国的に

も課題となっておりますが、国は自治体に対し、市町村の区域を超えた広域化で事業規模

を拡大するよう促しており、令和４年度末まで「水道広域化推進プラン」を策定するよう

方針を示しております。秋田県の中央地区であります秋田市、潟上市、男鹿市、五城目町、

井川町、八郎潟町、そして我が大潟村も含まれた秋田県域では、現在協議が行われている

ことと思います。全市町村がひとつの広域化になるのか、もしかすると部分的にやりやす

いところから始まることもあるということは、以前伺っております。大潟村の今の水道施

設や水源地から浄水場までのポンプについても、いつか必ず更新が必要になります。水源

調整など深く関わってくると思いますので、広域連携の具体化に向けて、現在どのように

進められているかをお聞かせいただきたいと思います。

また、水道管の法定耐用年数は４０年といわれておりますので、大潟村にとっても水道

管の更新は大きな課題と言えます。上下水道の維持並びに整備計画についてですが、村内

で布設されている上水道本管の老朽化の現状は把握されておられるでしょうか。漏水状況

も含めた点検、交換の計画はどのようになっているでしょうか。

私達地域住民は、それぞれが日頃から災害に対する対策の備えを十分心がけておくこと

が大切ですが、平常時でも節水をお願いされている状況下に、もし大規模災害に遭遇した
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時は給水が困難になるのではという不安がつきまといます。災害などで長期間にわたる停

電が広範囲で発生した場合、村として上下水道への対策はどのように講じられているので

しょうか。

以上についてお伺いいたします。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

４番、菅原アキ子議員の質問にお答えします。

今年４月の水不足については、村民の皆さまや村内各事業所にご迷惑とご心配をおかけ

することになってしまい大変申し訳ありませんでした。

今後はこのようなことが無いよう対策を講じてまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。

さて、１点目の、昨年度実施した取水量の増加を目的とした水源増補改良事業が取水の

増加につながらなかった要因についてでありますが、本事業の暗渠管施工エリアについて

は、取水地帯で集水できない水が滞留しているとの調査結果から、現在のドレンで集めき

れない浸透水を同管で相当程度集水できるという想定で実施いたしました。

実際に工事中には相当な水量が地中から湧き出てくることを確認しておりましたが、こ

れらの水量に関しては、ほとんどが地中に滞留していたものだと思われ、取水量の恒常的

な増加にはつながらなかったということであります。

２点目の、供給量による違いと不足の要因に関してでありますが、村では村内事業者に

よる米飯事業を念頭に同事業者との協議により、既存の取水量や１点目でお答えした水源

増補による対策、浄水場における総貯水量等を総合的に勘案し、水道水の供給には問題な

いとの見通しを立てておりましたが、令和４年３月に別事業者より事業拡大に伴う水利用

の相談があり、村で想定していた水道水の供給量を大幅に上回る事態となったものであり

ます。

３点目の、安定した水量確保を目的とした八郎湖水位の上昇については、４月中旬から

現在までの八郎湖の水位と取水場からの導水量を鑑みると一定の関係性はあると認識して

おりますが、水位の調整は灌漑用水の確保や災害対策等の観点から県の条例規則で定めら

れた中での運用が行われているため、水道取水のためというのはかなり難しいものと考え

ております。

４点目の、不測の事態にならないような今後の対策についてでありますが、今般の一連

の流れを受け、村では現在排水が確認されている取水場南側の排水ドレンからの取水を想

定し、関係各所との協議を進めております。同箇所においては、現在のところ１日あたり

約４００㎥の排水が確認できており、本エリアからの取水を実現することで、水需要期を

含め年間を通じて、十分な供給体制を整えることができるものと考えております。
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５点目の、水道施設台帳や固定資産台帳の整備にかかる進捗状況についてですが、固定

資産台帳については、令和３年度中に台帳整備は完了しております。水道施設台帳につい

ては、北１丁目の工事を行う際に水道管が実際の管路状況と布設図面が異なる構造となっ

ていることが分かり、精査のため工期を延長し、９月３０日の完成を目標に進めていると

ころであります。

６点目の、水道広域化推進プランの策定に伴う調整状況については、令和３年７月に秋

田県水道広域化推進プラン策定に係る作業部会が立ち上がり、将来推計や水需要見込み等

についての協議を継続してきました。大潟村に限らず、近隣市町村を含め、人口減少社会

が到来する中での水道事業をどのように維持していくかが主たる協議事項であり、その中

で市町村間の水道事業の連携という可能性が示されているものであります。

同会議は令和４年度も開催される予定でありますので、水道事業における他市町村との

連携については検討材料の１つとして取り組んでまいりたいと考えております。

７点目の、上水道本管の老朽化の現状と漏水状況の点検等については、浄水場の職員が

村内巡回を行い、本管に漏水等がないかの確認を定期的に実施しております。現在の水道

管は大部分が平成２年から３年に布設をされ、その耐用年数は５０年とされておりますの

で、固定資産台帳や現在策定が進んでいる施設台帳に基づき、計画的な更新工事を行って

いきたいと考えております。

８点目の、災害等における長期間の停電発生時の上水道の対策についてでありますが、

取水場、浄水場、汚水ポンプ場ともに自家発電装置を備えており、災害時も機能するよう

になっております。燃料が満タンの状態での稼働継続時間は取水場自家発電で７時間、浄

水場で２０時間、汚水ポンプ場で１３時間ですが、これ以外にそれぞれの施設に予備燃料

も備えております。

また、浄水場においては、ろ過池で約１３００㎥、配水池でも１３００㎥を貯水できる

構造となっており、万が一停電等で上水道の配水ができなくなった場合は、同施設におい

てタンクで水を供給することができるようになっております。

水の供給については、今後も万全を期して参りますのでよろしくお願いいたします。

以上であります。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

菅原アキ子さん。

【４番：菅原アキ子議員】

この１点目ですけれども、水量は、地下にあるものなので明確な把握は難しいというこ

とは十分理解できます。ただ、これを始める前に業者が簡易的な調査を行い、そして見込

みとしては取水できる事業だと、そういうふうに当局も判断されて進められた事業である

と理解しております。今の村長のお話ですと、地中に滞留していたものがあって、それが
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進められなかった要因として考えられるみたいなことを言いましたけれども、その簡易的

に、最初事業を取り掛かる前に調査していたということからは、今回は導き出せなかった

部分なのでしょうか。それと、今回取水場の南側からの４００㎥くらいの取水が考えられ

るというふうにして、今そういうことを考えているというふうな答弁をされましたけれど

も、今回の当局が集水できるという判断のもとに進められた事業がとん挫してできなかっ

た訳ですよね、結果的に。こういう成果が得られなかった今回の結果を当局はどのように

受け止めて、そして今後にどう活かそうとしているかをまずお聞かせいただきたいと思い

ます。

それと、このままでは確実に供給できる水量が不足する、４月のことですね。その明ら

かに想定できた段階で、村はどのような対応をされたのでしょうか。先程、県に対しても

お話ししていただきましたけれども、その月ごとに定められている八郎湖の確保水位、こ

れはもちろん県が決めているその条例の中でのことだということは私も理解しております。

ただ、その時点でどのように村は対応し、そして県に対しても増やしていただけるような

お願いとかはされたのでしょうか。それともやっぱり条例に定めていることですので、年

度途中ではそういう規定されている水位の切り替えというのは難しかったのでしょうか。

そういうことがもし適切に、難しかったとは思いながらも行われていれば、水不足の状況

には至らなかったと思うのですが、その時もし県にお願いしていたとすれば、その県の対

応というものも含めて伺いたいと思います。

そして、この水不足の一番の要因は、ある程度、米パックライス工場の使う水の使用量

を定めていたのだけれども、それもちゃんと含めていたのだけれども、その事業量が増え

たために水道の使用量も増えたということが、じゃあ一番の大きな要因になったのでしょ

うかということの確認もです。

それと、村は今と比べて、これからもいろいろなところで、来年とか、今は陥っていな

いのですけれども、水不足に対処するために村としてもいろいろ考えておられるようなこ

とを今お話ししてくださいました。例えば、県に対して条例で定められている確保水位に

対しても、こういう事情があってもう少し上げてもらえないかとか、そういう依頼とかは

県に対して行う予定でしょうか。それとも今行っているのでしょうか。それは十分な水量

というのは、なかなか気象条件にも関係してきますし難しいことだと思うのですけれども、

村が県に対して要望するその水量というのはどういうことにもとづいて、どのくらいの水

量を要望される予定でしょうか。もし今、お願いしている、交渉している段階であるとす

れば、そういうことも含めて伺いたいと思います。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

菅原アキ子議員の質問にお答えします。
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まず、以前のボーリング調査で、堤防は全部砂を入れて、その上に堤防を築く形にして

ありますので、下の砂層までは非常に水が豊富な状況になっていると、地下の。それを越

すとヘドロ層に入っていって、そこに入るとなかなか豊富な水というような状況ではない

と、ただ地下の下の方の砂から水を取ると、その影響がどういう形で出るかという心配、

堤防に影響があるので、村としては表層にある滞留している水を取水する、今のドレンの、

それにさらに残っている表層の部分ということから工事をすることにした訳で、実際その

表層に近いところも水はあったのですが、ただそれはその時溜まっていて、常にそれに水

が供給される状況ではなかったということでありました。非常に村としても残念でありま

すが、そうした中で、ただ今村の取水は堤防の暗渠管がずっと入ってそれぞれ結構太いド

レン管が出て、それは自然にもう落水している状況でして、最終的には排水場まで流れて

ポンプアップされていると。その流れている排水ドレンは今取水で使っている以外に、東

西というか南北というか、それぞれまだいっぱいある訳でして、そこからはまだ水も出て

いる個所がたくさんあると。今回、先程お話したのは、その今取水しているところの南側、

ポンプ場に近い方、排水機場に近い方からの取水を今予定していまして、関係する機関、

県それから土地改良区とも話をし、ほぼ了解をいただいているところです。それに付帯す

る工事についても。今のところ、出ている量が４００㎥ぐらいが見込まれますので、それ

がちゃんと取水できるように工事することで十分対応は可能かなというところであります。

八郎湖の水位についてですが、今年雪も多かったということで、県の方でも雪どけ水が

さらに増えてくることも勘案しての水位調整を行っていたようでして、さらに増えてくる

ことを見込んで、ただ予想外に雨が少なくてその水位が上がってこなかった、そういうこ

との要因もあるのですけれども、先程も話をしたように、非常にその水位管理というのは

厳格でして、あくまでも農業用水のための水位管理で、水位を上げることで逆に河川の水

害のリスクが高まりますので、そこはその関係性をしっかり、あくまでも農業のための用

水確保ということで県の条例で決められた範囲で行うということになっておりまして、村

の取水のために水位を上げてもらうというようなことは難しいと思っております。ただ、

水位を上げずにもまだ水が出ているところはたくさんあるので、そちらからの取水をしっ

かりすることで対応できるものと思っています。

ただ、以前、村の認識では新たな水源を増やすことにはなかなか難しいという思い込み

がありまして、昨年実施した工事のようなことで対応したのですが、実際まだ出ている箇

所がいっぱいあって、そちらについて県と協議をしたところ概ね了解をいただいて、また

土地改良区はじめ堤防に関する部分でも了解をいただいて、大体工事の見通しが立ってき

たというところでありますので、よろしくお願いします。

また、水需要についてですが、パックライスの使用量というのは事前に伺って、それの

増える部分ということで見込んで十分対応できる予定でしたが、パックライス以上に水を

使う需要が新たに発生しまして、それは村内での加工事業がさらに伸びることですので、
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ぜひ一緒に応援したいということでできるだけ一緒にやることで進めましたが、やはりパ

ックライス以上に使う量があって、とても賄いきれないことが想定されたので、早い段階

から休業要請、工場についてはパックライスとともに新たな需要先にも３日間の休業要請

をしていたところです。ただ実際に、水の需要が高まる時期が近付きつつ、八郎湖の水位

の関係とか、実際に取水できる量とかが想定より下回ってきたので、急遽温泉についても

休業要請と時短営業をお願いしたところで、できるだけ稲作の播種作業には影響のないよ

うに、また村民の生活には影響のないようにということで、各企業にお願いし、また了解

をいただいて休業を実施していただいたところで、本当に協力いただいた企業の方々にも

感謝をしております。

こうしたことが二度とないようにということで、今関係機関としっかり協議して大体目

途もついてきたところですので、しっかり進めてまいりますので、どうかよろしくお願い

いたします。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再々質問ございますか。

菅原アキ子さん。

【４番：菅原アキ子議員】

パックライス工場の３００㎥くらいあれば大丈夫という事前の数量よりもさらにまた新

しい加工に対して取り組む事業所といいますか、個人かは分かりませんけれども、そうい

う新たな事業者が出たと、それというのはもし差支えなければ、どういう仕事をされた会

社か個人かは分かりませんが、教えていただきたいと思います。

それと今、４００㎥の見込みが、取れる箇所が何カ所もある中で４００㎥が見込めると

いうことに向けて、県とか土地改良区とか、そういうことの関係者と交渉して了承を得て

いるということで、本当に来年度はこういうことのないようにしていただきたいですし、

村民が本当に安心して使用量、水道が使えるような状況にぜひ村としても取り組んでいた

だきたいと思うのですがということと、それから、災害などで水道使用量、もし急遽広範

囲で発生した時の対応も村の中で安心できるような体制になっているということをお聞き

して、少しは安心しました。少しです。自分達村民も含めてですけれども、常に村のサー

ビスに頼るのでなくて自分たちも生活の中で自覚しながらということは本当に考えてはい

るのですが、村を、やはり住みやすい村づくりに頑張っていただけるのは当局ですので、

そういうのも含めて今回の先程の質問、２、３お答えいただければと思います。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【４番：菅原アキ子議員】

ごめんなさい、追加でいいでしょうか。
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最初の質問の時も言ったのですけれども、例えば水不足の時に、県に対してお願いとか

そういうのを依頼はされたのでしょうか。それとも村長自らそういうのは県の条例で難し

いだろうというような考えのもとに依頼はされなかったのでしょうか。そこもちょっと、

もしお願いされていたとしたら、県の答えとしてはどういうふうに答えられていたのでし

ょうか。そこもちょっと追加でお願いします。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

菅原議員の再々質にお答えします。

新たな事業というのは、国の支援をいただいて設備を増やしていた発芽玄米の取り組み

でして、大口の注文が入ってその対応ということで、先程来話をしているように、パック

ライス以上に水を使う状況になったということであります。ただ事前に、そういう注文が

入ったということで水もこれだけ使うからということで事前に、３月に入ってからですか、

協議を開始し、対応をしてきたところであります。

また、水位についてですが、水位を急に上げろと言っても上げれるものではなくて、あ

くまでも降水量が大きな要素に、水位を上げるには、多分県としても平年よりも水位が上

がっていない状況だったので上げたかったところはあると思うのですが、本当に予想外に

雨が全然降らない、ひと月以上ですか、まるっきり降っていない状況でして、ですのでい

くらお願いしてもそれはすぐにできるようなことではなく、例年並みに水位が保たれてい

れば春先もある程度取水は見込まれていましたが、今年はそれ以下で推移していたという

ことでありまして、この八郎湖の水位については県に対しては特に依頼等はしていない状

況であります。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

菅原アキ子さん。

【４番：菅原アキ子議員】

次に、障がいのある人も暮らしやすい環境にさらに努めていただきたいという思いで質

問させていただきます。

心身に障がいを持つ子どもの保護者は、子どもの将来についていつも切実な不安を抱い

ております。自身も高齢となり、障がいのある子どもを介護する「老障介護」が広がり、

知的障がい者などの入所施設をめぐり、入所を希望し待機している障がい者が年々増える

傾向にあり、様々な問題が浮き彫りになっております。体力に限界を感じている親が、自

ら子どもの介護ができなくなった時に備えて不安を抱えていることが背景にあるとみられ

ております。

障がい者の生活拠点をめぐり、国はそれぞれが望む地域で暮らせるよう数人で共同生活
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を送るグループホームの整備などを促す一方、障害者総合支援法に基づく基本方針で、障

がい者の自立を支援するため入所施設などから地域での生活に移行するための体制を整備

する必要があるとしており、入所施設についてはそれぞれが望む地域で暮らせるようにす

るべきだとして、入所者の数を段階的に減らす方針を示しております。

第２期大潟村総合村づくり計画後期基本計画でも、障がい者（児）の福祉の充実が謳わ

れております。福祉に対する地域の関心を深めるには、現状を知ることが大切であり、地

域の人達が理解を深め、見守りや声かけなどで支える取り組みがさらに必要ではないかと

思っております。

農福連携事業などは、障がい者に対する地域住民の理解にもつながっていると感じてお

りますが、障がいのある人も住み慣れた地域で共に安心して生活できるように、日常生活

を支える環境の整備にさらに努めていただきたいと思います。

前期の大潟村総合村づくり計画を策定した時、村が行ったアンケート調査の分析結果で

は、重要度が高いにも関わらず満足度が低い施策は、「障がいをお持ちの方への支援」が

示されており、障がい者支援のために必要なことは、「障がいに関する理解を深めるため

の広報や情報提供」などが真っ先に記されております。世帯構成が異なっていたり、世代

間の多様な価値観がある中で、地域のつながりの希薄化が憂慮されておりますが、障がい

のある方への理解を深めたり、啓発を行う必要性について、村長はどのように認識された

おられるでしょうか。お伺いいたします。

障がいをお持ちの方は、年齢も異なります。ご家族の団体も参加されている４町村での

南秋田郡自立支援協議会でそれぞれに対応されている情報を共有しながら、さらに支援の

手を差しのべていただきたいと思います。

また、大潟村総合村づくり計画後期基本計画でも、障がい者の居住の場の確保等につい

て近隣市町とともに検討を進めていきたいと示されております。社会福祉協議会や関係機

関など連携しながら取り組んでおられることは理解しておりますが、自分がいなくなった

らこの子はどうなるのかといつも子どもの将来に不安を感じている親の切なる思いに、ど

うか寄り添っていただきたいです。

村は現在の実態をどのように認識されておられるでしょうか。そして今後さらにどのよ

うな支援が必要と考えておられるでしょうか。お伺いいたします。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

障がい者も安心して暮らせる環境の質問にお答えいたします。

ひとつめの理解や啓発の必要性についてのご質問ですが、村では、つくし苑を村内へ誘

致し、就労場所の提供や村民との交流に努めているところです。そうした中で、小学校に

おいては「人権の花運動」で、大潟つくし苑の利用者の方と一緒に花の植え付け作業等を
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行うなど、障がいを持つ方々への理解を早くから育むことや、農福連携ファームを通じて、

障がい者と村民との交流促進を図っております。

障がい者への理解や啓発の必要性については、大潟村総合村づくり計画後期基本計画で

も示しており、障がいのある方への偏見を解消し、ともに暮らせる地域づくりを目指して

いく中で、村として障がいに対する理解不足（促進）のための啓発を行っていくことは、

議員がおっしゃるとおり、非常に重要なことであると認識しております。

今後も現状の把握に務め、必要な事業を検討し、村民が障がい者について正しい理解や

認識を持てるよう、働きかけていく必要があると考えております。

ふたつめの現状把握と今後の支援についてですが、現在、障がい福祉サービスを利用し

ている方については、相談支援事業所と連携してサービス利用計画書を個別に作成するこ

とで、できる限りご本人やご家族の希望に沿ったサービスを提供しているところです。

議員ご指摘の老障介護については、現状では村内の関係機関への相談はありませんが、

今後相談があった場合に必要な情報提供ができるように関係機関との連携を図ってまいり

ます。

また、障がいに関する相談窓口としましては、障がい者支援施設に相談支援事業を委託

しており、専門的な相談にも対応できるよう体制を整えているところです。障がいのある

方やご家族の方に様々な困りごとがあった際に、どこに、どのような相談をすればよいか、

迷うことなく相談できるよう、相談支援事業を委託している障がい者支援施設や利用方法

について、きめ細かい周知に努めてまいります。

村では先程話をしたように、つくし苑を誘致してさまざま連携して取り組んできた中で、

今つくし苑では県の施設も活用してさらに事業を拡大しているところです。そうした中で

つくし苑の方でも以前、グループホームについても相談を受けておりましたが、県の、今

ある研修センターはなかなかその施設には向かないということで断念をしているところで

あります。そうした中、つくし苑では潟上市の方にグループホームを開設する予定という

ことでありまして、今後、村内にも開設したいという要望等があれば、村としては一緒に

考えていきたいと思っております。

いずれ、つくし苑があることでさまざまな連携が図られておりますので、その関係を大

事にして今後も取り組んでいきますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

菅原アキ子さん。

【４番：菅原アキ子議員】

村の方ではつくし苑がある訳でして、その中でいろいろな人達が就労したり、またいろ

いろな仕事についている訳ですけれども、先程県の施設も活用しているという今のお話で
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したけれども、具体的にはどのような活用方法をされているのでしょうか。村の方でもそ

ういうグループホームというのは、障がいの案外軽い人達を収容する施設のように私は理

解しているのですが、村からもそういう要望があれば、また前向きに考えていきたいとい

う本当にありがたいお言葉ですので、そういうことは本当に、そういう子どもたちを持つ

親もありがたいお言葉だと思います。

障がいのある方は年齢も異なりますが、程度に合わせて仕事も頑張っております。事業

所の運営はもちろん施設が行うものですが、毎日の仕事が今より少しでも高い工賃につな

がればさらにやりがいが出てくると思いますし、楽しい日々を送れると思います。

大阪府阪南市などでは、封筒に手紙を入れる作業は障がい者が働く事業所にお願いし、

利用者の工賃とやりがいにつなげております。

地域の支え合いはとても大きいものだと思います。誰かとつながっているという状況は

安心感にもつながります。村内でも、現在農協からお願いされた文書を各家庭に職員と一

緒に配布しておりますが、本人たちはその日がとても待ち遠しいらしくて、とても意欲的

に楽しんで頑張っております。田植えの時にも、ハウスで車に苗積みの仕事をお願いされ

て、楽しそうに頑張っておりました。農福連携事業のおかげかなとご家族も大変感謝し、

喜んでおります。このような輪がこれからも地域の中で溶け込んでいってほしいと心から

願っておりますし、普段のつながりの延長線として捉えていくことが大事なのではないか

と思います。

誰もが願っているのは健やかな毎日です。つながりや、やりがいを実感することで、生

活にも張りが出てくるのではと思いますが、このような状況の中で行政として対応できる

こともあるのではと思いますが、村長はいかがお考えになりますでしょうか。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

菅原議員の再質にお答えします。

まず県の施設は、農業研修センターの隣接地にあるバイオ技術研究所でしたか、そこを

活用して、周年栽培のハウスでの野菜栽培とか、あとは施設内もかなり広いので、中でい

ろいろな作業を行っていると思いますが、具体的なことは。

いずれかなり周辺から通ってきていただいて活用していますし、そこを拠点に農家への

作業にも出向いたりとか、少しずつ取り組むことを増やしている状況であります。今後も、

先程も話をしたように、将来的には村内にもグループホームを設置したいという意向は伺

っていまして、どういうあり方がいいのかというのは共に考えていきたいと思っています。

今潟上の方に、つくし苑ではグループホームを設置する計画で進めているようですので、

その後、更に必要であれば村にということにもつながっていくかと思いますが、いずれや

はり村単独で行うというのはなかなか難しいので、そうした福祉法人としっかり連携した
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上で取り組んでいければと思っております。

ただ、農福連携もですが、本当に村内の社会福祉協議会はじめ農福連携に関わる村民の

方々が非常に一生懸命、障がいのある方と共に行う事業をしっかりやっていますので、そ

うした活動もしっかり支援しながら、障がいのある方が安心して暮らせる、または村民の

理解がさらに広がるように取り組んでいけたらと思っています。行政単独ではなかなかで

きませんが、村民はじめ関係者と協力することでできることはいろいろ増えていくと思い

ますので、そうしたことを大事にしていきたいと思っていますので、どうかよろしくお願

いします。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再々質問ございますか。

菅原アキ子さん。

【４番：菅原アキ子議員】

先程、農協の文書を配布するとか、あるいは田植えのことのハウスの苗積みもですね、

今までは春先は県立大生をお願いしていたのですけれども、授業にもかなり影響が出ると

いうことでできるならお願いされないようにということも大学の方からありまして、それ

こそ県のそういう施設を使った少し程度の軽い人達にお願いされたみたいです。そういう

こともあって、それが時期的なお願いというのは大潟村にとってはいつものことなのです

が、そういう作業が毎日の生活の中から生まれて、地域の人達に浸透していってつながっ

ていければなあということに対しての、村長のお考えといいますか、行政としてもそうい

うことが何かできるのではないかというふうに先程伺ったつもりなのですが、そのことに

対して行政としてもし何かできるようなことはありませんでしょうか。お考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

菅原議員の再々質にお答えします。

今でも少しずつ農家での就労、農作業での就労というか、そうしたことは増えてはいま

すが、やはりゆっくり、農家自体もそうした研修を受けて、受け入れることについて、ま

た実際の作業自体もやはりほとんどが通ってきて、そのうえでの作業になると時間的な制

約も、午前２時間、午後２時間とかそんなに長く作業はできないし、できる作業もある程

度その人に応じた作業ということで、受け入れる側もきめ細かな配慮も必要な状況もある

というようなことのようです。そうした中ですので、やはり急に拡大していくというより

は、そうした受け入れてもいいという農家を少しでも増やしていったり、また農福連携の

カボチャですと、非常に多くの方が一緒に関わってそういうことをやっているので、そう
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した中から、実際自分の農業の方としてこういう作業だったら受け入れもできるのじゃな

いかとか、そういったやはりしっかり整理した上でないとなかなか難しい面があるので、

まずは今取り組まれていることを少しずつ増やすような、農家の理解を広めたり、そうい

ったことには一緒に取り組んでいけたらなとも思っています。

今、本当に農福連携の農場ができて、そこで一同に会す機会というのは結構ありますの

で、そうした機会も大事にしながらやっていけたらと思っていますので、少しずつにはな

ると思いますけれども、あまり無理をせずに、でも確実に理解が広まるよう、また受け入

れ農家が増えるように連携していければと思いますので、よろしくお願いします。

以上です。

【４番：菅原アキ子議員】

終わります。

【議長：丹野敏彦】

次に、９番、齊藤知視さん。

【９番：齊藤知視議員】

９番、齊藤知視です。

２点質問いたします。

まず１点目の、脱炭素先行地域事業の村負担額と課題はということで、地球温暖化によ

って環境への影響、これが長年問題視されてきております。日本でも２０２０年、当時の

菅総理が「２０５０年までに温室効果ガスの排出量ゼロの脱炭素社会を目指す」と宣言し

たところです。村でも自然エネルギー１００％の村づくりを掲げるなかで、村長報告にも

ありましたように、環境省の脱炭素先行地域に選定されたということで、次世代のために

もこれは本当に重要なことのひとつとして我々も取り組まなければいけないと思います。

そこで、今後、具体的な内容が提示されると思いますけれども、総事業費およそ６８億

円、うち国補助は４８億、それに対して村負担額は地域エネルギー事業会社への出資金の

５００万円となっていますけれども、それ以外に発生することはあるのか。

また、事業推進の上で最も懸念される課題、懸念されるといいますかクリアすべき課題

にどのようなものがあるのか。

以上の点について質問いたします。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

９番、齊藤議員の質問にお答えします。

まず脱炭素先行地域に選定されたということで、今国等含めいろいろな協議を本格化さ

せているところであります。

議員の言われるとおり、「２０５０年自然エネルギー１００％の村づくり」の実現に向
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け、今回の脱炭素先行地域に採択されたことが大きな弾みになると考えております。

今回提出する今年度の交付金事業及び関連予算を含め、５カ年総額で約６８億円の大き

な事業になるものであり、その事業実行については、基本的には村も一定の関わりを持っ

た「地域エネルギー会社」に担っていただきたいと考えております。

その上で、事業費の構成としては、国財源による、脱炭素移行・再エネ推進交付金が約

４８億円、地域エネルギー会社による支出が約２０億円を見込んでおり、事業そのものへ

の村財源の支出は現在想定していないところです。しかし、事業を推進するうえで自治体

として策定しなくてはいけない他の各種計画等の策定や、国等との事務手続きに必要な旅

費、村民等への広報・周知に要する経費のほか、新たに立ち上げる地域エネルギー会社へ

の出資金５００万等を今回補正予算として提案しているところであります。また、発電の

ために村有地の貸付も予定しているところであります。

事業推進の上で最も懸念される課題でありますが、今回、先行地域提案事業では太陽光

発電と蓄電池を中心に公共施設や公営住宅をはじめ、ゆくゆくは一般家庭への電力供給を

目指す訳ですが、夏冬の発電効率の差がある太陽光発電において、大規模な太陽光発電と

蓄電池を組み合わせた発電所からの電力の安定供給と需給調整を確立する仕組みをどう構

築するかが大きな課題と言えます。電力を、作る・送る・使うまでの流れを、専門機関等

と連携し、構築していくこととしております。

地域熱供給事業においては、計画にあるような大規模な地域熱供給の事例が日本にはあ

りません。デンマークでの４回に及ぶもみ殻燃焼試験を経て、世界でも先進的なデンマー

クの技術を使うこととしております。

選定を受けて、すでに支援企業とコンサルはデンマークに行ってバイオマスボイラーと

熱導管について企業側と協議を行い、村への導入に向け話し合いを具体的に進めておりま

す。また、今月下旬にはデンマークから技術者３名が来て、各施設の調査なども含め詳細

な設計を行うこととしております。日本で初めての事例となるので様々な課題も出てくる

と思いますが、関係する企業と連携を密にして、しっかり進めることとしております。

また、もみ殻燃焼後に発生するくん炭の利用も課題であり、その利用については県立大

学の協力を得て実証を行ってきたところです。稲作の育苗用土とタマネギの育苗用土の利

用については活用が見込まれております。また、カントリーでくん炭ペレットの試作や有

機肥料への混入によるペレット化などの試作もしていただいており、こちらも活用できる

見通しです。いずれくん炭の利用についてもカントリーやＪＡはじめ関係機関と連携して

取り組んでいくこととしております。

以上のような課題もある訳ですが、それを支援する専門的な方々からの協力もいただく

こととしていますので、連携をしっかり図って進めていくこととしております。

以上です。

【議長：丹野敏彦】
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再質問ございますか。

齊藤知視さん。

【９番：齊藤知視議員】

事業としてもちろん注目も浴びるでしょうし、やっていく中でいろいろな課題も見えて

くると思いますけれども、それは対応することで、ソーラーパネル、これの法的な耐用年

数は、確か事業用ですと１７年ですか。確か１７年だったと思いますけれども、太陽光に

関しては２０３０年問題といいまして、その時に大量のソーラーパネルが廃棄されること

になると言われております。現在パネルは埋め立てで処分している訳ですけれども、いず

れ処分場もひっ迫するのではないかと言われています。この村の事業の中で耐用年数が来

た時にどう対応するのか。例えば処分費用等をどう捻出するのか。例えば利益の一部を積

み立てておくとかそういうことも含めて、処分する時の費用、これは予算等に盛り込む必

要があると思いますけれども、どうなるのか。この太陽光パネルの処分に関してどこが責

任をもってやることになるのでしょうか。

以上について、処分をどこが責任をもってやるのか、そのことについて質問いたします。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

齊藤議員の再質にお答えします。

今、太陽光パネルの廃棄問題というか、大量にこれから出てくることについて、国でも

リサイクルできるようにということで今事業を進めていると思いますし、県内の企業も太

陽光パネルのリサイクル事業に乗り出すということで伺っているところです。しかし、処

分にはいずれ費用がかかりますので、それについては事業の中でしっかり処分費も含めた

事業計画を立てていく必要があると思っていますし、それは今度新たに立ち上げる事業会

社がそうした採算等あわせ、その後の処分または事業継続、そうしたこともしっかり担っ

ていくこととなりますので、どうかよろしくお願いいたします。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再々質問ございますか。

齊藤知視さん。

【９番：齊藤知視議員】

建設を予定している西５丁目、あの地区では市民農園含めて５団体が利用している訳で

すけれども、あそこの面積が２２～２３ヘクタールうちパネルの占める割合が大体１６ヘ

クタールとなれば、全面積の７割くらいがパネルが占めるということになります。そうな

ると、今利用している団体のさまざまな利用・活動に関して制限が出てくるのか。当然そ

れだけの面積を占めれば、当然制限が出てくると思いますけれども。それと利用している
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団体の皆さんに前もって説明というのですか、村ではこういうことを考えているので、も

し選考されれば皆さんの活動にも影響があるかもしれないくらいの、そういう事前の説明

はしているのでしょうか。もし説明がなかったとしたら、事後承諾で本当にいいのかなと、

自治体としてやっぱりそこはしっかり対応すべきと思いますけれども、いかがでしょうか。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

齊藤議員の再々質にお答えします。

西５丁目地区で今メガソーラー事業を行っていますが、残りの用地を使いますので、今

ある事業には面積としては直接影響はないことになります。

失礼しました。西４丁目地区において今空いているところを使いますので、今のメガソ

ーラーの隣接地になりますが、その今のメガソーラーの隣にはバイオマスの稲わらバイオ

マス事業が数ヘクタール借りることにしていて、残りをメガソーラー用地としていまして、

今計画している８メガワットのメガソーラーはぎりぎり設置できる見通しでして、それぞ

れ事業者にはこうした構想があるということは説明をさせていただいております。ですの

で、面積としては直接影響はない状況であります。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

暫時、休憩いたします。

（午前１１時４９分）

（午前１１時４９分）

再開いたします。

齊藤知視さん。

【９番：齊藤知視議員】

２点目、村から住区への依頼事項の検討をということで、村づくりの基本は、村と村民

がそれぞれ自覚と責任を持って、協働しながら住み良い地域を造りあげることにあると、

これは常々村長もおっしゃっていることなのですけれども、ただ、村が責任を持ちながら

遂行すべき事柄にも関わらず、安易にというとちょっと言葉が適当ではないかもしれませ

んけれども、住区に依頼することがあります。一例として、個人の所有物を置くなど村有

地の不適切な利用に関して、住区役員を通じて是正を促すというような依頼がありました。

これは本来であれば村自らが取り組むべきそういうことを住区に依頼するということにな

ると、これは住区の役割以上のものになるのではないかと思います。ですからそこはしっ

かり、村が直接やるべきことと、住区にお願いすることの区別をしっかりつけていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。

【議長：丹野敏彦】
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髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

齊藤議員の質問にお答えします。

行政と村民の協働による村づくりにおいて自治会活動は大変重要であります。村では、

各自治会や自治会長に住区の草刈りや八郎湖クリーンアップ、コミュニティ広場等の管理

などをはじめ、各種会議への出席など、村づくりに資する様々な活動をお願いし、ご理解

とご協力をいただいているところであります。

一例としてあげられている件に関しては、村が直接対応するべき案件であり、自治会長

に対し相談のつもりで話したものでしたが、村から自治会へ依頼したと誤解を与えるよう

な表現になってしまい、大変申し訳なく思っております。

各自治会に協力を仰ぐ事項と、役場が直接対応すべき事項を今一度精査し、庁内で共通

認識を持つことにより統一した対応となるよう努めてまいりますので、どうかよろしくお

願いいたします。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

齊藤知視さん。

【９番：齊藤知視議員】

再質問ではないのですが、誤解のないように付け加えておきますけれども、村から住区

への依頼ですとかそういうことがだめだではなくて、当然住区として、あるいは村民のひ

とりとして、村づくりに最大限できることは協力するという考えはもちろんですけれども、

さっき村長おっしゃったように、あくまでも村と当事者との関係の中で住区長なりが関わ

るというと、同じ住区に住んでいる者としてやはりうまくないのかなということで、そこ

はしっかり区別しながら対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

終わります。

【議長：丹野敏彦】

ここで、休憩いたします。

（午前１１時５３分）

（午後１時３０分）

再開いたします。

休憩前に引き続き、会議を進めてまいります。

６番、黒瀬友基さん。

【６番：黒瀬友基議員】

６番、黒瀬友基です。

通告に従いまして、２点質問をさせていただきます。



- 28 -

はじめに、村民の起業支援をという点で質問させていただきます。

第２期大潟村総合村づくり計画後期計画において、「商工業の振興と新産業、仕事・雇

用の創出」の主要施策に、「起業支援」が挙げられていますが、具体的な支援策は計画に

は書かれておりません。パブリックコメントへの回答では「具体的支援策は今後の実施計

画で検討する」とのことでした。

周辺の自治体では、店舗などの改装や家賃の補助、起業経費の補助など、支援制度のあ

る自治体もあり、地域内だけでなく地域外から移住や事務所を移転されている人もいます。

この点は、他の自治体では企業支援と併せて既存の空き店舗対策、未利用公共施設等の利

用促進を兼ねた取り組みを行っているケースもあるので、空き店舗、空き事務所が少ない

大潟村の実情とは若干異なる部分もあるのかと思っています。

そこで今回、村民の起業ということで、ぜひ村での起業支援の１つとして、現在住んで

いる農家などが、今の仕事と兼業で行える起業支援策を考えていただけないかと思っての

質問をさせていただきたいと思います。

村では、稲作中心の農業では所得減少などの不安もあり、タマネギなど付加価値の高い

作物を導入した複合経営の取り組みへの支援をこれまで行ってきています。高付加価値作

物の導入は、農家の今までの営農における農業経験や農業機械、農地といった既存のリソ

ースを有効活用し、村民所得の向上を目指すものだと考えております。

ただ、農家や農家の配偶者、家族の中には、農業以外の専門的な教育を受けた人、農業

以外の業界で働いた経験のある人、農業以外の知識の豊富な人なども多数いる訳で、既存

のリソースを活用するという意味では、農業経営と並行し農業以外のこれまでの経験を活

かせるような起業を支援することも、高収益作物の導入と同様に農業・農家支援策にもな

るのではないかと考えております。

村の基幹産業はこの先も農業であり続けると思いますし、今後も農業主体の村であって

ほしいとは願っていますが、農業だけのモノカルチャーではなく、個人的には農業以外の

産業などが生まれることでの多様性がとても大切ではないかと考えています。また、そう

いった農業以外の産業が増えることによる刺激が、農業や農家へも好影響を与えられるの

ではないかというふうに考えております。

そこで質問ですが、１点目として、村づくり計画で掲げた起業支援は、現状どのように

検討され、どのような計画で進められているでしょうか。

２点目、後継者も多い中で、農地面積が限られる大潟村では、農家の農業外の起業など

への支援が、高収益作物の導入・推進と同じように農家及び農村を維持していくための農

業政策の側面でも重要ではないかと思いますが、その点、村のお考えはどのようでしょう

か。

３点目として、起業支援を行うための具体的な施策として、村民向けに起業支援のため

のセミナーの開催や、村内施設を利用しての起業を志す村民が集い情報交換できるような
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有償のコワーキングスペース、貸し事務所などの設置をしてはいかがかと思いますが、い

かがでしょうか。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

６番、黒瀬議員の質問にお答えします。

村民の起業支援については、第２期大潟村総合村づくり計画の商工業の振興に位置づけ、

新産業、仕事、雇用の創出を目指し、推進を図ることとしております。

こうしたなか、昨年は２件の相談が寄せられております。相談内容としては、商品化に

係る技術的支援や販売先、起業するにあたり村内に活用できる施設の有無についてであり

ました。村として、商品化に係る技術的な支援については、しかるべく関係機関を、商品

の販売取扱先及び起業において有効活用できる施設については、情報提供などを行ったと

ころであります。

このように、村民からの起業などの相談案件に対しては、必要に応じて県や秋田商工会

議所、各金融機関等で行われている支援制度の紹介など関係機関との取り次ぎも含め対応

をしております。

黒瀬議員からご提案があった起業セミナーの開催については、県など関係機関で、村民

も参加できるセミナーを実施しておりますので、そちらを最大限に活用していただきたい

と考えております。また、コワーキングスペース等の貸しだし、事務的なスペースについ

ては、需要量にも注視したうえで検討したいと考えております。

村としても、村の強みを活かした農産物の加工販売や農業に関連した起業については大

きな可能性を感じておりますし、新たな産業の推進が地域経済の活性化、産業の多様性に

つながっていくこととなりますので、村民等の起業に関し必要な支援・振興策を取ってい

くことは地方創生の観点からも必要なことと考えております。今後は村の既存施設や空き

店舗等の有効活用の可能性も含め、起業支援の検討を進めてまいりたいと考えております。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

黒瀬友基さん。

【６番：黒瀬友基議員】

ありがとうございます。

起業支援の状況、問い合わせが２件ほどというお話だったのですけれども、周辺自治体

などをみるとですね、やはりもうすでに具体的に、例えばいくらぐらいの補助をするとか、

どういった制度があるとか、そういったものがもうできてきている訳ですね。そういった

中で、何もそういう施策がない中で、なかなか問い合わせというのがこの先きちんと増え
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ていって、そこから起業をする方が増えるのかなというふうに考える部分でちょっと疑問

に思う部分もあります。ですので、補助金を出せばいいという話ではないと思うのですけ

れども、少なくとも何かしらそういった問い合わせを受ける体制を取っていますとか、も

しくはそういう事業をやっていますというのを、もう少し明確に出していく必要があるの

ではないかなと思うので、そこ辺り何かしら具体的に、これまでもですね、問い合わせが

あれば検討しますという話なのですけれども、周辺でもうすでにそういった事業がある中

で、問い合わせをわざわざしてくる方が少ないのではないかなと思うので、ぜひそこは積

極的に起業してもらいたい、そこを支援していくという姿勢を示すためにも、何かしらも

う少し具体的な制度を村として作っていった方がいいのではないかと思うのですが、１点

目、その点を再度質問させていただきたいと思います。

もう１点、セミナー等に関してですけれども、県の起業セミナー、確かに県もしくは金

融機関等さまざまな起業セミナー等やっています。そちらを案内していくという形、もし

くは利用していただく形というのもひとつだと思うのですけれども、一方で言うと、大潟

村の場合ですね、特に農家がですけれども、特に若手の農家では、例えば稲作しかやって

いなくて新たにタマネギをやりますというと、頑張っているなという感じなのですけれど

も、そこで例えば起業します、農業として起業しますといった場合に、何かそこはもうち

ょっと農業を頑張ったらというか、何かそういう、若干雰囲気、空気感もあったりする場

合もあってですね、できればぜひここ辺りを村としてもさまざまな新分野、６次化も含め

てですけれども、そういったところでの農業外のところも一緒にやっていくということを

良しとするような空気感を出していくということもひとつ重要ではないかと思いまして、

例えばそういった意味でですね、村が主体となったセミナーですとかをやることで、そう

いう形の、営農と起業のスタイルもあるのだなというふうに思っていただけないかと思っ

ていまして、例えば具体的にですけれども、去年、農業人材育成に関する研修会なんかも

ありましたけれども、そこで去年は稲作専業の法人ですとか、野菜なども複合的にやられ

ている法人、あとは個人で多品種を栽培する農家さんなど、様々な形がありましたけれど

も、そういったところに農業とプラスアルファで他の事業をやられているような方等を入

れてですね、多様な農業のやり方があるというのを、農業と他の産業と組み合わせた多様

性があるというのを村がいうことでやりやすくなるという環境もあるかと思うのですけれ

ども、そこ辺りでもう一度、セミナー等を検討していただけないかと思いますが、いかが

でしょうか。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

黒瀬議員の再質にお答えします。

問い合わせに対してですが、村では例えば村が出資している秋田創業サポートファンド
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というのがありまして、そちらの方では３００万から５００万のそうしたお金の貸し出し

をしたり、または県の方では起業に対する補助金があったり、そうしたことを紹介しなが

らやっているところです。今後、例えばこうした制度に村も協調助成したり、そういった

ことも考えられるのではないかなと思っております。また、この３月議会で、村で既存の

住宅の改修に一定の支援をすることを盛り込んで皆さんにご理解をいただいたところです

が、あの中で例えば店舗にそれを使えるようにするとかそういったことも考えられるので

はないかなとも思っているところです。

いずれ具体的に、確かにこういった制度を先に作っておかないと相談する側も意欲が欠

如するというか、そういうところはあろうかと思いますので、支援について具体的な検討

を進めていきたいと思っています。

また、村で以前、例えば農産物の加工の、それが家内工業的なことでは普及の方とも連

携しながらそうした講習会等開催し、複数の農家の方が実際に加工所を設置し、そうした

加工の事業を始めた経緯がありますし、今も続けられている方もいると思います。そうし

たことについては今までも村でも必要な支援については取り組んできたところですが、今

後やはり大分農家の世代交代も進んできたので、改めてさまざまな可能性については興味

を持つというか、取り組むきっかけになるようなことにはつなげていければなと私も思い

ます。今、農業のそうしたセミナーを行っていますので、議員提案のような形で、ひとコ

マ起業に関する部分も入れるということは可能ではないかなと思いますが、いずれ今担当

している方とも相談しながら、講師になりうる方が実際いるのかということも含め、少し

相談させていただいて対応したいと思います。

いずれ農業での農産物の付加価値の高い高収益作物に取り組むことも大事ですが、そう

した農産物を加工したり、または有利な販売に結び付けたり、そういったことも重要な要

素ですので、またさらには自分が村に来るまでの間に身につけた、そうした技術や能力を

活かすということも非常に良いことだと思いますので、村での具体的な支援のありように

ついては今後さらに検討を深めて具体的に示せるようにしていきたいと思いますので、ど

うかよろしくお願いいたします。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再々質問ございますか。

黒瀬友基さん。

【６番：黒瀬友基議員】

ありがとうございます。

サポートの方法、支援の方法に関しても県等との協調助成ですとか、住宅改修に合わせ

て店舗等検討していただけるということで、ぜひそんなに大きなというか、多額の支援を

というような形よりは、まずは村もそういうところにサポートしていくんだという姿勢が
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何か制度として出てくることが重要ではないかと思うので、その点をぜひ早急に検討して

いただければなというふうに思います。

あともう１点、新たな形でのという、起業等含めてというところでいくと、最後の方で

は触れられたのですけれども、あえて農産物、農業に関連したところじゃなくても本人の

今までの知識、経験が活かせる分野ではあってもいいのではないかと思うので、その点は

特段、逆に言うとそれが農業を、村で農家が、ずっと数が維持されていく上で重要ではな

いかと思うのですけれども、その点、農業と全く関係ない点での起業という点をぜひサポ

ートというか、許容、そういう形も農業支援のひとつであるというふうに僕は考える訳で

すけれども、その点をどう考えるか、最後に１点だけ教えていただければと思います。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

黒瀬議員の再々質にお答えします。

先程も話をしたように、村で農業と全く関係ない中でも、自分の身につけた知識や技術

を活かしたり、または興味のあることでさらに関心を深めて、それを追い求めるというか、

そういうことで村で起業して、それがちゃんと業として成り立つというのは非常に大事な

ことだと思いますし、いろいろな多様性を持った村づくりにつながっていくのではないか

なと思いますので、ぜひいろいろな形で若い人がチャレンジして、またそれが実績として

残してもらえるようなことに少しでも手助けできればとも思っております。

今、県と研修センターの施設のありようについても協議していまして、村が借り受けて

事務所等に使えるような形とかいろいろ県とも協議しながら、そういったスペースも今村

ではないので確保できればなとも思っているところです。いずれいろいろな思いが形につ

ながるように村も支援して、ぜひ起業するような若い人が増えることを後押しできればと

思いますので、よろしくお願いします。

【議長：丹野敏彦】

黒瀬友基さん。

【６番：黒瀬友基議員】

次の質問に移らせていただきます。

脱炭素先行地域事業を行う村民メリットはということで質問させていただきます。

今年４月、環境省による脱炭素先行地域に採択され、今議会でも９億円近い補正予算が

計上され、事業が始まろうとしています。今後５年間で国の補助が４８億、総事業費で約

６８億円を超える事業となり、来月には事業会社が設立され、事業会社が主体となり事業

を進められると説明を受けています。

地球温暖化の原因とされる温室効果ガス排出削減については、地球規模の重要な課題で

はありますが、あまりに大きすぎる課題だからこそかもしれませんが、村民に村が積極的
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にこの事業に取り組むことの意義やメリットが理解されているとはなかなか感じることが

できていません。

先程の一般質問でも、事業主体は地域エネルギー会社であり、村の関与に関しては関連

する計画策定や事務経費、旅費、村民への広報費用などということではありましたが、事

業規模が大きいだけに事業主体ではないにしても経費や職員の労力という点ではある程度

負担が生じると思いますし、すでに人的には新規の会計年度任用職員の雇用ですとか、出

向者の受け入れなどで増員がされている状況だと思います。

昨年の時点で計画されていた大潟村バイオマス産業都市構想に基づくもみ殻くん炭、地

域熱供給事業に関しては、村の基幹産業である稲作で出るもみ殻を活用するという点で地

域の基幹産業の課題解決に寄与し、村が行う意義も非常に高かったのではないかと考えて

います。ただ今回、脱炭素先行地域では、もみ殻熱供給事業は含まれていますが、先月説

明を受けた際には太陽光発電、蓄電池といった電力関係が事業の中心になっているのでは

ないかという印象を強く受けました。今回、この脱炭素に関わる新たな事業会社は村及び

村内事業者が過半数の出資をするとのことですが、村内に事業を主体的に行える事業者、

知見を持つ民間事業者がいる状況ではないと思われますので、その技術や人材は外部から

出資される会社、もしくは支援をされる事業会社などに頼ることになるのではないかと思

っています。従って出資やもみ殻熱供給事業の原料供給、副産物のくん炭利用などでは村

民、村内事業者が直接関わる部分もあるかと思いますが、電力部門では直接的な村民や村

内事業者との関わり、メリットが見えてきません。令和元年度の大潟村脱炭素型地域づく

りモデル形成事業検討報告書においては、村民や村出資の村民エネルギー会社を作ること

で、村民は安価な電力、環境によい電力の供給が受けられるという内容も描かれていまし

たが、今回設立される事業会社では電力小売りを行わないということですので、希望する

村民が村で作られた電力を直接安価に購入するということはできず、電力供給を受けられ

るのは太陽光パネルを設置した公共施設など以外では、屋根貸しでパネルを設置した村民

などに限定されるのではないかというふうに考えています。この屋根貸しによる太陽光発

電に関しては、屋根の形状や強度により設置できない場合があるという話も聞きましたし、

現状ではエリアを限定した計画となっていますので、今回の事業でメリットを享受できる

村民が限定され、不公平感が出てしまうということも、果たして行政が関わって進めてき

た事業であってよいのかとも思います。

事業自体は国の補助率も高い事業であり、また村外の多くの知見を持つ事業者の出資、

協力もあるようですので、運営に関してそれほど不安視はしていません。ただ、自治体の

役割として住民の福祉の増進を図ることを基本としてということが地方自治法で規定され

ています。地球規模の課題解決も大切ではありますが、自治体としては住民の福祉、つま

り住民の幸福、幸せな生活が広がることを追求することがその本分だと思います。今回の

事業の内容について、これまで役場が積極的に関わり事業を進めてきた点や、今後も直接
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的ではないにしろ継続的に事業をバックアップしていくことを考えると、この自治体の本

分を考えた場合に、どのような意義があり、住民の福祉増進がなされる事業なのかという

点が気になります。

ですので、その点に関して１点目として、事業に村が関わり大潟村で行うことの意義。

２点目として、村民にとってこの事業が村内で行われることによるメリット。

この２点を質問させていただきたいと思います。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

黒瀬議員の質問にお答えします。

我が国において現在、２０５０年までに脱炭素のカーボンニュートラルを実現するため、

国と地方が協同、協創して取り組みを進めている状況にあることは、議員もご存じかと思

います。

今回、当村が脱炭素先行地域に選定されたことを受け、自治体としてカーボンニュート

ラルに向けた取り組みを行っていくのは社会的使命とも言えます。加えて、村では「自然

エネルギー１００％の村づくりへの挑戦」に取り組んでいるところです。今回の脱炭素先

行地域事業では、単に脱炭素を行えばよいという主旨の事業ではなく、脱炭素を通じた地

方創生に取り組むことも重要な要素として位置づけられています。脱炭素と雇用の創出、

地域経済の循環、暮らしの質の向上などの地方創生の両輪を回していくため、自治体とし

てもこの事業に取り組む意義は十分あるものと考えています。

次に、村民にとってこの事業が行われるメリットについてでありますが、大きく３点あ

ると考えています。

１つは地域課題の解決です。当村で毎年大量に産出されるもみ殻の処理は、長年の課題

でありました。もみ殻を地域熱供給の燃料として有効活用されることで、もみ殻廃棄処理

にかかるコストの抑制や、灯油より安価な提供を目指すことで、地域内経済循環を高め、

化石燃料の利用抑制による脱炭素化につながり、地域課題の解決に貢献できる事業である

と考えます。

２つめは、電気料金の負担軽減です。今回、太陽光などで発電した電気を村内で利用す

ることにより、利用料金の負担が軽減される仕組みを検討しているところです。また、村

内で生み出されたエネルギーを村内で消費することとしており、家屋へのパネルや蓄電池

の設置など、脱炭素に向けた取り組みに住民が参加でき、暮らしの質の向上にも資するも

のと考えております。

先般、環境省での意見交換において、現在、脱炭素先行エリアを設定しておりますが、

村はコンパクトな居住環境になっていて、全ての居住者を対象にすることについても伺っ

たところであります。その中で環境省では、柔軟な対応でできるだけ多くの住民が参加す
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る形についてはその方向性がよいというお話でありました。予算は限られますのでそのバ

ランスについては検討が必要となりますが、仮に大規模な太陽光発電の設置面積を減らし

て、各家庭、希望する家庭への設置を増やすということは十分可能ではないかなと感じて

きたところです。

３つめは、もみ殻熱供給で発生したくん炭を、肥料や土壌改良材として農地に還元する

ことを想定しており、農業循環や農作物の付加価値の向上に結び付けていくということで

す。こうした取り組みは、農水省で進めるみどりの食料システム戦略にも合致し、そのモ

デルとなると思っております。

これらのことにより、農家や住民へのメリット、参加の意義を感じてもらえる事業とな

ると考えておりますので、よろしくお願いいたします。

以上であります。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

黒瀬友基さん。

【６番：黒瀬友基議員】

１点目に関してですけれども、脱炭素だけではなく、脱炭素による地方創生、雇用の創

出等ということですけれども、先程もちょっと述べさせていただいたのですけれども、や

はりこの事業自体が、例えば地域にそれを担うというか、もともと担うような事業者があ

ってということであればメリットがあるのでしょうけれども、今回、事業会社としてはで

きますけれども、実際そういう技術は外部から持ってくるという中で、どの程度地域の地

方創生につながるのかなというところが若干不安視しておりまして、外部の事業に関わる

会社だけにメリットがあってはなかなか村内の地方創生ということにはつながらないので

はないかという点を危惧しているのですけれども、具体的にそこ辺り、どう地方創生につ

ながるのかという点が１点。

それから村民のメリットという点に関してはですね、地域課題の解決ということで、も

み殻の活用、もう１個、３番目にあった、くん炭の利用というのがあったと思うのですけ

れども、これは今回、この前から説明を受けているとですね、くん炭の方が若干、時期も

未定、未定というかまだ定まっていないのか、具体的でないのかという中で、どうしても

電力がメインに見えてくるんですけど、今回の事業規模の中でもみ殻熱供給の事業の規模

というのはどの程度の割合を示すものなのでしょうか。

あともう１個、２番目で述べていただいた、電気料金の負担の軽減ということですけれ

ども、今回電力小売りをしないということだったかと思うのですけれども、電力小売りを

しない中で全村民がその大潟村で脱炭素先行地域の事業、今回の電力事業をやることによ

るメリットというのが具体的に電気料金の負担軽減にどうつながるのかということを教え

ていただければと思います。
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あと、先程の各家庭での太陽光パネルの設置に関してもですね、希望する人であれば今

事業計画にある地域だけではなく村全体でということだったと思いますけれども、やはり

ここは建物の条件によっては設置できるできないというのが分かれてくるのではないかな

と思いまして、そういった意味では全部の家庭が希望すれば設置できるものなのか、技術

的に設置できない部分があるのか。その場合に先程言った通り、設置されないところでも

料金負担の軽減等そういった直接的なメリットを受けられるのか。その点を教えていただ

ければと思います。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

黒瀬議員の再質にお答えします。

まず今回、事業の目的として、やっぱり専門人材の育成も掲げさせていただいておりま

す。すでにメガソーラーが村内で稼働していて、当初は全くそうしたことに関係したこと

のない方が、現在しっかりメガソーラーの設備施設運用を行っていて、かなりのノウハウ

が蓄積されていまして、今回地元のそうした企業も一緒に参加するということになってい

ますし、常にいろいろな、そうした蓄積したノウハウをもってこの事業性についてもいろ

いろご指導をいただいているところです。今後、今はそうした知識や経験がなくても、こ

の事業に関わる中でしっかり身につけて将来はこの事業を担っていただける、そうした方

を育てていくということにしていますので、今現在、村内にそうした専門知識がなくても、

そうした人をちゃんと育てていくということでこの事業が継続して運営できるように努め

ていくこととしております。主には電力系とバイオマス系というふたつの事業になると思

いますが、それぞれ担っていただける人を育てることとしておりますので、よろしくお願

いします。

あと、電力の小売りという概念ですが、まず小売りはするということです。屋根貸しに

ついても結果としては電力を売るという形になりますし、メガソーラーからそのパネルを

設置した家庭に電力を、そのパネルのみでは賄えない分を補完するというようなことも含

め、電力小売りはすることが事業の組み立てになっております。ですので、第一にはその

今の段階ではパネルを設置した家庭で電力小売りも含めてということになろうかと思いま

すが、その余剰な電力があるとすればその他の家庭への供給というようなことも考えられ

ますが、今段階ではまずパネルを設置したところというようなことで想定しているところ

です。

そして、家庭によって、家屋によってパネルが設置できる規模や、または設置できない

など、さまざまあろうかと思いますが、それはその家の状況をしっかり確認した上でとい

うことになろうかと思いますので、ただ過度に大きなパネルでなければそんなに無理だと

いうことにはならないのかなとは思いますが、いずれそれは専門家がしっかり確認した上
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で設置できるできない、または屋根の向きによって発電効率がいい悪いということは当然

出てくると思いますので、そういったことも含め今後具体的な検討は進めることになりま

すが、先程も話をしたように、今脱炭素先行エリアとして明確にしていますが、村内に居

住されている方は広く対象にできるようにできればとも思っていますので、どうかよろし

くお願いいたします。

私からは以上です。

【議長：丹野敏彦】

再々質問ございますか。

黒瀬友基さん。

【６番：黒瀬友基議員】

今、電力小売りを行うということだったのですけれども、これはもう一回確認ですけれ

ども、全戸に対しての電力小売りを行うという理解で良かったでしょうか。おそらく屋根

貸しをした所に売るというのは、小売りという表現になるのかちょっと分からないのです

けれども、設置していない所も電力小売りを行うという理解であれば確かに村民全体への

メリットがあるのかと思いますので、その点をちょっと確認させていただきたいのと、先

程の質問で回答いただけなかった、もみ殻熱供給の全体に占める事業規模ですね。その点

を２点、最後に教えていただければと思います。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

黒瀬議員の再々質にお答えします。

まず、各家庭にパネルと蓄電池を設置して、それで１００％は賄えないことを想定して

いまして、ですからメガソーラーも設置して電力調整を、メガソーラー側も含めて行うと

いう計画です。ですので、そのパネルを設置した家庭についてはできるだけ１００％を目

指すということで、メガソーラーからの電力供給も含めてその家庭が１００％になるよう

に調整をしていくということになることにしています。ただ、それ以外の一般家庭に全て

広く電力供給をするということまでは今現在至っておりませんので、ですからあくまでも

パネルを設置した所ということであります。

もみ殻熱供給自体は今２０００トンのもみ殻を使うことが想定されていまして、ボイラ

ーを４基設置するというようなことで、それも段階的に増やしていくことにしております。

その中で約５００トン程のくん炭が発生するということを想定していて、それも段階的に

増えてくることになります。令和５年度から稼働が開始ということを今目指しているとい

うようなことで、それが第一段階。その後、また増やしていくということで計画をしてお

ります。ですので、順次増やしていくことになりますが、最終的にはボイラー４台で２０

００トンくらいのもみ殻を年間使いながら熱供給を行っていくという計画になる予定であ
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ります。

金額としては今詳細な資料がここになく、後程説明をさせていただきたいと思います。

以上です。

【６番：黒瀬友基議員】

全事業規模におけるもみ殻熱供給の事業の割合、金額的な割合というものを後で教えて

いただければと思います。

以上です。終わります。

【議長：丹野敏彦】

次に、１番、山田照雄さん。

【１番：山田照雄議員】

１番、山田照雄です。

今回質問させていただくことは、子ども達が健やかに成長していただきたいということ

で、大潟村の大切な宝である、将来を担ってもらえる子どもたちのことについて、村長に

質問させていただきます。

今、世間で新たな問題として話題になっているヤングケアラーについてですね。１８歳

未満の子どもが、障害のある親とか、幼いきょうだいだとか、祖父母の世話をする必要が

あったり、そういう家庭がこの村にあるかどうか分からないのですけれど、村が把握して

いらっしゃるそういう家庭がありますかというのが質問の要旨でございますけれども、こ

れは今兵庫県で非常に熱心にやられている人の話を聞いてみるとですね、こういう家庭が

あるとその子ども達が非常に苦労している実態が明らかになってきている訳です。特にな

かなか実態が明らかにならないというのが実態なのですけれども、それというのもやっぱ

り家庭の中のことを世の中にあまり知られたくないというそういう気持ちが強い。それと

今この世の中で隣近所のつながりが薄くなってきているという現象も相まってですね、な

かなか外部の人との相談をしづらいというのが今非常にネックになっているようでありま

す。このことについて、村長の考えを述べていただきたいと思っています。

国の方もやっとこの問題に手を出して、おそらく我が村にもその通達が来ているのでは

ないかなと思っていますけれども、今後どういう対応が必要になってくるのかというのが

ひとつの質問であります。

２つめ、学校生活の中で子ども達がいじめに遭う実態があるのではないかなと、これも

我が村の子ども達に実際に起きているかは分かりませんけれども、発生した時にですね、

先生方がどう対応してその問題解決に前向きに向かって進んでいるのかというのが質問の

要旨であります。

それから３つめが、生徒がいろいろな問題を抱えて、学校に登校できないという事態が

生じた場合にですね、これは何件かあるのではないかと思っていますけれども、こういう

学校に行けない子ども達に先生方がどう対応しているのか。家庭との関係をどう構築しな
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がら進めているのかというこの点、３点を質問いたします。

よろしくお願いします。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

山田議員の質問にお答えします。

私の方からはヤングケアラーのことについて、それ以外のことは教育長の方から答弁さ

せていただきます。

ヤングケアラーとは、法令上の定義はありませんが、本来両親など保護者が担うと想定

される家事や家族の世話などを日常的に行っている児童生徒とされ、日々の忙しさから、

教育を受けることができなかったり、同世代との人間関係を満足に構築できないなど、解

決が急がれる問題とされ、現在、国でも支援体制を強化することが必要とされております。

現在、村では家庭内のデリケートな事情であることやプライバシーの観点から実態調査

等は行っておりません。

ヤングケアラーの支援においては、その発見と、家庭の状況・意向に応じた支援に結び

つけることが重要です。今後、実態調査の必要性を含め、学校をはじめとした関係機関と

連携を図りながら対応を検討していくこととしております。なお、ヤングケアラーという

用語自体の認知度が未だ低いことから、児童生徒をはじめ周りの大人に対しても適切な周

知を行うことが重要であり、支援が必要な場合は民生委員など気軽に相談できる機関や専

門の窓口があることを知ってもらうなど、啓発活動についても今後検討が必要であります。

くり返しになりますが、ヤングケアラーへの支援については、関係機関との連携が不可

欠であり、今後、国の動向等も踏まえながら、支援体制の構築と村としてどのような支援

が必要なのか検討してまいります。

そして国の方でこのヤングケアラー支援強化事業が国の方で予算措置されまして、その

予算において都道府県や市町村がそうした調査をする場合の補助であったり、そういった

ものが手当てされております。こうしたこともさらに詳しく内容を精査し、活用できるも

のは活用していければと思っております。また今、岸田総理の方で「子ども家庭庁」を設

置するということになりました。まだ先のことになりますが、その設置を待たずに、特に

このヤングケアラーの支援についてはしっかり国としても取り組んでいくこととしており

ますので、そうした動向も踏まえながら村として有効に活用できるものを活用しながら、

村内においてこうしたことで困った児童がないようにしていければなと思いますし、その

ためにも学校等とも連携しながら現状の実態調査ということに取り組んでいければなと思

っていますので、よろしくお願いいたします。

【議長：丹野敏彦】

北林教育長。
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【教育長：北林 强】

山田議員の質問にお答えします。

１番、山田議員のご質問にお答えいたします。

まず、②のいじめの件についてお答えいたします。

平成２５年に施行されたいじめ防止対策推進法においていじめの定義が改正されて明確

になったことにより、学校には、いじめられた児童・生徒の立場に立っていじめを積極的

に認知し、件数が多いか少ないかの問題以上にいかに迅速に対応するかということが求め

られてきております。ちなみに令和２年度の全国調査における小学校のいじめの件数は４

２万８９７件、中学校では８万８７７件で、平成２６年度以降、認知件数が増加しており

ますが、令和元年度に比較して令和２年度は減少に転じております。

令和３年度、大潟小学校でのいじめ件数は３件でした。内容は、冷やかしやからかいに

よるものが２件、軽くぶつかられたというものが１件となっております。当該児童の聴き

取りを行い、保護者への連絡を取りながら対応し、早期にいじめられた児童への謝罪でこ

の件は解消しております。なお、中学校におきましての令和３年度のいじめの件数は０件

であります。

いじめが発生した場合の対応のご質問でしたが、まずは一番大切なことはいじめが発生

しないように生徒指導を充実することが第一であります。未然防止の観点での対応につい

て５つほど述べさせていただきます。

生徒指導上、事前防止策は最大の生徒指導方のひとつであります。

１つ目には、いじめの問題に対して、いじめはいかなる理由があっても許されないとい

うことを最重点にして本村の小学校・中学校でも毎日のように指導を繰り返しております。

しかしながら、どの子供にも、どの学校においても、全くあり得ないかというとそういう

訳ではございませんで、先程の例の３年度のように、残念ながら３件がいじめとして認知

されております。いじめが生じた際に、いかに迅速に対応して真の解決に結びつけること

ができるかが重要であります。小学校・中学校ともに、児童・生徒や職員等で共通理解を

図り、いじめ対応について校内研修を実施し、継続して取り組んでいるところであります。

２つ目は、小学校では年４回、中学校では月に１回、ですから年１２回、児童・生徒に

学校生活で困りごとはないかというアンケート調査を数年前から実施し、結果を職員によ

る「児童・生徒を語る会」、職員会議ですが、において協議し、職員間の共通理解を図っ

ているところであります。

３つ目は、このアンケート結果や「生活ノート」、生活ノートは児童・生徒一人ひとり

が持っておりまして、毎日提出しております。生活ノートといったような教職員と児童・

生徒との間で日常行われている日記等を活用するなどの方法により、定期的に児童・生徒

から直接状況を聞く機会を設けておりますし、いじめの未然防止、早期発見・早期解決に

活かしているところであります。
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４つ目は、道徳の時間や学級活動においていじめに関する問題を取り上げたり、現在は

道徳は以前と違いまして、今の新しい学習指導要領では「教科道徳」になったということ

は以前の議会でお話しております。その道徳では、いじめの件はかなりの部分、指導の対

象となってございます。縦割り班活動や異学年交流、１年、２年、３年、４年、５年、６

年生を縦割りにした交流会も設けてございます。そういう場を通じて連帯感や規範意識を

醸成したりするなど、日常的な指導を繰り返し行っているところでございます。

そして５つ目には、養護教諭や県より派遣されているスクールカウンセラー、これは月

に１回もしくはふた月に１度でありますが、これは要望があれば回数を増やすことができ

ます。こういうスクールカウンセラーなどを活用した相談体制の充実も図っております。

実際にいじめが発生した場合に、どのような対応をしているかについて述べさせていた

だきます。

いじめが発生した際には、各校で作成している危機管理マニュアルというものがござい

ます。それに沿った対応を迅速に行っております。具体的には「いじめ対策委員会」で、

状況把握、事実確認、保護者説明等の初期対応にあたるとともに、職員が情報共有し、当

該児童のきめ細かな支援、指導を組織的に行っております。

いじめは、いつでもどこでも、誰にでも起こり得ることであると認識し、いじめの未然

防止、早期発見、早期対応に今後とも努めてまいりたいと思っております。地域の方々、

そして関係の皆様の協力をいただきながら早めに情報を収集して、その対応にあたりたい

と思っておりますが、ご存じのとおり、学校の中では見つけにくいことでも地域では明ら

かになることがあることもございます。従いまして、地域とか家庭の協力というのは、こ

のいじめの防止には最も大切な指導方法のひとつであると、情報収集のひとつであるとい

うふうに思っております。よろしくお願いいたします。

次に、③不登校の件についてお答えいたします。

不登校とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登

校したくともできない状況にあるために年間３０日以上欠席した者のうち、病気や経済的

な理由による者を除いたもの」と定義されております。現在小学校にはおりませんが、大

潟中学校では不登校と判断される生徒が現段階で数名おります。

令和２年度の全国調査では、小学校における不登校児童数は６万３，３５０人、中学校

では１３万２，７７７人で年々増加の傾向にあります。児童・生徒が不登校となる背景や

要因については、多様化、そして複合化、いくつもの理由がある複合化しており、中には

背景や要因が特定できないという事例も多く確認されております。大潟中学校の生徒も、

不登校となったきっかけや、不登校が継続している理由は複数あると考えられます。

どのように子供とその家族に接し、問題に対処しているかとのご質問でしたが、学校で

は極めてきめ細かな指導を行っていただいていると思っております。具体的には学級担任

を中心に学年主任、生徒指導主事、養護教諭、時には教頭・校長の管理職が、それぞれの
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場面に応じて、定期的な電話連絡や家庭訪問、そして本人の気持ちや家族の気持ちに寄り

添いながら必要な支援に積極的に取り組んでいるところであります。何度も、何十回も家

庭訪問をしております。本人とほとんど会えません。毎日のように担当もしくは管理職、

そして養護教諭等が保護者と連絡を密にしながら本人の様子を伺っております。また、学

級の友だち、級友のお便りを持って行ってもいいという優しい子ども達のそういう心情を

大事にしながら、友達がその子の家に訪ねたりすることはもう何十回という回数を重ねて

おりますし、手紙を書いて自宅の郵便ポストに入れてきたり、または保護者に、今日学校

でこういうことがありましたよという話をして、お母さん、お父さんに話をして帰ってき

たりと、基本的になかなかそういう友達とも本人は会おうとしません。中には、その日に

よっては訪ねていった友達を部屋に入れていろいろ話をしたりということもたまにはある

ようであります。また、このような生徒だけではなくて、朝きちんと登校できないが、時

間をずらして学校に登校できるという子どももおります。そういう子ども、生徒に対して

は、遅刻しても登校しやすいように別室、幸い空き教室がいくつかございます。保健室以

外にもそういう教室でゆっくりと体制を整えてから教室に向かうという子ども達も、多く

はございませんが中にはいます。本人のペースで学校に来られるような体制を構築してお

ります。

保護者との相談の中で、長期欠席をしている不登校の児童・生徒を対象に学習の援助な

どを行う適応指導教室というのが潟上市にあります。そういう適応教室を紹介したりして

おります。あくまでも本人が行く気にならないとなかなか行けない訳ですが、そのような

適応教室も活用しております。

また、指導方法として、先回もいろいろと議員の方々からもご指導いただいていますが、

ＩＣＴ機器を活用してオンラインでの授業を再三再四提案してございます。残念ながら現

段階では本人が拒否しております。拒否という言い方はきついのですが、いらないという

ことで、しかしこれはこれからも、本県ではいち早くＩＣＴのオンライン授業をやってい

る学校でございますので、粘り強くオンラインを１回見てくれよということで指導して、

その切り口を築ければと思っております。

生徒の不登校のきっかけや継続理由についての的確な把握・分析に今後とも努めて、効

果的な支援につなげてまいりたいと思っております。また、要因が複雑化している問題で

ありますので学校だけが抱え込まず、なお一層、家庭・地域、関係機関等の協力を密にし

ながら、対応してまいりたいと思います。

山田議員には以前にもご心配いただいて質問をしていただきました。今回も小・中とも

にゼロですよという答えたかったのですが、なかなかそういう状況にございませんが、以

前よりは改善はしてございますが、今後とも学校と密接に連絡を取って、学校は家庭と密

接に連絡を取って、不登校、いじめゼロを目指していきたいと思っております。今後とも

よろしくお願いいたします。
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【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

山田照雄さん。

【１番：山田照雄議員】

ありがとうございました。

村長、ヤングケアラーの件ですけれども、もし村でこういう実態があったとすればです

ね、子ども達が自分の将来を、何というか諦めてしまう事態が多いみたいなのですよ。も

う上の高校にも行かない、行けないと。お父さん、お母さんの面倒を見るのが当たり前な

んだという形で、この問題が一番大きいようですね。将来がなくなってしまうという、働

くことも分からなくなっちゃうという事態で、非常に貧困と将来に対する希望だとかそう

いうものがなくなっちゃうというのが一番大きなネックになると思うのです。そういう問

題をどう解決するかということで、非常に実態とあたっている人たちの苦労もある訳です。

村長、これは地域の人達との情報交換ですね、これが非常に大切だということになります。

村としても、その辺のきめ細かな情報をキャッチするという、そういうシステムをもっと

密にしていく必要があるのではないかとそういうふうに思っています。その辺、ひとつよ

ろしくお願いします。

それから、２番目のいじめの関係ですけれども、以前話したか分かりませんけれど、や

っぱりいじめは、いじめをする方が１００％悪いというこの思想を子ども達に徹底的に教

え込んでほしい。これを持った子どもが大人にならないとですね、ちゃんとしない大人が

出てくるのではないかというのが心配なのです。その辺、ひとつ。

それと、いじめを受けた人が、大潟村が嫌いになっちゃうんですよね。私も１人、いじ

めにあった青年と何回か交流したことがあるのですけれども、お父さんが何とか帰ってほ

しいと言っても、帰らないと、あんな嫌な村には帰らないと言って大潟村に対する嫌悪感

を持ちながら東京で生活をしていた若者がいます。だけど何とかこの大潟村の希望のある

村にですね、やはり帰ってきてほしいということで再三足を運びましたけれども、今は帰

ってきて、嫁さんももらって、希望をもって生活しておられるので良かったですけれどね。

やっぱりそういうことがあるということを念頭において子ども達にも接していってほしい

と思うのですよ。そのことをやっぱり学校の教育方針として徹底していただきたいなと思

っています。

３つめの家庭内での、なかなか学校に行けない子ども達、非常にこれもデリケートで、

一番苦しんでいるのが、行けない子どもなのですよ。だからどこまでも温かい励ましが必

要だろうと思っています。その励ましの方法もいろいろ工夫をしながらやっていただきた

いなと思っています。その部分をもうちょっと教育長、よろしくお願いします。

３点、村長、もう１回よろしくお願いします。

【議長：丹野敏彦】
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髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

山田議員の再質にお答えします。

まず、ヤングケアラーというそうした実態が村にあるかどうかは別にして、今、日本国

内にはそれが大きな課題になっているという、そういった実態を知るということも非常に

大事なことでありまして、そうした、地域にももしかすれば可能性がゼロではないという

そういうことから隣近所が関心をもってみるということが議員のおっしゃられた地域とし

て目が行き届くようなことにつながっていくと私も思いますし、そうしたことからやはり

村である民生委員制度や、いろいろな福祉の関わる人たちもいますので、連携をしっかり

取って実態把握に努めながら、もし気になることがあれば連携して対処するということが

何より大事だと思っています。

また、今いじめに関することではあるのですが、小学校では年４回、生徒にアンケート

して、中学校では月１回そうしたアンケートをしているようです。そうしたアンケートの

中にもこうした家庭の子ども達が抱える問題があればというようなことの記載も加えてい

ただくということもひとつの方法ではないかなとも感じたところです。

いずれそうした地域の目をしっかり向けるということと、できるだけいろいろな機会に

実態が分かるような形での調査、アンケートなりも加えながら、連携して対処していけれ

ばと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

北林教育長。

【教育長：北林 强】

山田議員の再質問にお答えいたします。

いじめ、不登校については議員おっしゃるとおりでございまして、いかなる理由があっ

てもいじめはやってはいけないと、これは当然のことでありまして、学校でも教科道徳が

教科化されたというのもこの辺の背景がある訳でして、教科道徳の中では人間としての在

り方、生き方を中心に、教科でございますので当然評価がございます。しかし、国語、算

数、社会、理科のように点数化するべきものではございませんで、道徳の中では人間とし

ての在り方、生き方を中心に記述で評価をしてございまして、評価というと堅いように思

われますが、その子ども一人ひとりを理解するとこういうことで生徒指導要録にも記述評

価ということになってございまして、このような指導法を活かしながら、いじめは１００

％いじめる側が、これはいかなる理由があってもうまくないのだということは議員おっし

ゃるとおりでして、学校でもその方針で指導をしておりますので、今後ともあらゆる場を

通して指導を深めてまいりたいと思います。

また、不登校についても、一番苦しんでいるのは当事者、子どもであります。そして家



- 45 -

族、保護者、きょうだい、おじいさんおばあさんも含めて、家族も大変悩んでいると思い

ます。そういう子どもがなるべく早い時点で学校に向かえるように、いろいろな指導法を

改善しながらまた進めてまいりたいと思っておりますので地域の方々の協力も得ながら、

そしていろいろな委員会もございますのでそういう方々の知恵も借りながら、ただ非常に、

不登校に関してはデリケートな、微妙なところもありまして、誰もが関われるという問題

でもないこともたくさんございますので、その点に最大配慮しながら指導を深めていきた

いと思います。

よろしくお願いいたします。

【議長：丹野敏彦】

再々質問ございますか。

山田照雄さん。

【１番：山田照雄議員】

いえ、終わります。

ありがとうございました。

【議長：丹野敏彦】

ここで休憩いたします。

（午後２時５１分）

（午後３時００分）

再開いたします。

休憩前に引き続き、会議を進めてまいります。

【議長：丹野敏彦】

３番、三村敏子さん。

【３番：三村敏子議員】

３番、三村敏子です。

はじめに水道水の水量不足について質問いたします。

ボーリング調査を行い、集水工事も行ったにも関わらず、水量不足となり村民に節水が

呼びかけられ、潟の湯では臨時休館と営業時間の短縮となりました。例年４月の種まき時

期は水道水が不足する事態ではあった訳ですが、パックご飯工場が使用する水量が多いこ

とが水量不足に拍車をかけているのではないでしょうか。集水工事も行われましたが、こ

の４月にはごくわずかな水量であったと聞いています。水量不足をどのように考えておら

れるでしょうか。

男鹿市との水道水供給に関して協議を重ねて、最終的には調査をコンサルタント会社に

委託し、その結果は大潟村の浄水場を継続することが、現実的であるということでした。

最初の協議では、若美地区の滝の頭の水は１０００㎥の余力があると言われていました。

コンサルタント会社の報告書によると、若美地区は認可されているのは２６３９㎥。一日
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平均給水量は１４００㎥から１３００㎥で、やはり１０００㎥以上の余力があります。水

の確保のためには、別ルートでの確保も必要ではないでしょうか。余力分の水道水の区域

外供給の変更認可を男鹿市にお願いし、西４丁目地区の誘致企業へ給水することを検討し

てはいかがでしょうか。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

３番、三村議員の質問にお答えします。

今年４月の水不足については、村民の皆さまをはじめ、村内各事業所にも大変ご心配を

おかけすることとなってしまいました。例年４月は種まきによる水道水の需要が高まる時

期であり、今年はそれに加え、村内事業所等での水道水の利用が増えたことなどが主要因

であったと考えております。

パックライス工場の稼働に関しては、事業所側から提示があった水道水の使用想定資料

と例年４月の村内における使用量と、施設の総貯水量や平均取水量をもとにシミュレーシ

ョンを行い、供給には問題ないという想定を立てておりました。しかしながら、３月下旬

に村内別事業所で事業拡大に伴う水道水の利用に関する相談があり、同事業が４月中旬か

ら本格的にスタートしたことから、想定していた水需要を更に超える状況となり、工場等

での使用量調整や各方面への節水をお願いし対処したものであります。

大潟村は農業の村であり、水は生命線となるものでありますので、次年度以降はこのよ

うなことがないよう、根本的な対策として、取水場南側の排水ドレンからの取水を可能と

するため関係機関との協議を行っており、目処が立ち次第、議会の方へは予算の計上をお

願いしたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。

２点目についてでありますが、男鹿市との協議では事業費や夏季の渇水期による新たな

水源地が未確定であることに加え料金改定などが議題となりましたが、協議が進まず凍結

となっております。

現在協議を行っている取水場西側エリアの排水ドレンからは１日約４００㎥の排水が確

認されており、同エリアからの取水が実現すれば、今年のような水不足に陥る可能性は極

めて低くなりますので、まずはそちらを最優先で進めていきたいと考えております。どう

かよろしくお願いいたします。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

三村敏子さん。

【３番：三村敏子議員】
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一番まず理解できないというのは、ボーリング調査をして、また集水工事もした訳です

けれども、それで水の確保ができなかったという、確保できる見通し、シミュレーション

では確保できるということではありましたけれども、その工事に関して、プロの業者の方

達がやられていることだとは思うのですけれども、どうしてそれが水が出ないということ

になってしまったのか。先程の菅原議員への答弁もありましたけれど、そのことに関して

は一体どのように考えられているのか。その業者の方からもしかしたら水が出ないという

ような、出ないこともあるかもしれないというような説明とかがあったのか。私が忘れて

しまったのか、議会の方に、もしかしたら水が出ない場合があることもあるかもしれない

というような話はなかったと思っているのですけれども、いかがだったでしょうか。

水道水に関しては、村誕生から本当に一番大きな課題としてあった訳ですけれども、農

業の村として農産物の加工は私は非常に重要で、村の発展のためにも本当にパックご飯の

工場に関しても非常に、工場ができることは良いことだとは思っていましたけれども、一

番心配したのはやはり水不足だったのですね。水の確保ができないままにその工場をスタ

ートさせて、それで水不足になったらどうしようかという心配が私はあった訳です。それ

が今回村民の中では断水になるのではないか、もしかしたら種まきができないのではない

かと心配される方までいらした訳ですね。今回のそのことに関して、業者の方とはどうい

うようなことで、一体どうして水が全然出ないでしまったというのが、自分ではちょっと

理解できないのですけれども、そのことについてはどのように考えられているのかという

ことと、これからどんどん農産物の加工、例えばタマネギに関しても加工等が入ってくれ

ばいいなと自分としては思っている訳ですけれど、水の確保が今回集水工事とかをやって

も出ないでしまったとか、今回の説明にある取水場の南側の所からどんどん出ているので、

今２０００㎥とおっしゃいましたか。（村長から「４００㎥です」の発言あり）４００㎥

だと、全然足りないのではないかと、パックご飯が今２００㎥前後ですか。でも最大に使

った時、３００から４００から、いくのではないかという説明を受けたような気がしたの

ですけれども、３月ですか、４月ですか、突然大量の発芽玄米の水が必要になったという

ことでしたけれど、そういうことが突然起きるということ、ということはまたたびたび起

きた方が村の発展にとっては良い訳ですよね、加工が増えていくということで。だけれど、

水が足りないというのは本当に村民にとっても大変なことなので、それの確保にあたって

は、若美地区の滝の頭の方は１０００㎥余力があると、協議の間に、協議中に、男鹿市の

方に村の方から要望というか、この量ではどうでしょうかというお話の中では、全村民が

滝の頭の水が飲めればというようなところから別な水源をというようなお話で、すごく予

算がかかる、十何億でしたか、かかるというような結果から諦めたというような結果だっ

たと思うのですけれども、１０００㎥、現実として余っているというところがあるような

ので、そのことに関してだけでもお願いできないかと思うのですけれども、そうすればそ

の水を使って加工に関しては少し余裕ができるのではないかと思うのですけれども、男鹿
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市にお願いするというところは考えられないでしょうか。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

三村議員の再質にお答えします。

まず、先程も話をさせていただいたように、ボーリング調査をしたのはちょっと深いと

ころで、水はふんだんにあるということでありました。ただ砂層の深いところから水を取

るにはいろいろな影響が出る可能性もあるので、そういう方法ではなくて表層にある水を

使うという工事をした訳です。それもドレン管の間で、水がそこもずっと出てくるだろう

という想定で。ところが実際工事した時、水があった訳ですが、それが常につながって出

てくる状況にはならなかったということで非常に残念でありますが、結果がそうなので、

現実的な対応をせざるを得ないということで、今回まだドレンから、堤防の排水から実際

水がふんだんに出ている箇所があるので、そちらを活用するということで今進めていると

ころです。今、その４００㎥がしっかり確保できれば新たな事業が年間を通して稼働した

にしても、パックライスと合わせて特に水不足になるということはないと想定をしている

ところであります。ですので、まずは今の進めようとしている新たな、排水からの取水を

しっかり進めるように取り組んでいきたいと思っております。

男鹿市との協議については、確かに男鹿市も村全体には足りない訳ですが、現実余って

いる部分もあるということはそうだと思います。しかし、例えば今の加工工場のためだけ

に水道管を引っ張ったりして、その費用をどこが負担するのかといったことや、新たな水

道管を布設するということは結構なお金もかかるので、それよりはまず今取水を増やす方

で対応した方が村全体としてはいいし、経済的ではないかと思っているところです。です

ので今回、今考えている方法で取水を増やし、安定した水供給につなげていきたいと思い

ますので、どうかよろしくお願いいたします。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再々質問ございますか。

三村敏子さん。

【３番：三村敏子議員】

加工工場のためだけに水道管を布設するのはというようなお話だったのですけれども、

加工工場にその水を供給することによって村民に、加工工場だけでなく、水不足に対して

の不安が軽減されるということがあると思うので、４００㎥ですか。その４００㎥で安心

かと言われれば全然安心じゃないのかなと今お聞きして、今２０００と聞き違えて、２０

００㎥ならいいのかなとちょっと思っちゃったのですが、４００㎥であればこれは安心で

きる数字ではないかなと思います。ですので、いろいろと状況も変わりますので、男鹿市
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の方でも状況も変わってくると思うし、まずお願いしてみるというのは、お願いしてみて

どうかは分かりませんけれど、別ルートでの水の確保というのも検討してみてはいかがで

しょうか。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

三村議員の再質にお答えします。

今年の状況でも最大使って２０００ちょっと超えるくらいなのですよ。今、既存の取水

では１８００ぐらいには大体なっていて、それに４００が加わるとまず２２００になりま

すし、この４００という数字自体も少なめに見積もっているというか、そういうこともあ

りますので十分足りるということを想定しております。

また、水道会計の方からいくと、大口需要者の分が抜けると水の料金がもらえなくなり

ますので、そこは今の形で供給し、今工事する部分も含めて水道会計としては今の需要を

含めた対応を取っていくということの方が健全でありますので、そうした点も含め、水源

がありますのでしっかりそれで対応し、水道会計の方もしっかり健全な形で維持していく

ということにつなげていければ。ただ、将来的に更新期を迎えますので、そうした折にタ

イミングがよければ広域的なことへ、補助金も活用できるのであればそうしたことも念頭

に少し幅広く構えて、いろいろな情報収集をしながらやっていければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

三村敏子さん。

【３番：三村敏子議員】

次に、子育て支援のさらなる充実をということで質問いたします。

３月に行われたフレッシュミズ９名の方と議長との面談では、いくつかの要望がありま

した。その中のひとつに、こども園の入園や一時保育に預けられる規定になっていても、

実際に預けようとするとハードルが高いということでした。一時保育の場合、受付段階で、

まず受け入れできない日がこども園から提示され、リフレッシュのために預けることもで

きることになっていますが、「仕事ですか」と聞かれる。何かないと預けられないと思わ

されていると感じていて、気軽に預けられる状態になっていないとのことです。また、一

時保育の申し込みは前の月の２０日までになっていて、急な時など預けられることにはな

っていますが、申込者が多い場合は預けられないということでした。

また、生後２か月前のサービスや支援が欲しいということですが、村では、４か月以内

に一度助産師が訪問することになっています。できれば、退院後すぐに一度、助産師の訪

問があれば、第一子の場合、特に子育てへの不安が大きいですので、必要ではないかと思
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います。また、赤ちゃんが泣き止まないとか、母乳の出が悪いとか、様々なことが起きま

すので、いつでも電話で相談し、必要であれば助産師に訪問いただける体制になっていれ

ば安心できると思います。

ファミリーサポートですが、男鹿市や潟上市でも導入しています。潟上市の仕組みとし

ては、ファミリーサポートセンターの協力会員と依頼会員を募集しています。現在、会員

数は１８９人で、依頼会員は１２１人、協力会員は４４人、両方の会員になっている方は

２４人だそうです。コロナ禍であるけれど、少しずつ増えているそうです。協力会員はフ

ァミリーサポートセンターで行う会員養成講習会を受講した方で、依頼会員は、生後３か

月以上から小学６年生以下の子供の保護者となっていて、センターが行う説明会に参加し

た方となっています。内容は、保育施設や学童保育施設の始まる前、または終わった後の

預かり、参観日や病院に行くときなどの預かり、就職活動や就業訓練の間の預かり、映画

鑑賞などのリフレッシュタイムの預かり、冠婚葬祭の間の預かりなど多様です。潟上市の

場合は１時間６００円となっていて、協力会員には６００円が支払われ、依頼会員は３０

０円となっています。またひとり親家庭は２００円です。このように市からの助成により、

半額または３分の２の負担となっています。週５日利用された方もいたし、数時間の方も

いるそうです。昨年は１８３件の利用数だったそうです。このような仕組みがあれば、一

時保育にお願いできない時とか、急な場合など、支援を受けられます。

村の子育てへの支援も、家事サポートを入れたり、生後２か月からの一時保育がはいっ

たり、本当に支援に力を入れていただいていると思います。さらに支援の充実を図ること

が子育ての大変さや不安の解消につながり、大潟村での子育てが楽しいという村になると

思いますが、いかがでしょうか。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

三村議員の、子育てに関する質問にお答えします。

現在、子育て支援については、こども園の設置やネウボラの開設をはじめ、村として積

極的に取り組んでいるところであります。

こども園においては、保護者の就労状況等が保育の必要性の認定基準を満たすことで、

生後６ヶ月から入園可能となっております。基準については子ども・子育て支援法に基づ

いたもので、村の認定基準が特別厳しいということはございませんので、ご理解をお願い

したいと思います。また、生後６ヶ月未満の場合でも、必要な際にはお子さんを預かるこ

とができるよう、今年度より一時預かりの年齢基準を生後６ヶ月から２ヶ月に引き下げて

実施しております。一時預かりの利用については、緊急又は一時的に保育を希望する場合

に加え、保護者のリフレッシュを目的とした利用も可能となっており、幅広く受け入れを
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行っております。ただし、申し込みが多く受け入れが難しい場合は、利用日や預かり自体

の調整をさせていただく場合もありますので、ご理解をいただければと思います。

次に、生後２ヶ月前のサービスについてですが、出生届提出後、助産師による赤ちゃん

訪問サービスの日程調整を電話にて連絡しております。その際、保健師と助産師より、困

りごとの確認やサービス・事業等の紹介も行っております。さらに、村では母乳育児相談

補助券として無料券３枚を配布し、突発的な困りごと等で相談したい時など、希望により

助産院の利用をすることが可能となっており、訪問と来院どちらも対応しているところで

す。

また、令和３年度より実施しているネウボラ事業においても、産前産後の家事支援８回

分や、産後ケア事業の助産師訪問１回分を利用することができます。さらに、母子手帳ア

プリ「母子モ」の導入によっても、産前産後の母子のサポートを行っております。

このような事業をはじめ、母子支援に関する制度やサービス等について、産前は、母子

手帳交付時やパパママ教室等、産後は、乳児相談や赤ちゃん訪問等でお知らせしておりま

すが、利用方法等についても引き続き周知に努めてまいります。

なお、ネウボラ事業の実施により、相談体制を充実させておりますので、村としては引

き続き、切れ目のない母子支援体制の構築に努めてまいります。

次に、ファミリーサポートは、主に仕事等でこども園の送迎ができない保護者のための

代わりの送迎や、学校の放課後の託児等を目的とし、その他、冠婚葬祭やリフレッシュ等

での利用も可能な有料の地域の助け合い組織となっています。利用には、５日間程度の講

習会を受けた協力会員と子どもを預けたい利用会員のマッチングがその都度必要であり、

村内で安定的な協力会員を確保することの難しさや、村特有の農繁期においてはマッチン

グが困難になることが想定されます。また、夜間・休日等の急な託児には対応ができない

ことから、村でファミリーサポートセンターの設置は困難であると考えております。これ

まで同様、一時保育や児童クラブを利用いただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

三村敏子さん。

【３番：三村敏子議員】

２カ月からの一時預かりがこの４月から始まったということで本当に、預けられるとい

うことで良かったと思っています。この一時預かりが２カ月児からになった訳ですけれど、

以前に質問したように、もしできれば２カ月児から入園できるようになっていれば、もう

周辺市町は２カ月から預けられるようになっていますので、これを一段階上げて、一時預

かりだけでなく、２カ月から預けられるように、ちょっと検討していただければと思いま

す。
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申込者が多い場合、この一時預かりがなかなか、だからリフレッシュのために預けると

いうようなことは、何か預けられないんじゃないかというような気持ちになってしまうと

いうのは、もしかすると保育士の人数が足りなくてこども園の方に余裕がないのでこうい

うことにならざるを得ないのか、保育士にもう少し余裕があればこういうふうなことを感

じずに済むのか、その辺はどのような状況になっているのでしょうか。

あとはファミリーサポートですけれども、以前、こども園のような状況でなかった時に、

どうしても学校の先生とか、学校の先生は終わる時間が遅いので、前の保育園の場合は結

構早くに終わっていましたので、その後預かってくれる方を村の中で探して、本人が、そ

れで見つけてその方に頼んで保育園に迎えに行ってもらって預かってもらっていたとか、

その時は預かってくださる方が見つかっていた訳ですね。ですから、募集をかけてみない

とちょっと分からないというところはあるんじゃないかと思うのですね、その協力会員を

募集しても難しいのではないかって。利用される方も人口が少ないのでどうしても少なく

なりますけれども、協力会員になる方も少ないかとは思いますけれど、募集をかけてみな

いと分からないのではないでしょうか。本当に生まれて数カ月の方、昔は大潟村は農家は

１歳からしか預けられませんでしたので、その前に預けるところを探しに探して、その方

がずっと預かっていたという、村の中で村民の方がその赤ちゃんを預かっていたというこ

ともありますので、もしかしてそういうふうに協力できる方がいて、講習を受けて協力会

員になりますよ、というような体制が作れれば安心につながるのではないかと思うのです

けれども、どうでしょうか。

【議長：丹野敏彦】

北林教育長。

【教育長：北林 强】

三村議員のご質問にお答えします。

ファミリーサポートの方は村長がお答えさせていただきます。

まずいくつかご質問があったかと思いますが、ハードルが高いということについては受

け止め方だと思います。確かにいろいろな面で子どもさんを預かっている訳で、大潟村で

の一時預かり等々についてのハードルが極めて高いということは、先程村長も答えました

が、そういうことではないと。やはり私どもは、保育、教育の活動につきましてはあくま

でも子どもが主役であり、そして保護者が安心して預けられるというようなことで行って

いる訳でして、フレミズさんのいろんなご意見があったということですが、それはいろん

な良い意見もありますし、そしてまた改善してほしいという意見もあろうかと思います。

そういうことも含めましてさらに園の方とも相談しながら、改善できるものは改善をして、

そして保護者にも理解をいただけると、何よりも主役は子どもであると、子どもを安心し

て預けられる体制が今も構築されていると私は思っておりますが、そうでない場面がある

とすればそれは改善が必要であろうというふうに思います。
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それから２つ目ですが、議員が、一時預かりではなくて入園そのものを２カ月にできな

いかというご発言なのですが、先の議会で、６カ月から２カ月にしました。そして４月、

５月、６月と経過していますが、２カ月の子どもを預けている方はございません。農繁期

でありましたので、その体制については園長にも指示をして受け入れは可能な状況になっ

てございますが、いろいろ話を聞いてみますとやはり本村と周辺市町村では就労形態も違

うことも確かにあるかと思います。そういうことで６カ月については。これはいろいろな

面で検討しなければならないので、今の段階では時期尚早だというふうに思っております。

まずはこの一時預かりが１年間でゼロなのか、１０なのか、数字が独り歩きをしてはいけ

ないのですが、どれくらいの需要があるのかということを十分検討をしながら、その必要

性を判断してまいりたいというふうに思っております。

それから、保育士の人数は現在も充足はしておりますが、余裕があるという状況ではご

ざいません。村内には保育士の資格を持った方がたくさんおります。がしかし、声をかけ

ても応じてくれる方はほとんどいません。何名かの方に、園長はじめ声を掛けて何とか協

力してくださいといってようやくまず今パート等が確保できている段階で、保育士の資格

を持っている人はたくさんおりますが、なかなか農家であるという事情から、「はい、分

かりました」という人は非常に少ないというのが現実です。そういうことも踏まえて昨年、

一昨年と秋田市内の短期大学に園長と私が足を運んでいろいろ要望してまいりましたが、

一人、二人は応じてくれましたが、村内ではおりませんで他市町村です。他市町村からの

通勤ということになると、冬場がやはり非常に難しいというようなことで辞められた方も

おりますし、いろいろなことで手は打っていない訳ではございません。いろいろなことで

園長中心に頑張っていただいておりますので、今後とも議員ご指摘の点はいろいろ吟味を

しながら、これから改善できるところは改善してまいりたいというふうに思っております。

なお、基本的に子どもを育てるというのは、議員も経験上お分かりのことであるかとは

思いますが、こども園はもちろんですが、やはり家族の協力で、保護者のみならず家族の

協力等もいただきながら、そして少し大きくなれば地域の教育力を活かして子どもを育て

ていくということが最も大切だと思いますし、その中でこども園の果たす役割、保育２年、

教育３年、また保育の方も３年もございます。５年間保育という制度もございますが、そ

ういう中で子どもを育てていくということですので、その点はやはりいろいろな角度から

子育てを検討していく必要があると思っておりますので、なにとぞご理解をお願いいたし

ます。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

ファミリーサポ―ト事業についてでありますが、先程も話をさせていただいたように、

なかなか村においてそのサポート会員と預ける側双方がというのは難しい面があるのでは
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ないかなと感じております。いろいろな、日中の子どもを預かる、何かイベント等があっ

た時に子どもを預かるサークルをやられている方々もいらっしゃって、なかなか組織の運

営の難しさ等の話も時々伺ったりもしていて、今あるそうした方々がまずはしっかり取り

組んでいただけるような形で、あまり新しいのを増やしていくということは、関心のある

人へ負担が増えたりということにも、そうしたことも懸念をしております。

また保育園（こども園）は以前に比べると受け入れ時間も伸ばしていますので、その点

でも保護者の負担軽減にはつながっていると思いますので、今ある制度を活用していただ

きながら対応をしていただくというようなことでお願いできればと思いますので、どうか

よろしくお願いいたします。

私からは以上です。

【議長：丹野敏彦】

再々質問ございますか。

三村敏子さん。

【３番：三村敏子議員】

先日の新聞で、子育てしにくいかどうか、子どもを産み育てやすい国だと思うかという、

村のことではなくて日本の国のことですけれど、日本は６割がそうは思わない。スウェー

デンでは２．１％がそうは思わない、「産み育てやすい国だと思うか、そうは思わない」、

だから産み育てやすい国というのはスウェーデンが９７．１％という、これだけやはり差

がついていて、国の政策自体が遅れている訳ですけれども、少しでも村の方でも産み育て

やすい村、楽しい子育てができる村であれば少子化の歯止めにもなっていくと思いますし、

ハードルが高いというのも受け止め方もあるかとは思いますけれど、それに対応できるよ

うな何か、保育士の数が十分とは言えないという、余裕があるとは言えないということで

した。それは以前の質問に時給の話とかはさせていただいた訳ですけれども、そういう働

く場としての処遇の改善とか、そういうこともやっぱり考えながら、保育士さんも若い方

だと妊娠、出産があったりする訳で、いつでも妊娠、出産できるとか、周りに気兼ねなく

というような職場であるかとか、やっぱり余裕がない、保育士自体に余裕がないという状

況を一体どうやったら変えられるのかということも重要なことではないかと思いますが、

いかがでしょうか。

【議長：丹野敏彦】

北林教育長。

【教育長：北林 强】

三村議員の再々質問にお答えいたします。

先程、余裕があるかと言われれば余裕がないというお話をしましたが、これは人的な余

裕でございまして、子ども達を余裕がない中で育てているという訳ではございませんので、

その点はこの周辺のこども園、保育園、幼稚園以上に大潟村こども園では気を配りながら、
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そして最大配慮しながら子どもを育てているというふうにご理解をいただければいいかと

思います。

それから、子どもを産み育てやすい環境と、産みの方は教育とはまた別の段階であると

思いますが、育てやすい環境ということについては議員のおっしゃるとおりでして、これ

からも、先程話しましたとおり、いろいろな面で多様な角度からまた見直してみながら、

そしてこども園にはＰＴＡもありますし、それから一時預かり等々で保護者との対話も重

視しておりますので、その点もいろいろこれからもコミュニケーションを深めながら改善

すべきところは改善をして進めてまいりたいと思いますが、決して現状がパーフェクトだ

というふうには考えておりませんので、でき得れば人的配置についても、定員通りなので

すけれども、でもいろいろな面でもう少しプラスアルファ部分があれば村民の要望に応え

ることができるのかなという観点でお話しましたので、決していつも保育士が不足してい

るという状況では全くございませんので誤解のないようにお願いしたいと、でき得ればも

うちょっと余裕を持った人的配置、臨時職員も含めてです、というふうに考えております

ので、よろしくお願いします。

【議長：丹野敏彦】

三村敏子さん。

【３番：三村敏子議員】

最後に、空き家バンクに登録するメリットを、ということで質問いたします。

空き家バンクは、村にも設置されていますが、まだ登録が１軒もないと聞いています。

村が空き家バンクに登録される方に何かしらの支援や助成など行うことにより、空き家バ

ンクの認知度も高まり、登録される方も出てくるのではないでしょうか。

全国の空き家バンク事業内容を調べてみました。空き家相談窓口を設けている県もあり

ますし、建築士による現地相談をしている県もありました。また、バンク登録者に清掃費

補助を行い、空き家に残された家財道具がネックとなっている現状に対応している自治体

もあります。空き家除去補助制度は限度額５０万円の自治体がありました。

ここ数年村の中古住宅販売の様子をみると、リフォームされている住宅は、販売される

と結構早い段階で購入されているように見受けられます。私が知っているだけで３件あり

ます。住宅をリフォームして販売される方への補助金も効果的ではないかと思いますが、

いかがでしょうか。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

三村議員の質問にお答えします。

空き家バンク制度は、自治体が空き家の賃貸や売却を希望する所有者から提供された情
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報を集約し、空き家をこれから利用、活用したいと考えている方に紹介する制度です。一

般的な不動産業者とは異なり、空き家の所有者の物件情報を無料で提供できるメリットが

あります。

現在、村では、長期留守等の住宅を１５件ほど把握しており、建物や敷地の管理が不十

分である場合や固定資産税の問合せがあった場合など、直接所有者から現状や意向を聞く

など個別に対応しているところですが、賃貸などの回答はいただけず、空き家バンクの登

録に至っておりません。

ご指摘のとおり、リフォーム費用の助成や荷物の片づけに係る支援を行っている自治体

もあることは認識しておりますが、村においては、長期留守宅の所有者の意向や要望につ

いて機会をとらえて把握した上で、必要な対策や支援のあり方を検討してまいりたいと考

えております。

また、空き家の抑制や利活用をより一層促進するため、県が主体となり市町村や関係団

体と連携し、空き家相談等にワンストップで対応できる「秋田県空き家総合サポートセン

ター」の開設も検討しているところです。村としましても、他市町村の状況や支援を参考

にしながら、県と連携し空き家の抑制と活用に取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

三村敏子さん。

【３番：三村敏子議員】

いえ、終わります。

【議長：丹野敏彦】

以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。

本日は、これにて散会いたします。

（午後３時５１分）
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令和４年第３回（６月）大潟村議会定例会【第２日目】

１．開議日時 令和４年６月１０日（金）午前１０時００分～午前１１時０２分

２．会 場 大潟村議会議事堂「本会議場」

３．出席した議員の氏名（敬称略）

１番 山 田 照 雄 ２番 工 藤 勝 ３番 三 村 敏 子

４番 菅原アキ子 ５番 松 本 正 明 ６番 黒 瀬 友 基

７番 菅 原 史 夫 ８番 戸 部 誉 ９番 齊 藤 知 視

10番 川 渕 文 雄 11番 石 井 雅 樹 12番 丹 野 敏 彦

計 １２名

４．欠席した議員の氏名（敬称略） なし

５．説明のため出席した者の氏名（敬称略）

村 長 髙橋浩人 副村長 工藤敏行

教育長 北林 强

総務企画課長 薄井伯征 税務会計課長 伊東 寛

生活環境課長 近藤比成 福祉保健課長 北嶋 学

産業振興課長 石川歳男 教 育 次 長 宮田雅人

農業委員会事務局長 澤井公子

６．議会事務局の職員 事務局長 近藤綾子 書記 藤村明美

７．議事日程 別紙のとおり〔議事日程第２号を参照〕

８．本日の会議に付した事件

議案第49号 大潟村国民健康保険税条例の一部を改正する条例案

議案第50号 普通財産の貸付について

議案第51号 令和４年度大潟村一般会計補正予算案

議案第52号 令和４年度大潟村診療所特別会計補正予算案

議案第53号 令和４年度大潟村介護サービス事業特別会計補正予算案

議案第54号 令和４年度大潟村水道事業特別会計補正予算案

議案第55号 令和４年度大潟村公共下水道事業特別会計補正予算案

報告第１号 工事請負変更契約専決処分報告

報告第２号 大潟村村税条例の一部を改正する条例の専決処分報告

報告第３号 村道路線の認定の専決処分報告

陳情第１号 陳情書（女性トイレの維持及びその安心安全の確保について）

陳情第２号 国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情
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陳情第３号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担割合引き上げをはかるための、2023

年度政府予算に係る意見書採択の陳情について

陳情第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出に関する陳情

陳情第５号 沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書の提出を求める陳

情

９．議案の提出撤回及び訂正に関する事項 該当なし

10．議員の異動に関する事項 該当なし

【議長：丹野敏彦】

ただいまの出席議員数は、１２名で定足数に達しております。

これより、本日の会議を開きます。

お手元に配付しております議事日程のとおり進めてまいります。

日程第１、議案第４９号「大潟村国民健康保険税条例の一部を改正する条例案」から、

日程第１０、報告第３号「村道路線の認定の専決処分報告」までを、会議規則第３７条の

規定により一括議題といたします。

次に、日程第１１、総括質疑を行います。

昨日の村政報告並びに提出議案の説明に対し、質疑を行います。

質疑ございませんか。 

７番、菅原史夫さん。

【議長：丹野敏彦】

菅原史夫さん。

【７番：菅原史夫議員】

７番、菅原史夫です。

私から４点、質問させていただきます。

まず３ページ目の新型コロナウイルスの接種事業についてなのですけれども、５歳から

１１歳までの幼児・児童の集団接種が行われているということで、こちらに接種率４０％

となっているのですが、この明細といいますか、内容を教えてほしいのですけれども、４

０％というのは、２回接種し終わった方が４０％なのか、１回目、２回目がどうなってい

るのか教えてください。

【議長：丹野敏彦】

福祉保健課、北嶋課長。

【福祉保健課長：北嶋 学】

菅原史夫議員の、５歳から１１歳までの接種率についてのご質問にお答えしたいと思い

ます。

村長説明にもありましたとおり、村内の５歳から１１歳までの幼児・児童、対象者１７
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０名のうち、６８名、こちらが１回目または２回目の接種を終えているというような報告

をさせていただいたところです。割り返して接種率が４０％ということとなっております。

この中には、大変申し訳ないのですけれども、昨日、一昨日までの予約の方々４名が含ま

れているというような内容となっております。１回目または２回目という記載をさせてい

ただいておりますが、こちらの方については申し訳ないのですけれども、集計中というこ

とになります。先程の４名を除きまして、昨日までの予約の４名が接種されたかの確認は

私、していなくて申し訳ないのですけれども、６８名、こちらが最低でも１回目は終えて

いるというような状況となっているところです。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

菅原史夫さん。

【７番：菅原史夫議員】

小さいお子さんはなかなか重症化しにくいということで、保護者の方も非常に判断に困

っているという話も聞いています。こちらからも積極的な勧奨というのはいうのはなかな

か難しいのかと思っているのですけれども、ただね、ご自分が感染するというリスクもあ

るのですけれども、人に感染させない、持ち帰って家庭内感染を防ぐという意味でも、直

接はできないにしろ間接的な接種のお願いといいますか、そういうものもしていく必要が

あると思うのですけれども、その辺、どういうふうに考えていらっしゃるのか、再度お願

いします。

【議長：丹野敏彦】

福祉保健課、北嶋課長。

【福祉保健課長：北嶋 学】

コロナワクチンの再質の方にお答えしたいというふうに思います。

こちらの方としましても、３月の下旬、この年代の方々に対して、保護者といいますか、

その方々に対して通知の方を差し上げております。湖東総合病院（湖東厚生病院）の方で

やっているということで、予約は当然必要だという形でやっているところです。予約自体

は、村の場合、少し低調だったということもありまして、５月の上旬、中旬にかけまして、

再度、基本はその方々の希望ということにもなりますが、こちらの方としましても、予約

のお願い、接種のお願いの方を差し上げているところです。また、これまでは春の農繁期

も重なっていますし、またこの接種日自体が火曜日、水曜日、金曜日ということと、午後

２時から３時半までの予約ということになっておりまして、村から走っていくとなれば非

常に時間が厳しいような状況となっているところです。そういったことも踏まえて、教育

委員会の方とも、学校の方とも相談等々させていただきながら、希望する児童・生徒の方

々につきましては接種の方を勧奨していきたいというふうに思っております。
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以上です。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

菅原史夫さん。

【７番：菅原史夫議員】

よろしくお願いします。

ちなみに、これはいつまで、集団接種は。それ以降の対応はどうなるのか、ちょっと教

えてください。

【議長：丹野敏彦】

福祉保健課、北嶋課長。

【福祉保健課長：北嶋 学】

菅原史夫議員の再々質の方にお答えしたいと思います。

湖東総合病院（湖東厚生病院）の方の接種の最終日が７月１５日ということとなってお

ります。

なお関連してになるのですが、今回４回目の接種も含めてなのですけれども、こちらの

方については新型コロナウイルス感染症にかかる予防接種の実施についてというような指

示が国の方から来ておりますが、この４回目自体は今年の９月３０日までというような期

限になっておりますので、遅くても、湖東総合病院（湖東厚生病院）の方でできなくても、

小児用ワクチンを持っている医療機関等々であれば９月３０日までは接種が可能というふ

うに判断しているところです。

以上です。

【７番：菅原史夫議員】

村ではやらないのですか。

【福祉保健課長：北嶋 学】

すみません。村の方では以前もありましたけれども、小児の関係であれば、小児科医の

予診が必要になってくるということで、今回この年代の方々については南秋４町村合同で、

湖東総合病院（湖東厚生病院）の方に小児科がありますので、そちらの方にお願いしてい

るということになります。村の方としましては、今現在では大変申し訳ないですけれども、

小児用ワクチンというものもありますので、それはこちらの方に来ていないということか

ら、村の方では実施しないというふうに考えております。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

菅原史夫さん。

【７番：菅原史夫議員】

次の質問に移ります。
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４ページ目の水不足についてなのですが、昨日の一般質問でも何人かの方がこの件につ

いてお話がありましたけれども、やはり飲料水は重要な村のインフラなので、十分、細心

の注意で住民サービスを行ってほしいということは当然のことだと思います。

その中で新たな水源を今求めているということで、それはそれでいいのですけれども、

お聞きしたかったのは、貯水池がどうなっているのかということなので、貯水池は確か５

００トンが２つとあそこの塔を入れて、１４００トンくらいが総貯水量というふうに聞い

ています。単純に考えて、大体例年種まき時期がピーク時ということで、それに合わせて

貯水量の調整というのが図られているとは思うのですが、あれっていうのは１４００トン

に限りなく近づけて貯水するということはできないものなのでしょうか。令和３年も確か

水不足で、令和３年度の資料を配布されましたけれども、あれを見ても４月のピーク時と

いうのは１０００トンから１０００トンちょっとくらいがせいぜいで、１４００トンまで

はいっていないという感じで、何が言いたいかというと、貯水量をもうちょっとピーク時

に合わせて調整というのをしていければ、多少なりとも水の安定供給に寄与するのではな

いかなと思っているのですが、それについて教えていただきたいのと、あと、原水から浄

水場まで１日１８００トンですか、能力があるということで、持ってきたものをろ過して

上水にする能力というのがどのくらいなのか。要はろ過した水と出ていく水の差が結局貯

水量にまわってくると思うので、その辺、もしかするとろ過する能力が下がっているのか

なという懸念もあるのですけれども、その辺についてもちょっと教えていただきたいので

すが。

【議長：丹野敏彦】

生活環境課、近藤課長。

【生活環境課長：近藤比成】

菅原議員のご質問にお答えいたします。

まず１点目についてなのですが、貯水池の量ですが、３００㎥ひとつと、５００㎥ふた

つということで、１３００になっております。

ピーク時に貯水量の調整ということですけれども、通常朝の時点で満タンになるように

調整はしております。ただ、水量をチェックする際に、朝早い時期にまた使い始めますの

で、ちょうど満タンの時にチェックしているという訳ではなくて、ある程度使い始めた時

に見てしまうと、満タンの数字は出てきていないというような状況でございます。

それによって調整できないかということなのですが、種まきに使う水ですけれども、実

際どのくらい使っているかということは把握しきれていないのですが、単純に一枚いくら

で何枚使うかという計算をしていきますと、２５００から３０００㎥位というふうに見て

おります。この分の水量を確保するということになりますと、貯水池では少し足りないと

いうことです。こちらの方でいろいろ考えたのですが、まず貯水池を増やすということが

ひとつやり方としてはあると思います。あとは作った水ではなくて、作る前の原水をある
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程度溜め池のような形で溜めておくと、それに関しては貯水池を作るよりは費用がかから

ずに量を多く作れるのではないかということで、そういうことも検討はしました。ただ、

今回、原水の量がかなり多く取れるということでほぼ目途がつきましたので、その方向で

今回はいきたいというふうに考えているということでご理解いただければと思います。

ろ過の能力ということですが、原水からの取水が１８００ということですけれども、ろ

過能力に関してはある程度スピード調整できますので、それ以上にあります。ただろ過池

が汚れてきますとスピードが落ちてくるということもありますので、掻き取り等で随時き

れいにしながらやっていく分には能力は満たしているということになります。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

菅原史夫さん。

【７番：菅原史夫議員】

すみません、総貯水量は１３００トンということですね。分かりました。

２５００からピーク時は３０００㎥、これは種まき時の、ということは、新たな事業所

のは入っていなくてこれだけの数量になっているというふうに見込んでいるのかと思った

のですが、いずれ１８００トンに対して２０００から３０００というと、１日あたり１０

００トン以上足りないということになってきますよね。そんなに足りなくなる、その辺が、

数字的にどうなのかと思ったのですけれども、それをもう一回教えてください。

それと、新たな水源で、昨日も４００トンくらい見込めるというふうなお話を聞いたの

ですけれど、それは今回みたいな渇水時期、要するに堤防の水位が果たして出てくる水の

量と関係しているのかどうかちょっとはっきりは分かりませんけれども、その時期の状況

でもそれだけのものが出てくるというものがあって、そういうふうに新しい水源は期待で

きるというふうに踏んでいるのか、そこをちょっと教えてください。

【議長：丹野敏彦】

生活環境課、近藤課長。

【生活環境課長：近藤比成】

菅原議員の再質問に関してお答えいたします。

まず１点目の種まき時期の水量ですけれども、これは期間全体での数字です。

【７番：菅原史夫議員】

１日あたりということですか。

【生活環境課長：近藤比成】

いえ、種まき時期の期間全体での計算になります。２週間で見ると１日あたり１００数

十と、ピーク時で２００から、場合によっては３００の日もあるかもしれないというよう

な形で考えております。
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それから貯水量に関してですが、今、配水池でお話しましたけれども、ろ過池が３池あ

ります。それも同じくらいありますので、倍くらい見込めるというふうになっております。

【議長：丹野敏彦】

すみません。３池ある１池はいくらずつとかは、おおよそ。

【生活環境課長：近藤比成】

概ね１池４００程度ということになります。

【議長：丹野敏彦】

掛ける３池ですね。

【生活環境課長：近藤比成】

はい。

【７番：菅原史夫議員】

４００トンですか。

【生活環境課長：近藤比成】

４００トンです。

【議長：丹野敏彦】

確認ですけれども、種まき期間は２週間でいいのですね。大体それとして計算している

のですね。

【生活環境課長：近藤比成】

はい、そうです。

もう１点についてですけれども、昨日も村長の方からお話ありましたけれども、少なめ

に見てということです。実際はもっと多い、５月で見た限りにおいてはもっと多い数字を

見ています。４月に一度見ていますけれどもその時点でも、３カ所排水している個所があ

るのですが、その１つだけでも３５０から４００くらいというふうに出ておりましたので、

４月はまだ水位があまり上がってきていない時期でしたので、渇水期でもかなり見込める

のではないかというふうに考えております。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再々質問ございますか。

菅原史夫さん。

【７番：菅原史夫議員】

私の理解が足りないのかもしれませんけれども、ろ過池で１個あたり４００トン×３で

１２００トンですよね。１２００トンあって、なおかつ貯水池で５００トン×２プラス３

００トン、それだけの貯水量があって、令和３年度の資料で、私もうろ覚えですけれど、

１日多くて２０００、２１００、その辺だったと思うのですが、それが何日も続いた訳で

もないと思うのだけれども、それで何で水不足になるのかなと非常に不思議なのですけれ



- 64 -

ど。要は去年の資料を見ると、ピーク時の直前は少なくても１３００トンまでは全然いっ

ていなかったのですよ、総貯水量が。だからそれが調整できないのかということが最初の

質問だったのだけれども、それについては技術的には無理なのですか。そこもちょっと教

えてください。そしてこれだけの貯水量があって、何で出る量が１日２０００トンが１０

日も続いた訳でもないし、なぜそれで、今年の資料は持っていないから分かりませんけれ

ども、今年もそれにプラス２００トンくらいだと、パックライスとかいろいろあるので、

そうだと思うのだけれども、それも１０日続いた訳でもないのに、なぜそれが、どういう

原因なのか、ちょっと理解できないのだけれども、そこを教えてください。

【議長：丹野敏彦】

生活環境課、近藤課長。

【生活環境課長：近藤比成】

菅原議員の再々質問にお答えいたします。

今、貯水量のお話をしましたけれども、取水量、これが使う量よりも少ない時期があっ

たということです。それで追い付かなくなる可能性があったというところです。実際、使

う量に関しては、日によって、最大で２０００を超える日もありました。入ってくる量に

関しては１８００くらいといったところでしたので、徐々にろ過池ですとか配水池ですと

か、その辺が減ってくる傾向にありましたので、不足の懸念があったということでござい

ます。その後、また八郎湖の水位が徐々に上がってきたことによるものかと思いますけれ

ども、取水量がある程度取れるようになってきたということで、間に合うようにできたと

いうことでございます。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

暫時、休憩します。

（午前１０時２８分）

（午前１０時２８分）

再開します。

【生活環境課長：近藤比成】

失礼いたしました。ピーク時の直前に調整できないかということですけれども、調整で

きたとしてもそこからまた少しずつ減っていくということで、心配されたということでご

理解いただければと思います。満タンにできるかということかと思いますが、これは先ほ

ど申し上げましたように、満タンにするようにやっておりますけれども、随時使用してお

りますので、その中で特に朝方使う傾向がありますので、チェックしているのが一定時刻

でチェックしていますので、満タンになっている時間帯もありうるということでご理解い

ただければと思います。

【議長：丹野敏彦】
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菅原史夫さん。

【７番：菅原史夫議員】

次の質問に行きます。

７ページ、これは簡単な話なのですけれども、クリーンアップの件で、今回も皆さんの

ご協力でクリーンアップ、清掃活動をやられたということで、大変良かったなと思ってい

ます。そういう中で、この文章の中でちょっと気になったのは、今回、株式会社カントリ

ーエレベーター公社の方も参加してくださいました、となっていますが、株式会社なので、

民間なので、「職員」というふうな文言ではなくて、やはり俗称とはいえ「社員」という

文言にした方がよろしいかと思うので、この村長説明も残るものなので相手さんにも配慮

して作った方がよろしいかと思うのですけれども、そこをちょっと答弁の方をお願いしま

す。

【議長：丹野敏彦】

生活環境課、近藤課長。

【生活環境課長：近藤比成】

菅原議員のご質問にお答えいたします。

ただいまご指摘のとおり、訂正させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【議長：丹野敏彦】

今回、訂正しますか。

【生活環境課長：近藤比成】

はい。

【議長：丹野敏彦】

今、指摘ありました、村長説明の７ページ「株式会社カントリーエレベータ公社職員」

を「社員」に訂正させていただきたいと思います。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

菅原史夫さん。

【７番：菅原史夫議員】

再質問はありません。

最後の質問にいきます。

１２ページ、令和３年度の見込みということで、今のところ整理中という話で、剰余金

が２億２千万程度になる見込みということで、突出して今回は多いというふうな印象を持

ちます。例年、大体１億から１億２千万くらいで推移していたのですけれども、この理由

が、地方交付税等が増えたということで確かにそうなのですけれども、ただ、２～３年前

もやはり１億くらい増えた時にもこれだけの剰余金は出てこなかったのですね。一般企業

だったら当然これは利益になるので、それはそれでいいことだと思うのですが、自治体の
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場合はやはり住民サービスとそれを裏付ける財源ということで、剰余金があまりにも多い

ということは必ずしも良いことではないのかなと私自身は思っています。税金という形で

いただいている以上、やはり剰余金として多くなれば、やはり運営としてどうなのかなと

いうふうに地域住民からも疑問の声が出てくる可能性もあるということだと思います。歳

出の方では経費節減と効率的な執行というふうになっているのですけれども、大体１億く

らい多くなっていますけれども、これは実際のところどういうふうな理由が考えられるの

か、ここでざっくり書いてありますけれども、もう少し詳しく教えていただきたいと思い

ます。

【議長：丹野敏彦】

税務会計課、伊東課長。

【税務会計課長：伊東 寛】

菅原議員のご質問にお答えいたします。

今回の剰余金ですけれども、例年であれば、ご質問にあったように１億２～３千万程の

剰余金が出る訳ですけれども、今回資料にありますとおり２億２千万ほどの剰余金が出る

見込みだということでございます。大きな要因といたしましては、令和３年度から４年度

への繰越明許費、これが４千万程あるということが挙げられます。また質問にもありまし

たけれども、普通交付税についてなのですが、当初普通交付税、コロナ禍のこともありま

したので、堅くみていたこともあり、１２億７千万程の見込みで予算を計上しておりまし

たが、実際は１３億９千万、約１４億程入ってきているということもあり、実質当初から

比べますと１億２千万程増えております。また村税ですけれども、こちらも令和３年度の

予算計上する際に、民税それから固定資産税等いろいろ見ておりましたけれども、こちら

も実際申告をした結果、当初の見込みよりも村税全体では大体３千万程増えたということ

で、こういうことが重なりまして令和４年度への剰余金が２億２千万程となったことが考

えられます。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

菅原史夫さん。

【７番：菅原史夫議員】

歳入に関しては分かりました。

今、お話があった、普通交付税が大体１億２千万位プラス、村税が３千万位プラス、繰

越明許が４千万位ということで、そうすると約２億が見込みよりプラスになっているはず

なのですけれども、逆に１億しかプラスになっていないという話になってきますので、そ

れはどういうふうに理解したらいいでしょう。

【議長：丹野敏彦】
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税務会計課、伊東課長。

【税務会計課長：伊東 寛】

菅原議員の再質問にお答えいたします。

先程私が申し上げたのが当初予算に対しての増額ということですけれども、その他、収

入として入ってきている補助金なり交付金、そういうものが当初よりも若干下がっている

ものもあります。ですので総体になりますと今回の剰余金の２億２千万程になるというこ

とになりますけれども、先程私が説明しただけの資料でいきますと、それだけで２億円は

超える形になります。

あと、今回積立金として３月補正にお願いしておりましたけれども、そういうものも支

出しておりますので、その辺を相殺しますとこういう金額になるということでございます。

【議長：丹野敏彦】

再々質問ございますか。

菅原史夫さん。

【７番：菅原史夫議員】

ありません。

終わります。

【議長：丹野敏彦】

他に質疑ございませんか。

３番、三村敏子さん。

【３番：三村敏子議員】

３番、三村敏子です。

１１ページのチャレンジデーのことなのですが、これまでのチャレンジデーについては

質問させていただいていたのですけれど、今回ここに全国６８の自治体が参加し、と書い

てありまして、自治体数全国にいくらあるのだろうと調べたら１７１８自治体ありまして、

１７１８自治体の中で６８の自治体というと少ない自治体なのだなということが分かった

のですけれども、実際、今回６８の自治体でしたが、２０１０年のをみたら、２０１０年

は１１７自治体が参加されていました。ということは減ってきているのかなと思ったので

すが、この参加される理由は以前にも聞いていますけれども、村にとってはこの５月２５

日というのは非常に忙しい時期であり、わざわざここの時期にこれをやらなければいけな

いのかということは前から思っていたのですけれども、これをやることによってやはり事

業がひとつ増えると職員の方の仕事も増えるわけですし、全県２５市町村が行っているの

でという説明も以前いただいていましたけれども、これをやらなければいけないのか、こ

れに加わることが、村民の健康につながるような他の事業もたくさんあると思いますので、

この事業が必要なのかなと思うのですが、いかがでしょうか。

【議長：丹野敏彦】
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教育委員会、宮田教育次長。

【教育次長：宮田正人】

三村議員の質問にお答えいたします。

おっしゃるとおり、参加自治体数というのは年々、少しずつではありますけれども、減

ってきている状況でございます。以前の説明では全県２５市町村行っているという時期も

あったのですけれども、今回に関しては参加していない市町村も県内では増えているとい

うことでございます。

やらなくてもいいのではないかという意見は、それとして、来年以降の参加の有無を考

えるにあたってはそういった意見というものは参考にさせていただきたいというふうに思

います。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

三村敏子さん。

【３番：三村敏子議員】

ありません。

終わります。

【議長：丹野敏彦】

ほかに質疑ございませんか。

６番、黒瀬友基さん。

【６番：黒瀬友基議員】

６番、黒瀬友基です。

関連する部分もありますが、２点ほど質問させていただきます。

委員会が違うので質問させていただくのですけれども、１５ページの補正予算の方です

ね、新型コロナウイルス感染症対策雇用維持・事業持続化支援事業の件ですけれども、今

回追加で１，８００万ということで、当初予算の方でもあったかと思いますけれども、ま

だ今年始まって早い段階ですけれども、当初予算でも３千万程計上されていたというお話

だったと思うのですけれども、そちらの利用状況などをまずは教えていただければと思い

ます。

【議長：丹野敏彦】

産業振興課、石川課長。

【産業振興課長：石川歳男】

黒瀬議員のご質問にお答えします。

新型コロナウイルス感染症の対応といたしまして、雇用維持・事業持続化支援金につい

て、当初予算で３千万円を措置していただいております。今議会で１，８００万の増額を
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お願いしているということで、この主旨ですけれども、増額の財源がですね、国の方から

地方創生臨時交付金で、コロナ禍における原油価格・物価高騰対策ということで新たな財

源が来ております。その財源が全てこれに充当ということではなくて、福祉関係の予算と

これに分けて充当しておりますが、この原油価格・物価高騰対応という主旨からいけば、

当初予算で事業化を予定しておりました同事業もそういった固定費に対しての支援という

ことでありますから、目的として合致するということでこれに増額した上で、事業者に対

しては５月３０日付で全戸配布の上、受付を６月６日から６月１７日までの期間で事業者

から受付を現在行っているという状況であります。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

黒瀬友基さん。

【６番：黒瀬友基議員】

わかりました。ありがとうございます。

では、既に給付が始まっていて不足しているという形ではなくて、今これから申請して

いただく上で、今回の追加の歳入がある中で１，８００万円を追加したということの理解

だと思うのですけれども、これはそうすると当初の３千万では、見込みという形になるの

か、どう見ていたか分からないのですけれども、足りなくて、今回追加した４，８００万

円は全て、そこである程度見込みとして申請があるだろうというふうにお考えなのでしょ

うか。そこ辺りを教えていただければと思います。

【議長：丹野敏彦】

産業振興課、石川課長。

【産業振興課長：石川歳男】

ご質問の予算規模が十分であるかという点でございますけれども、過去に２カ年に渡っ

て、令和２年については同様の事業を３カ月分の給付ということで実施しております。令

和３年については４カ月分ということで、計７カ月、２カ年に渡りますけれども７カ月に

渡って実施していた際には、予算規模として、給付額として１億２８０万円位の支援金を

給付しているということになります。今回は３千万円プラス１，８００万円、４，８００

万円なのですが、対象期間が１２カ月というふうに長い期間取っておりますので、見込み

とすれば固定費の２分の１以内というふうにしていますけれども、その２分の１が大分下

がってくるのではないかという感触を持っております。受付をしてみなければはっきりし

た数字は出せませんが、現在のところ、そういう感触を持っております。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

再々質問ございますか。
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黒瀬友基さん。

【６番：黒瀬友基議員】

分かりました。ありがとうございます。

今年度の状況はこれから申請ということなので、最後に参考までに令和３年度、昨年度

の実績とした場合に、事業所数としてはいくつあったのかだけ、最後教えていただければ

と思います。

【議長：丹野敏彦】

産業振興課、石川課長。

【産業振興課長：石川歳男】

令和３年の申請事業者数、対象事業者数については、２事業者でありました。

以上です。

【議長：丹野敏彦】

黒瀬友基さん。

【６番：黒瀬友基議員】

次の質問に移らせていただきます。

若干関連する部分もあるのですけれども、先程も出ていましたけれども、新型コロナウ

イルス感染症対策の地方創生臨時交付金の歳入の方についてお聞きしたいのですけれども、

今回この事業で、先程あった雇用維持と、おそらく大潟村住民税非課税世帯に対する臨時

特別給付金、あとは大潟村子育て世帯生活支援特別給付金という、この３つの事業に充て

られているのかと思うのですけれども、これはそれぞれ国からの財源の充当率が異なって

いるのですけれども、これは何かそういう指針があってというか決められ方がして、なっ

ているのかということが１点と、あと、これは先程の話だとおそらくそうかなと思うので

すけれども、ある程度もう予算として決まって下りてくる中で、それを村として振り分け

ているのか。それともある程度、要望して、逆にもっと増やそうと思えば増やせるのか、

そういったところはどのような形になっているのか教えていただければと思います。

あともう１点、その中で今回この３つにどういう基準で、もし振り分けることができる

のであれば、どういう形で振り分けたのかということを教えていただければと思います。

【議長：丹野敏彦】

総務企画課、薄井課長。

【総務企画課長：薄井伯征】

黒瀬議員のコロナウイルス感染症対策の臨時交付金の使途の考え方について、ご説明を

申し上げます。

先程、石川課長からもご説明ございましたけれども、今回の地方創生臨時交付金の目的

というのは、コロナ禍における原油価格や物価高騰対応ということで、そういう主旨を鑑

みて予算措置をしたところでございます。
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村の考え方といたしましては、地方創生臨時交付金が総額で２，７４０万円ということ

で配分の限度額の内示があった訳ですけれども、余すところなく使いたいということが１

点。やはり生活支援の部分では生活困窮者等の生活者の負担軽減を優先に考えたいという

ことで、原課の方で対象者、そして対象世帯、そして周辺市町村のあるいは先行事例等を

含めた交付額等を総合的に考慮いたしまして、大潟村住民税非課税世帯に対する臨時特別

給付金給付事業として、国として５５％、実際は１０８万円分を財源充当させていただい

た。残りの部分は不確定要素がありますので、そこの部分はまず一般財源で対応したいと

いった考え方によるものでございます。

そしてまた、大潟村の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業につきましては、こちら

はコロナ交付金を財源として９６３万円、国は９０％と書いてありますが、実際には９６

３万円財源充当しておりまして、こちらも今後の出生予定の見込みも含めて不確定要素が

ございますので、そういった部分に関しましては村の一般財源から支出をしたい。つまり、

こちらの給付につきましては、確実な部分は今回交付いただいた国のお金を活用させてい

ただいて、不確定要素の部分につきましては一般財源から持ち出しをしたいということで

考えた訳でございます。それと併せて、その残りと言ってはあれなのですけれども、先程、

石川課長の方からも説明がありました原油価格・物価高騰に対応ということで持続化支援

事業について、こちらは残りと言ってはあれなのですけれども、１，６６９万円を充当し

ているという考え方によるものでございます。

以上でございます。

【議長：丹野敏彦】

再質問ございますか。

黒瀬友基さん。

【６番：黒瀬友基議員】

分かりました。ありがとうございます。

ただ、コロナ禍のというのはあるのですけれども、原油価格等の高騰というのでの地方

創生臨時交付金という位置づけというお話だったかと思うのですけれども、であれば全村

民がその影響はやはり受けている訳で、そこに対して住民税の非課税かどうかではなくて、

全世帯に給付するという考え方もあったと思いますし、そういう形を考えても良かったの

ではないかと思うのです。先程の話で、事業者が事業を継続するということも大切なので

すけれども、昨年の実績で２社、２事業所ということで、ちょっとあまりにも偏りがある

のかなという中で、そこは事業者に対してしか支援できない交付金だというのがあればひ

とつあるのですけれども、もう少し今回のコロナの影響を受けてそんなに所得等が下がっ

ている訳ではないとしても、やはり原油高騰とかそういった要因で影響を受けるのは全村

民だと思いますので、全世帯への給付等もやっている自治体等おそらくあると思うのです

けれども、そういうことができなかったのかと思うのですが、そこはいかがでしょうか。
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【議長：丹野敏彦】

総務企画課、薄井課長。

【総務企画課長：薄井伯征】

黒瀬議員の再質問にお答えいたします。

地方創生臨時交付金を原油価格・物価高騰対応とあれば全村民への給付もよいのではな

いかというようなご質問と思いますが、今回の交付限度額が大潟村の割り当て分が２，７

４０万円でございます。ちょっと個人的な話になると、私はもう少しいただけるのかなと

いうふうに思っていたところはあるのですけれども、実際それを村民全体でまぶした場合

に、非常に金額が小さくなってしまうということになっておりまして、庁内でも十分議論

はしたのですが、まぶした場合には非常に規模が支給の規模が小さくなってしまうという

ふうに考えまして、今回は先程申し上げましたように、非課税世帯あるいは子育て世帯に

対して、そして感染症対策の雇用維持・持続化支援事業に絞った形で予算計上をさせてい

ただいたという形になりますので、どうかよろしくお願いいたします。

以上になります。

【議長：丹野敏彦】

再々質問ございますか。

黒瀬友基さん。

【６番：黒瀬友基議員】

分かりました。ちょっと思うところはありますけれども、ここはおそらく話しても堂々

巡りになりそうな気がするので、そこ辺りは金額の大きい少ないではなく、やはり村民に

対して何か、今の物価高騰の中でしてあげられるものというものがあればまた検討してい

ただければと思います。

答弁はいりませんので、終わります。

【議長：丹野敏彦】

他に質疑ございませんか。

ほかに質疑ございませんか。【なしの声】

質疑を終結いたします。

お諮りいたします。

議案第４９号から報告第３号までを会議規則第３９条の規定により、各常任委員会及び

特別委員会へ付託することに、ご異議ございませんか。【異議なしの声】

異議なしと認めます。

よって議案第４９号から報告第３号は、お手元に配付しております「議事日程第２号」

のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

次に、日程第１２、陳情第１号「陳情書女性トイレの維持及びその安心安全の確保につ

いて」から、日程第１６、陳情第５号「沖縄を捨て石にしない安全保障政策を求める意見
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書の提出を求める陳情」までを、会議規則第３７条の規定により一括議題とします。

陳情第１号から陳情第５号については、会議規則第９５条の規定により、お手元に配布

してあります「陳情等文書表」のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

以上で、本日の日程は、すべて終了しました。

本日は、これにて散会いたします。

（午前１１時０２分）
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令和４年第３回（６月）大潟村議会定例会【第６日目】

１．開議日時 令和４年６月１４日（火）午後３時００分～午後４時０７分

２．会 場 大潟村議会議事堂「本会議場」

３．出席した議員の氏名（敬称略）

１番 山 田 照 雄 ２番 工 藤 勝 ３番 三 村 敏 子

４番 菅原アキ子 ５番 松 本 正 明 ６番 黒 瀬 友 基

７番 菅 原 史 夫 ８番 戸 部 誉 ９番 齊 藤 知 視

10番 川 渕 文 雄 11番 石 井 雅 樹 12番 丹 野 敏 彦

計 １２名

４．欠席した議員の氏名（敬称略） なし

５．説明のため出席した者の氏名（敬称略）

村 長 髙橋浩人 副村長 工藤敏行

教育長 北林 强

総務企画課長 薄井伯征 税務会計課長 伊東 寛

生活環境課長 近藤比成 福祉保健課長 北嶋 学

産業振興課長 石川歳男 教 育 次 長 宮田雅人

農業委員会事務局長 澤井公子

６．議会事務局の職員 事務局長 近藤綾子 書記 藤村明美

７．議事日程 別紙のとおり〔議事日程第３号を参照〕

８．本日の会議に付した事件

議案第49号 大潟村国民健康保険税条例の一部を改正する条例案

議案第50号 普通財産の貸付について

議案第51号 令和４年度大潟村一般会計補正予算案

議案第52号 令和４年度大潟村診療所特別会計補正予算案

議案第53号 令和４年度大潟村介護サービス事業特別会計補正予算案

議案第54号 令和４年度大潟村水道事業特別会計補正予算案

議案第55号 令和４年度大潟村公共下水道事業特別会計補正予算案

報告第１号 工事請負変更契約専決処分報告

報告第２号 大潟村村税条例の一部を改正する条例の専決処分報告

報告第３号 村道路線の認定の専決処分報告

陳情第１号 陳情書（女性トイレの維持及びその安心安全の確保について）

陳情第２号 国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情
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陳情第３号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担割合引き上げをはかるための、2023

年度政府予算に係る意見書採択の陳情について

陳情第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出に関する陳情

陳情第５号 沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書の提出を求める陳

情

議案第56号 令和４年度大潟村一般会計補正予算案

意見書案第２号 女性トイレの維持及びその安心安全の確保を求める意見書案

意見書案第３号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担割合引き上げを求める意見書案

意見書案第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書案

議員派遣の件

９．議案の提出撤回及び訂正に関する事項 該当なし

10．議員の異動に関する事項 該当なし

【議長：丹野敏彦】

ただ今の出席議員数は、１２名であります。

これより、本日の会議を開きます。

本日の日程に先立ちまして、村長より発言を求められておりますので、これを許します。

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

６月９日の、黒瀬議員の一般質問におきまして、後程ご説明させていただきたいとして

いた脱炭素先行地域に関する質問の件について、お答えいたします。

脱炭素先行地域事業におけるもみ殻熱供給事業の全体事業に占める割合について、計画

では５年間の総事業費のうち２２．５％となっております。

以上であります。

【議長：丹野敏彦】

これより、お手元に配付しております議事日程のとおり、進めてまいります。

会議規則第３９条及び第９５条の規定に基づき、各委員会に付託いたしました議案並び

に陳情等について、会議規則第７７条及び第９５条の規定に基づき、各委員長から審査報

告書の提出がありました。

会議規則第３７条の規定により、日程第１、議案第４９号から、日程第１５、陳情第５

号までを一括議題とします。

はじめに、総務産業委員会に付託いたしました、議案第４９号、議案第５１号の関係部

分、報告第２号及び陳情第１号、第２号、第４号、第５号についての審査の経過と結果に

ついて、総務産業委員長の報告を求めます。

なお、各委員会に付託いたしました議案等につきましては、各委員長からの報告の後で
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採決いたします。

総務産業委員長、３番、三村敏子さん。

【総務産業委員長：三村敏子】

３番、三村敏子です。

令和４年第３回大潟村議会定例会において、当総務産業委員会に付託のあった議案につ

いて、審査の経過と結果をご報告申し上げます。

はじめに、総務部門関係から審査を行いました。

議案第４９号「大潟村国民健康保険税条例の一部を改正する条例案」について、当局か

らの説明の後、質疑に入りました。委員より「課税限度額は、どうして引き上げになるの

か。」との質問に、当局から「地方税法の改正によるものである。」とのこと。また「不

足額に対し、基金を繰り入れるとのことだが、基金は村で造成しているものか。また、基

金残高は。不足額を基金の繰入によって補っていくことによる将来的な不安はないの

か。」との質問に、当局から「基金は村で造成している。基金残高は１億６千万円。今後

も基金の活用を予定している。将来的な財政負担については、庁内プロジェクトチームを

立ち上げ、検討しているところである。」とのこと。

質疑を終結し、討論はなく、採決に入り、議案第４９号は全会一致により原案のとおり

可決すべきものと決しました。

報告第２号「大潟村村税条例の一部を改正する条例の専決処分報告」について、当局か

らの説明の後、質疑に入りました。委員より「ＤＶ被害者が住所を記載しないことを希望

する場合、本人が申請するか。」との質問に、当局から「本人が警察へ申請し、警察から

市町村へ連絡が来る。村の場合は、福祉保健課の戸籍担当が受付し、当該情報をマル秘と

して各課へ提供する。また、当該情報は個人情報等を取り扱うシステムに登録され、申請

者がＤＶ被害者であることが分かるようになっている。」とのこと。

質疑を終結し、討論はなく、採決に入り、報告第２号は全会一致により原案のとおり可

決すべきものと決しました。

議案第５１号「令和４年度大潟村一般会計補正予算案」について、総務部門関係では、

当局からの説明の後、質疑に入りました。委員より持続化給付金の１事業者当たりの限度

額について質問がありましたが、産業振興課より説明するとのことでした。

産業振興部門では、当局からの説明の後、質疑に入りました。委員より「低コスト技術

等導入支援事業について、半導体不足という社会的問題がある中で、事業を活用したくて

も年度内の事業完了の目処がたたず、申請を諦めざるを得なかった農家も多いのではない

かと感じるが、事業の期限を延ばすことはできないか。」との質問に、当局から、「現状

は単年度会計であるため、原則として年度内に事業を完結する必要があるが、半導体不足

という社会情勢がこのまま続くようであれば、例外として、繰り越しという制度があるの

で、県や国に実情を訴えるなど対応していきたいと思う。」とのこと。委員より「新型コ
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ロナウイルス感染症対策雇用維持・事業持続化支援事業の固定費補助について、複数事業

者から申請があった場合はどのように配分する計画か。」との質問に、当局から「申請さ

れた全事業者に対し、同じ率で配分する予定としている。」とのこと。委員より「配分す

る金額の割合はどのように決まるのか。」との質問に、当局から「対象月に比べて売上げ

が３０％以上減少している場合、その月の固定費の２分の１以内の金額が支給されるが、

対象者が多い場合は対象者全員で割り返し、２分の１以内の補助率で対応する。」とのこ

と。委員より「農業委員会のタブレット端末について、農地パトロールの際にどのように

活用しているのか。」との質問に、当局から「村内農地の現状としては、不耕作地がいく

つか確認されている。これまで農地パトロールでは、紙の地図で地番を確認するなどの作

業を行っていた。令和３年度は国から貸し付けされたタブレット端末を活用し、現場の撮

影やその場で地番が確認できるインターネット上の農地ナビによる農地パトロールを行っ

た。」とのこと。委員より「農地ナビは現在も活用しているのか。」との質問に、当局か

ら「現在も活用している。インターネット上で公開されている農地ナビは、農地の所有者

までは掲載されていないため、農業委員会で所有している農地台帳の情報と併せて活用し、

現場での地番や所有者の確認に使用できるようにしたいと考えている。」とのこと。

質疑を終結し、討論はなく、採決に入り、議案第５１号「令和４年度大潟村一般会計補

正予算案」は全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、陳情第１号「陳情書（女性トイレの維持及びその安心安全の確保について）」を

審査いたしました。意見として、委員より「男女別トイレの設置はあって然るべきと考え

る。一方で、小規模事業者にあっては対応が難しい側面もあろうかと思うし、ジェンダー

への対応についても難しさがある。」、委員より「家族以外との共用は避けたいので、陳

情には賛成である。」、委員より「男女別トイレの設置は、今では当たり前のことになり

つつある。」。

質疑を終結し、採決に入り、陳情第１号は全会一致により採択すべきものと決しました。

陳情第２号「国民の祝日『海の日』を７月２０日に固定化する意見書の提出を求める陳

情」について審査いたしました。委員より「海の日を固定化する理由がないと思う。ハッ

ピーマンデーで連休になることで、旅行等が可能になり経済も動くと思うので、この陳情

には反対である。」、委員より「これまで、６月８日が世界海の日で、日本が別に海の日

を制定していると報道等で目にして、違和感を持っていた。陳情書では、固定化すること

で、全国的には夏休みの開始日前日が休日となるので連休効果が大きいとのことだが、村

の場合は該当しないこともあり、反対である。」。

質疑を終結し、採決に入り、陳情第２号は全会一致により不採択すべきものと決しまし

た。

陳情第４号「地方財政の充実・強化を求める意見書提出に関する陳情」について審査い

たました。委員より「コロナ禍で大変な状況が続いているが、できる限りの地方財政への
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支援をお願いしたいと思うので、賛成である。」。

質疑を終結し、採決に入り、陳情第４号は全会一致により採択すべきものと決しました。

陳情第５号「沖縄を『捨て石』にしない安全保障政策を求める意見書の提出を求める陳

情」について審査いたしました。委員より「先般の名護市長選挙では、辺野古への基地移

設を反対する候補者が落選していた。沖縄の中でも様々な意見があるものと思う。安全保

障の面からも、反対である。」、委員より「国防や安全保障条約などの問題はあるかと思

うが、あまりにも沖縄に負担をかけすぎている現状があるので、日本全体で応分すべきと

考えるので、賛成である。」。

質疑を終結し、採決に入り、陳情第５号は賛成少数により不採択すべきものと決しまし

た。

以上で、総務産業委員会の報告を終わります。

【議長：丹野敏彦】

ただいまの総務産業委員長の報告に対し、質疑を行います。

質疑ございませんか。（なしの声）

質疑を終結いたします。

次に、生活福祉教育委員会に付託いたしました、議案第５０号、議案第５１号の関係部

分、議案第５２号から第５５号、報告第１号、第３号及び陳情第３号についての審査の経

過と結果について、生活福祉教育委員長の報告を求めます。

生活福祉教育委員長、８番、戸部誉さん。

【生活福祉教育委員長：戸部 誉】

８番、戸部誉です。

令和４年第３回６月定例会において、生活福祉教育委員会に付託のありました議案につ

いて、その審査の経過と結果についてご報告いたします。

議案の審査は教育委員会から始まり福祉保健課、生活環境課の順に行いました。

はじめに教育委員会部門について報告いたします。

議案第５１号「令和４年度大潟村一般会計補正予算案」の審査に入り、委員より「小・

中学校の施設管理費における消毒作業は、これまでは実施していなかったのか。また、委

託先は。」との質問に、当局より「これまでは校長、教頭、養護教諭を中心に消毒作業を

実施していたが作業の負担が大きく、今後も必要な作業であるため、新年度に入り両校長

より消毒作業の外部委託の要望があった。委託先についてはシルバー人材センターを想定

している。」との答弁でした。委員より「後任のＡＬＴについてはもう決まっているの

か。」との質問に、当局より「後任のＡＬＴについては、まだ決まっている訳ではないが、

県を通じて候補者の情報が送られてきた。今後、調整などが順調に進めば、スケジュール

どおりの着任になるのではないかと見込んでいる。」との答弁でした。

質疑を終結し、補正予算案、教育委員会部門の審議は終了いたしました。
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次に福祉保健課部門について報告いたします。

議案第５１号「令和４年度大潟村一般会計補正予算案」の審査に入り、委員より「４回

目のコロナワクチン接種が、６０歳以上と、１８歳以上６０歳未満の基礎疾患のある人の

みとなっているのはなぜか。」との質問に、当局より「国からは６０歳未満の健康な人達

には４回目ワクチンを接種しないという指示になっている。」との答弁でした。委員より

「子育て世帯生活支援特別給付金は、国、村、両方からもらえるという理解か。給付対象

者の人数は。」との質問に、当局より「両方から給付される。対象は村民税非課税世帯の

５４世帯。」との答弁でした。

質疑を終結し、補正予算案、福祉保健課部門の審議は終了いたしました。

次に、議案第５２号「令和４年度大潟村診療所特別会計補正予算案」の審査に入り、委

員より「新たに採用する会計年度任用職員は看護師か。」との質問に当局より「看護師の

免許を持つ方。」との答弁でした。

質疑を終結し、討論はなく、採決に入り、議案第５２号は全会一致で可決すべきものと

決しました。

次に、議案第５３号「令和４年度大潟村介護サービス事業特別会計補正予算案」の審査

に入り、委員より「備品購入費は冷凍庫更新とのことだが故障原因は。」との質問に、当

局より「ひだまり苑ができた平成１３年から使用しているため、経年劣化によりコンプレ

ッサー機能が低下し、冷えが悪くなった。なお予算には既存の冷蔵庫の処分費も含まれて

いる。」との答弁でした。

質疑を終結し、討論はなく、採決に入り、議案第５３号は全会一致で可決すべきものと

決しました。

次に、生活環境課部門について報告いたします。

議案第５０号「普通財産の貸付について」の審査に入り、委員より「貸付けは、実証研

究に合わせて３年間との説明だが、３年経過後は事業はどのようになるのか。」との質問

に、当局より「実証研究のテーマが２つあり、ひとつは今回の貸付期間の３年間で液肥に

関する研究。もうひとつのテーマは、稲わらをガス化する過程でタービンを回して発電す

るというもので、こちらは現時点では８年ほど研究期間を要すると想定している。今回の

無償貸付けは、液肥の実証研究に要する３年間を期間としているが、その後、土地の貸付

け方法などについては今回の３年が経過する前に検討し、再度議会等へ相談したいと考え

ている。」との答弁でした。委員より「新たなメガソーラー建設に支障はないか。また、

下水道等への影響は。」との質問に、当局より「新たなメガソーラーについては、送電線

のルートが未定で、既存のメガソーラーと同じ送電線を活用することは難しい状況なので

先に話が固まっている株式会社クボタに今回の場所を貸付けることにした。下水管につい

ては、下水処理場からすぐ近くの水路沿いに通っており、実証研究、メガソーラーともに

問題はない。」との答弁でした。委員より「貸付ける土地はヘドロ層なので、貯留槽の高
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さや重さで沈まないか。」との質問に当局より「貸付けが決定した後に、現地調査等を行

い、詳細設計、必要に応じて地盤改良などを含む工法が決定されるものと考えている。」

との答弁でした。

質疑を終結し、討論はなく、採決に入り、議案第５０号は全会一致で可決すべきものと

決しました。

議案第５１号「令和４年度大潟村一般会計補正予算案」の審査に入り、委員より「事業

計画では、令和４年度にサンルーラル大潟やポルダー潟の湯へのＺＥＢ化の予算が計上さ

れていると思うが、今年度中にどのような設備を導入するのか。」との質問に、当局より

「今年度は、具体的な設備導入のための設計費用を計上している。来年度以降、具体的な

設備の導入となる。」との答弁でした。委員より「アセット会社が資産を持つのであれば、

太陽光パネルに固定資産税がかかってしまい、経費が膨らむのではないか。また一般家庭

に太陽光パネルを設置する場合、住民に設置費用の負担は。」との質問に、当局より「租

税公課を含め、今後、精査していく。太陽光パネルの一般家庭への設置については、新会

社の負担で行う。住民への負担は想定していない。」との答弁でした。委員より「温暖化

対策実行計画策定業務を委託する会社は、どのような会社を想定しているのか。」との質

問に、当局より「これまでの村の経緯を把握している業者を中心とした指名競争入札を想

定している。」との答弁でした。委員より「脱炭素推進フォーラム運営業務委託は、どう

いった業務か。」との質問に当局より「講師として脱炭素先行地域の選考委員会座長を務

めた京都大学の教授を想定している。また、県庁からも県としての脱炭素に関する考えに

ついての講演も考えている。参加者は、周辺自治体などの行政のほか、村民も対象に１０

０名程度を想定している。コロナ禍ということもあるので、参加は事前登録制を想定して

おり、参加登録などを含めたフォーラムの円滑な運営について、秋田県内の広告代理店な

どに委託したいと考えている。」との答弁でした。委員より「地域活性化起業人の内容

は。」との質問に、当局より「三大都市圏の企業から、特定の分野に知見を有する人材を

地方自治体に派遣することに対し、国が１件あたり最大５６０万円を地方交付税として交

付するもの。自治体が人材の派遣について公募し、派遣期間は最大３年間となっている。

村は脱炭素先行地域に関する事業で課題として抱えている太陽光発電、蓄電池、籾殻バイ

オマス熱供給などの問題について解決できる人材を公募することとしている。」との答弁

でした。委員より「地域活性化起業人の人件費が国からの交付税上限額を超えた部分につ

いては自治体が負担するのか。」との質問に、当局より「地域活性化起業人負担金は、国

の交付税措置の上限額を超えない範囲で実施することを想定している。」との答弁でした。

委員より「アセット会社は従業員を持たないと聞いた。従業員のいないアセット会社が設

備を導入する時、誰が責任を持って執行するのか。」との質問に、当局より「アセット会

社がエネルギー事業会社とは別の法人格として設備の所有権を持つが、あくまでもエネル

ギー事業会社の別部門といったイメージで、入札の執行から設備の設置まで、両会社が一
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体となって実施する。」との答弁でした。

質疑を終結し、補正予算案、生活環境課部門の審議は終了いたしました。

次に議案第５４号「令和４年度大潟村水道事業特別会計補正予算案」について、当局の

説明を受け、審査に入り、質疑、討論はなく、採決に入り、議案第５４号は全会一致で原

案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第５５号「令和４年度大潟村公共下水道事業特別会計補正予算案」について、

当局の説明を受け、審査に入り、委員より「水道事業と公共下水道事業で職員を分けた理

由は。」との質問に、当局より「来年度から公営企業会計に移行することなどを踏まえ、

従来の人員体制では厳しいと思われることから職員の増員がなされた。」との答弁でした。

討論はなく、採決に入り、議案第５５号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決

しました。

次に、報告第１号「工事請負変更契約専決処分」について、当局の説明を受け、審査に

入り質疑、討論はなく、採決に入り、報告第１号は全会一致で原案のとおり承認すべきも

のと決しました。

次に、報告第３号「村道路線の認定の専決処分」について、当局の説明を受け、審査に

入り質疑、討論はなく、採決に入り、報告第３号は全会一致で原案のとおり承認すべきも

のと決しました。

関係各課が入場後、再開し、討論はなく、採決に入り、議案第５１号は全会一致により

可決すべきものと決しました。

次に、陳情第３号「教職員定数改善と義務教育費国庫負担割合引き上げをはかるため、

２０２３年度政府予算に係る意見書採択の陳情について」の審査に入り、委員より「少人

数学級は、先生の目が行き届きやすく、学力の向上の面でもプラスになるという話を聞い

たことがある。子どもの教育についてはある程度の投資が必要だと思うので賛成。」との

意見や、「少人数学級はすでに進んでいるという認識。教職員不足という現状もあり、教

職員組合の考え方には賛同できない。不採択。」との意見。また「感染症対策を含む様々

な場面で先生方の負担を減らすといった、働き方改革の観点からも賛成。」などの意見が

ありました。

採決に入り、陳情第３号は賛成多数で採択されました。

以上、当委員会に付託のあった議案の審査経過と結果についての報告といたします。

【議長：丹野敏彦】

ただいまの生活福祉教育委員長の報告に対し、質疑を行います。

質疑ございませんか。（なしの声）

質疑を終結いたします。

以上で、各委員長の報告が終了いたしました。

これより討論に入ります。
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原案に反対の方の発言を許します。（反対討論なし）

次に、賛成の方の発言を許します。（賛成討論なし）

ほかに討論ございませんか。（なしの声）

討論を終結いたします。

これより採決に入ります。採決は、挙手により行います。

総務産業委員長より報告のありました、議案第４９号「大潟村国民健康保険税条例の一

部を改正する条例案」について、委員長の報告のとおり原案に賛成の方の挙手を求めます。

挙手多数であります。

よって、議案第４９号は原案のとおり可決されました。

次に、生活福祉教育委員長より報告のありました、議案第５０号「普通財産の貸付につ

いて」、委員長報告のとおり原案に賛成の方の挙手を求めます。

挙手多数であります。

よって、議案第５０号は原案のとおり可決されました。

次に、総務産業並びに生活福祉教育両委員長より報告のありました、議案第５１号「令

和４年度大潟村一般会計補正予算案」について、委員長報告のとおり原案に賛成の方の挙

手を求めます。

挙手多数であります。

よって、議案第５１号は原案のとおり可決されました。

次に、生活福祉教育委員長より報告のありました、議案第５２号「令和４年度大潟村診

療所特別会計補正予算案」について、委員長報告のとおり原案に賛成の方の挙手を求めま

す。

挙手多数であります。

よって、議案第５２号は原案のとおり可決されました。

次に、生活福祉教育委員長より報告のありました、議案第５３号「令和４年度大潟村介

護サービス事業特別会計補正予算案」について、委員長報告のとおり原案に賛成の方の挙

手を求めます。

挙手多数であります。

よって、議案第５３号は原案のとおり可決されました。

次に、生活福祉教育委員長より報告のありました、議案第５４号「令和４年度大潟村水

道事業特別会計補正予算案」について、委員長報告のとおり原案に賛成の方の挙手を求め

ます。

挙手多数であります。

よって、議案第５４号は原案のとおり可決されました。

次に、生活福祉教育委員長より報告のありました、議案第５５号「令和４年度大潟村公

共下水道事業特別会計補正予算案」について、委員長報告のとおり原案に賛成の方の挙手
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を求めます。

挙手多数であります。

よって、議案第５５号は原案のとおり可決されました。

次に、生活福祉教育委員長より報告のありました、報告第１号「工事請負変更契約専決

処分報告」について、委員長報告のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。

挙手多数であります。

よって、報告第１号は承認することに決定いたしました。

次に、総務産業委員長より報告のありました、報告第２号「大潟村村税条例の一部を改

正する条例の専決処分報告」について、委員長報告のとおり承認することに賛成の方の挙

手を求めます。

挙手多数であります。

よって、報告第２号は承認することに決定いたしました。

次に、生活福祉教育委員長より報告のありました、報告第３号「村道路線の認定の専決

処分報告」について、委員長報告のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。

挙手多数であります。

よって、報告第３号は承認することに決定いたしました。

次に、総務産業委員長より報告のありました、陳情第１号「陳情書（女性トイレの維持

及びその安心安全の確保について）」、委員長報告のとおり採択することに賛成の方の挙

手を求めます

挙手多数であります。

よって、陳情第１号は採択することに決定いたしました。

次に、総務産業委員長より報告のありました、陳情第２号「国民の祝日『海の日』を７

月２０日に固定化する意見書の提出を求める陳情」について、先ほどの、委員長報告は、

不採択でした。

採決いたします。

陳情第２号を採択することに賛成の方の挙手を求めます。

挙手少数であります。

よって、陳情第２号は不採択とすることに決定いたしました。

次に、生活福祉教育委員長より報告のありました、陳情第３号「教職員定数改善と義務

教育費国庫負担割合引き上げをはかるための、２０２３年度政府予算に係る意見書採択の

陳情について」、委員長報告のとおり採択することに賛成の方の挙手を求めます。

挙手多数であります。

よって、陳情第３号は採択することに決定いたしました。

次に、総務産業委員長より報告のありました、陳情第４号「地方財政の充実・強化を求

める意見書提出に関する陳情」について、委員長の報告のとおり採択することに賛成の方
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の挙手を求めます。

挙手多数であります。

よって、陳情第４号は採択することに決定いたしました。

次に、総務産業委員長より報告のありました、陳情第５号「沖縄を『捨て石』にしない

安全保障政策を求める意見書の提出を求める陳情」について、先ほどの委員長報告は、不

採択でした。

採決いたします。

陳情第５号を採択することに賛成の方の挙手を求めます。

挙手少数であります。

よって、陳情第５号は不採択とすることに決定いたしました。

次に、日程第１６、議案第５６号「令和４年度大潟村一般会計補正予算案」を議題とい

たします。

村長より提出議案の説明を求めます。

髙橋村長。

【村長：髙橋浩人】

それでは、追加で提出しております議案についてご説明申し上げます。

議案第５６号「令和４年度大潟村一般会計補正予算案」についてですが、農林水産業費

において、農地利用効率化等支援事業として、新たに１，０３３万６千円、県産米品質向

上・検査体制強化事業として、新たに１，７２１万２千円を計上するものであります。

農地利用効率化等支援事業は、農地集約化の観点から、生産の効率化に取り組むために

必要な農業用機械・施設の導入を支援するものです。また、県産米品質向上・検査体制強

化事業は、コロナ禍により米の需要が落ち込む中、産地間競争に勝てるよう、品質向上や

流通体制強化に必要な機械等の導入を支援するものです。

なお、補正の財源としては、全額県補助金に求めたところであります。

以上、提出案件の概要についてご説明申し上げたところでありますが、詳細につきまし

ては、提出しております議案書、補正予算書に記載されておりますので、ご高覧いただき、

ご審議のうえ可決賜りますようお願い申し上げます。

【議長：丹野敏彦】

ただいまの提出議案の詳細につきまして、令和４年度大潟村一般会計補正予算の詳細に

ついて、産業振興課、石川課長より説明を求めます。

石川産業振課長。

【産業振興課長：石川歳男】

議案第５６号、追加で提案いたしました大潟村一般会計補正予算案の詳細についてご説

明いたします。

事業としては２つの事業であります。農地利用効率化等支援事業につきましては、これ
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は国の事業メニューでありますけれども、助成対象者が村においては５経営体であります。

補助率は事業費の１０分の３、上限が３００万円というような事業でありまして、今回、

村においては農業機械の取得に係る経費についての助成ということになっております。機

械の種類については、トラクター、コンバイン、乾燥機等であります。

もうひとつの県産米品質向上・検査体制強化事業につきましては、これは県単、秋田県

の単独事業であります。品質向上ということで、色彩選別機の導入と、もうひとつは米の

検査体制の強化に要する機器の導入であります。

今回の事業実施主体については、色選機の導入につきましては２つの事業実施主体とい

うふうになっております。１つが農業生産経営体、もうひとつが農業団体、これはいわゆ

る米の収出荷団体ということになっております。この２つの事業実施主体と加えて、検査

体制についても１つの農産物検査機関においての必要な機器の導入ということになってお

ります。

以上、事業の内容についてご説明いたしました。

【議長：丹野敏彦】

ただいまの提出議案の説明に対し、質疑を行います。

質疑ございませんか。

質疑ございませんか。（なしの声）

質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

原案に反対の方の発言を許します。（反対討論なし）

次に、賛成の方の発言を許します。（賛成討論なし）

ほかに討論ございませんか。（なしの声）

討論を終結いたします。

これより採決に入ります。採決は挙手で行います。

議案第５６号「令和４年度大潟村一般会計補正予算案」について、原案に賛成の方の挙

手を求めます。

挙手多数であります。

よって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第１７、意見書案第２号「女性トイレの維持及びその安心安全の確保を求め

る意見書案」を議題といたします。

本案は議員提案であります。

提出者の説明を求めます。

３番、三村敏子さん。

【３番：三村敏子議員】

３番、三村敏子です。
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意見書案第２号について、意見書案を読み上げて、提案に代えさせていただきます。

意見書案第２号

女性トイレの維持及びその安心安全の確保を求める意見書案

上記の意見書案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。

令和４年６月１４日提出

提出者 大潟村議会議員 三村 敏子

賛成者 大潟村議会議員 工藤 勝

賛成者 大潟村議会議員 菅原アキ子

賛成者 大潟村議会議員 齊藤 知視

賛成者 大潟村議会議員 川渕 文雄

賛成者 大潟村議会議員 石井 雅樹

大潟村議会議長 丹野 敏彦 様 

女性トイレの維持及びその安心安全の確保を求める意見書案

令和３年１２月１日施行の労働安全衛生規則等の改正は、男性用と女性用とに分ける大

原則は維持しつつも、同時に働く労働者が常時１０人以下であれば共用１個でよいとされ、

更に独立個室型のトイレを設けたときは男女別トイレの設置基準に一定数反映させるとも

されました。

この動きは、公的な建物内、公衆便所や大規模小売店舗等の不特定多数が使うトイレに

おいても、独立個室型のトイレで足りるとの設計を助長し、更には男女共用型のトイレで

足りるとする傾向を成立・加速させる可能性があります。

しかし、女性トイレは、女性が長年かけて獲得してきたものです。性犯罪のほとんどが

男性によるものであることから、多くの悲惨な被害を重ねながらも、先人の女性達が血と

涙を流して闘い、設置されてきたものです。女性トイレでの女性は、より無防備であるこ

とから身体男性への恐怖感があります。個室に引きずりこまれての性暴力被害、個室での

盗撮や盗聴被害の増加、さらに使用済みの生理用品を見られたり、持ち出される事件は後

を絶ちません。特に、警戒心が薄く抵抗する力のない女児や、障害のある女性が性暴力被

害に遭いやすい傾向にあります。

したがって、事業所トイレにおける大原則である「男性用と女性用に区別して設けるこ

と」を今後とも崩さず、女性トイレはすべからく維持し、また女性の安心安全という権利

法益を守るべく諸方策をとることは極めて重要です。

よって、政府に下記の事項を求めます。

記
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１．労働安全衛生規則第６２８条及び事務所衛生基準規則第１７条所定の事業所トイレ

における大原則である「男性用と女性用に区別して設けること」につき、今後ともこ

れをくずさないようにすること。

２．公的な建物内、公衆便所や大規模小売店舗等の不特定多数が使うトイレにつき、女

性トイレはすべからく維持し、またこれらトイレにおいて、女性の安心安全という権

利法益を守るべく諸方策をとること。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。

令和４年６月１４日

秋田県大潟村議会議長 丹野 敏彦

衆議院議長 細田 博之 様

参議院議長 山東 昭子 様

内閣総理大臣 岸田 文雄 様

総務大臣 金子 恭之 様

厚生労働大臣 後藤 茂之 様

内閣府特命担当大臣（地方創生、少子化対策、男女共同参画） 野田 聖子 様

以上です。

【議長：丹野敏彦】

ただいまの提出者の説明に対し、質疑を行います。

質疑ございませんか。（なしの声）

質疑を終結いたします。

これより討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認め、討論を省略し、採決に入ります。

意見書案第２号について、賛成の方の挙手を求めます。

挙手多数であります。

よって、意見書案第２号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第１８、意見書案第３号「教職員定数改善と義務教育費国庫負担割合引き上

げを求める意見書案」を議題といたします。

本案は議員提案であります。

提出者の説明を求めます。

８番、戸部誉さん。

【８番：戸部 誉議員】

８番、戸部誉です。

意見書案第３号について、意見書案を読み上げて、提案に代えさせていただきます。
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意見書案第３号

教職員定数改善と義務教育費国庫負担割合引き上げを求める意見書案

上記の意見書案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。

令和４年６月１４日提出

提出者 大潟村議会議員 戸部 誉

賛成者 大潟村議会議員 松本 正明

賛成者 大潟村議会議員 黒瀬 友基

賛成者 大潟村議会議員 菅原 史夫

大潟村議会議長 丹野 敏彦 様 

教職員定数改善と義務教育費国庫負担割合引き上げを求める意見書案

21年の法改正により、小学校の学級編制標準は段階的に35人に引き下げられているもの

の、今後は、小学校に留まることなく、中学校・高等学校での早期実施も必要です。加え

て、きめ細かい教育活動をすすめるためには、さらなる学級編制標準の引き下げ、少人数

学級の実現が必要です。

萩生田前文科大臣も、改正義務標準法にかかわる国会答弁の中で、30人学級や中・高に

おける少人数学級の必要性についても言及しています。

学校現場では、貧困・いじめ・不登校など解決すべき課題が山積しており、子どもたち

のゆたかな学びを保障するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難

な状況となっています。また、新型コロナウイルス感染症対策にともない新たな業務も発

生しています。ゆたかな学びや学校の働き方改革を実現するためには、加配教員の増員や

少数職種の配置増など教職員定数改善が不可欠です。

記

１．子どもたちの教育環境改善及び教職員の働き方改革のために、計画的な教職員定数

改善を推進すること。また、中学校・高等学校における35人学級を実施すること。

２．自治体で国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施ができるよう、十

分な加配措置を行うこと。

３．教育の機会均等と水準の維持向上をはかり、地方財政を確保するため、義務教育費

国庫負担割合を引き上げること。

令和４年６月１４日

秋田県大潟村議会議長 丹野 敏彦

衆議院議長 細田 博之 様

参議院議長 山東 昭子 様

内閣総理大臣 岸田 文雄 様
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文部科学大臣 末松 信介 様

財務大臣 鈴木 俊一 様

総務大臣 金子 恭之 様

以上です。

【議長：丹野敏彦】

ただいまの提出者の説明に対し、質疑を行います。

質疑ございませんか。（なしの声）

質疑を終結いたします。

これより討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認め、討論を省略し、採決に入ります。

意見書案第３号について、賛成の方の挙手を求めます。

挙手多数であります。

よって、意見書案第３号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第１９、意見書案第４号「地方財政の充実・強化を求める意見書案」を議題

といたします。

本案は議員提案であります。

提出者の説明を求めます。

３番、三村敏子さん。

【３番：三村敏子議員】

３番、三村敏子です。

意見書案第４号について、意見書案を読み上げて、提案に代えさせていただきます。

意見書案第４号

地方財政の充実・強化を求める意見書案

上記の意見書案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。

令和４年６月１４日提出

提出者 大潟村議会議員 三村 敏子

賛成者 大潟村議会議員 工藤 勝

賛成者 大潟村議会議員 菅原アキ子

賛成者 大潟村議会議員 齊藤 知視

賛成者 大潟村議会議員 川渕 文雄

賛成者 大潟村議会議員 石井 雅樹

大潟村議会議長 丹野 敏彦 様 
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地方財政の充実・強化を求める意見書案

いま、地方公共団体には、急激な少子・高齢化の進展にともなう子育て、医療・介護な

ど社会保障制度の整備、また人口減少下における地域活性化対策、脱炭素化をめざした環

境対策、あるいは行政のデジタル化推進など、より新しく、かつ極めて多岐にわたる役割

が求められつつあります。

しかし、現実に地域公共サービスを担う人材は不足しており、疲弊する職場実態にある

中、新型コロナウイルス、また近年多発している大規模災害への対応も迫られています。

これらに対応するための地方財政について、政府は「骨太方針２０２１」において、２０

２１年度の地方一般財源水準を２０２４年度まで確保するとしていますが、それをもって

増大する行政需要に十分対応し得るのか、大きな不安が残されています。

このため、２０２３年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、コロナ禍への対応

も勘案しながら、歳入・歳出を的確に見積もり、地方財政の確立をめざすことが必要です。

このため、政府に以下の事項の実現を求めます。

記

１．社会保障の維持・確保、防災・減災また脱炭素化対策、地域活性化にむけた取り組

みや、デジタル化対策など、増大する地方公共団体の財政需要を的確に把握し、それ

を支える人件費も含めて、十分な地方一般財源総額の確保をはかること。

２．とりわけ、子育て、地域医療の確保、介護や児童虐待防止、生活困窮者自立支援な

ど、急増する社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を圧迫していることから、地方

単独事業分も含めた十分な社会保障経費の拡充をはかること。また、これらの分野を

支える人材確保にむけた自治体の取り組みを十分に支える財政措置を講じること。

３．地方交付税の法定率を引き上げるなどし、臨時財政対策債に頼らない、より自律的

な地方財政の確立に取り組むこと。また、地域間の財源偏在性の是正にむけては、偏

在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、より

抜本的な改善を行うこと。

４．引き続きの新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種体制の確保、感染

症対応業務のみに限定しない、より全体的な保健所体制・機能の強化、その他の新型

コロナウイルス対応事業、また地域経済の活性化まで踏まえ、十分な財源措置をはか

ること。また、コロナ禍対策として行った固定資産税の軽減措置については２０２２

年度をもって終了するとともに、今後、国の施策の一環として、各種税制の廃止や変

更、また減税等を検討する際は、地方の財政運営における予見性を損なわないよう、

十分に地方団体等の意見を反映し、慎重に検討すること。

５．「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている１兆円については持続可

能な地域社会の維持・発展にむけて恒久的な財源とすること。また、同規模の財源確
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保はもとより、その拡充を含めて検討すること。

６．会計年度任用職員制度の運用においては、今後も当該職員の処遇改善が求められる

ことから、引き続き所要額の調査を行うなどし、さらなる財政需要を十分に満たすこ

と。

７．特別交付税の配分にあたり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体に

対して、その取り扱いを理由とした特別交付税の減額措置を行わないこと。

８．デジタル・ガバメント化における自治体業務システムの標準化にむけ、地域デジタ

ル社会推進費に相当する財源を継続して確保するなど、十分な財源を保障すること。

また、デジタル化が定着化していく過渡期において生じ得る行政需要についても、人

材・財源を含めた対応を行うこと。

９．森林環境譲与税については、より林業需要を見込める地方公共団体への譲与額を増

大させるよう、その譲与基準を見直すこと。

１０．地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、小規模自治体に配慮

した段階補正の強化など対策を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

令和４年６月１４日

秋田県大潟村議会議長 丹野 敏彦

衆議院議長 細田 博之 様

参議院議長 山東 昭子 様

内閣総理大臣 岸田 文雄 様

財務大臣 鈴木 俊一 様

総務大臣 金子 恭之 様

厚生労働大臣 後藤 茂之 様

内閣府特命担当大臣（地方創生担当） 野田 聖子 様

内閣府特命担当大臣（経済財政政策担当） 山際 大志郎 様

以上です。

【議長：丹野敏彦】

ただいまの提出者の説明に対し、質疑を行います。

質疑ございませんか。（なしの声）

質疑を終結いたします。

これより討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認め、討論を省略し、採決に入ります。

意見書案第４号について、賛成の方の挙手を求めます。
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挙手多数であります。

よって、意見書案第４号は原案のとおり可決されました。

ここで、暫時休憩いたします。（午後４時０５分）

再開いたします。（午後４時０６分）

次に、日程第２０「議員派遣の件」についてを議題といたします。

お手元に配付しております「議員派遣の件」については、地方自治法第１００条第１３

項及び会議規則第１２９条の規定により、議会の議決で決定する必要があります。

お諮りいたします。

「議員派遣の件」について、配付資料のとおり決定することにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認め、「議員派遣の件」は決定いたしました。

お諮りいたします。

ただいま決定いたしました議員派遣の内容に、今後、変更を要する場合は、取扱いを議

長に一任していただきたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認め、よって、議員派遣の内容に変更を要する場合の取扱いは、議長に一任

されました。

以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。

これをもちまして、令和４年第３回大潟村議会定例会を閉会いたします。

（午後３時５２分）


